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新
し
い
年
を
迎
え
、
心
か
ら
お
慶
び
申
し
上
げ
ま
す
。

二
十
一
世
紀
に
向
け
て
、
今
後
、
来
た
る
べ
き
少
子
･

高
齢
化
社
会
に
備
え
、
我
が
国
の
社
会
･
経
済
は
大
き
な

転
換
期
を
迎
え
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
情
勢
の
下
、
次
世
代
が
生
活
の
豊
か
さ
を

実
感
し
な
が
ら
、
活
発
な
経
済
･
社
会
活
動
を
展
開
で
き

る
よ
う
、
そ
の
基
盤
と
な
る
社
会
資
本
整
備
を
多
様
化
す

る
国
民
の
ニ
ー
ズ
に
的
確
に
対
応
し
つ
つ
進
め
て
い
か
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
と
り
わ
け
道
路
は
、
あ
ら
ゆ
る
国

民
生
活
、
社
会
･
経
済
活
動
を
支
え
る
最
も
根
幹
的
な
社

会
資
本
で
あ
り
、
国
民
か
ら
の
整
備
に
対
す
る
期
待
は
大

き
く
、
多
く
の
地
域
で
整
備
の
要
望
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る

こ
と
、
ま
た
、
幅
広
い
経
済
波
及
効
果
を
持
ち
、
経
済
構

造
改
革
の
支
援
の
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
積
極
的
な
投
資
を
図
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
た
め
、
ま
ず
、
ニ
ー
ズ
に
応
じ
て
メ
リ
ハ
リ
を
つ

け
、
必
要
な
と
こ
ろ
に
重
点
的
･
集
中
的
な
投
資
を
進
め

て
ま
い
り
ま
す
。
具
体
的
に
は
、
我
が
国
の
経
済
構
造
改

革
を
支
援
す
る
た
め
、
高
規
格
幹
線
道
路
、
地
域
高
規
格

道
路
の
整
備
を
重
点
的
に
推
進
し
ま
す
。
次
に
、
地
域
の

経
済
構
造
改
革
を
支
援
す
る
た
め
の
施
策
を
地
域
の
主
体

性
に
配
慮
し
な
が
ら
積
極
的
に
進
め
て
ま
い
り
ま
す
。
例

え
ば
、
産
業
集
積
地
域
に
お
い
て
空
洞
化
対
策
と
新
産
業

へ
の
転
換
を
支
援
す
る
た
め
、
関
連
道
路
や
情
報
通
信
イ

ン
フ
ラ
の
整
備
等
の
重
点
的
な
実
施
や
地
域
整
備
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
を
積
極
的
に
支
援
す
る
道
路
等
の
整
備
を
実
施
し

ま
す
。
ま
た
、
地
域
に
お
け
る
国
際
連
携
等
に
対
応
す
る

た
め
、
国
際
港
湾
･
空
港
の
整
備
と
連
携
し
て
、
高
規
格



幹
線
道
路
等
の
道
路
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
等
の
一
体
的
か
つ
効

率
的
な
整
備
を
進
め
ま
す
。
そ
の
ほ
か
、
各
地
で
提
唱
さ

れ
て
い
る
新
し
い
国
土
軸
･
多
様
な
地
域
連
携
軸
の
形
成

に
向
け
た
構
想
を
踏
ま
え
、
海
峡
横
断
道
路
等
に
関
す
る

技
術
面
、
経
済
･
社
会
面
か
ら
の
調
査
を
進
め
ま
す
。

一
方
、
高
度
情
報
通
信
社
会
を
支
え
る
全
国
的
な
光
フ

ァ
イ
バ
ー
基
幹
網
の
形
成
を
支
援
す
る
た
め
、
光
フ
ァ
イ

バ
ー
を
簡
単
に
敷
設
で
き
る
情
報
B
O
X
や
電
線
共
同
溝

等
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
ド
ラ
イ
バ
ー
の
安
全
運
転
を

支
援
す
る
自
動
運
転
道
路
シ
ス
テ
ム

(A
H
S
)
や
ノ
ン

ス
ト
ッ
プ
自
動
料
金
収
受
シ
ス
テ
ム
な
ど
、
最
先
端
の
情

報
通
信
技
術
が
創
り
出
す
I
T
S

(高
度
道
路
交
通
シ
ス

テ
ム
)
の
実
現
に
向
け
た
研
究
開
発
･
整
備
に
積
極
的
に

取
り
組
み
ま
す
。
こ
の
う
ち
、
昨
年
四
月
か
ら
首
都
圏
や

東
名
･
名
神
高
速
等
で
サ
ー
ビ
ス
を
開
始
し
た
V
I
C
S

(道
路
交
通
情
報
通
信
シ
ス
テ
ム
)
に
つ
い
て
は
高
速
道

路
で
の
全
国
展
開
を
推
進
し
ま
す
。
ま
た
、
安
全
で
円
滑

な
道
路
交
通
の
確
保
、
良
好
な
景
観
の
整
備
、
さ
ら
に
は

災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
実
現
し
て
い
く
た
め
、
電
線

共
同
溝
等
の
整
備
に
よ
り
電
線
類
の
地
中
化
を
強
力
に
進

め
て
い
き
ま
す
。

さ
ら
に
、
阪
神
･
淡
路
大
震
災
等
の
教
訓
を
踏
ま
え
、

災
害
に
強
い
国
土
づ
く
り
の
た
め
の
道
路
整
備
を
推
進
す

る
と
と
も
に
、
安
全
･
環
境
な
ど
緊
急
課
題
に
積
極
的
に

取
り
組
む
な
ど
、
安
全
で
快
適
な
ま
ち
づ
く
り
や
く
ら
し

を
支
援
し
ま
す
。

な
お
、
事
業
の
推
進
に
あ
た
っ
て
は
、
事
業
の
重
点
化

等
に
よ
り
投
資
効
果
の
向
上
を
図
る
と
と
も
に
、
事
業
の

効
率
化
･
透
明
化
を
一
層
推
進
し
ま
す
。
さ
ら
に
は
、
横

断
的
な
政
策
テ
ー
マ
に
つ
い
て
は
関
係
省
庁
と
の
連
携
を

図
り
な
が
ら
効
率
的
に
事
業
を
進
め
て
い
く
こ
と
と
し
て

い
ま
す
。

ま
た
、
昨
年
末
に
は
、
五
年
ぶ
り
に
国
土
開
発
幹
線
自

動
車
道
建
設
審
議
会

(国
幹
審
)
が
開
催
さ
れ
、
国
土
の

骨
格
を
形
成
す
る
高
速
自
動
車
交
通
網
の
整
備
に
向
け
て

大
き
く
前
進
す
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

本
年
は
初
め
て
二
十
一
世
紀
に
届
く
新
た
な
道
路
計
画

の
策
定
を
進
め
る
と
い
う
大
事
な
年
で
あ
り
、
皆
様
か
ら

い
た
だ
い
た
多
く
の
御
意
見
を
十
分
踏
ま
え
な
が
ら
、
作

業
を
進
め
、
実
り
多
い
一
年
に
し
て
ま
い
り
た
い
と
考
え

て
お
り
ま
す
。

以
上
、
新
し
い
時
代
に
向
け
て
多
様
化
す
る
ニ
ー
ズ
、

新
た
な
社
会
変
化
に
積
極
的
に
対
応
し
、
個
性
あ
る
道
路

空
間
の
形
成
を
目
指
す
所
存
で
あ
り
ま
す
の
で
、
今
後
と

も
皆
様
方
の
一
層
の
御
理
解
と
御
支
援
を
お
願
い
す
る
次

第
で
ご
ざ
い
ま
す
。

(建
設
省
道
路
局
長
)
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一丁

福
祉
空
間
形
成
の
短
め
の
道
路
交
通
環
境
の
整
備

靴

道
路
局
道
路
環
境
課

一
は
じ
め
に

高
齢
社
会
を
迎
え
る
な
か
で
、
我
が
国
の
活
力
を
維
持

し
、
国
民
が
安
心
し
て
く
ら
せ
る
社
会
を
早
急
に
実
現
さ

せ
る
た
め
に
は
、
高
齢
者
･
障
害
者
等
を
含
む
す
べ
て
の

人
の
利
用
を
前
提
と
し
た
道
路
整
備
を
進
め
る
こ
と
が
重

要
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
平
成
八
年
度
を
初

年
度
と
す
る
第
6
次
特
定
交
通
安
全
施
設
等
整
備
事
業
五

箇
年
計
画
に
お
い
て
は
、
｢高
齢
者
等
の
社
会
参
加
を
支
援

す
る
歩
行
空
間
の
面
的
整
備
｣
を
一
つ
の
柱
と
し
て
位
置

づ
け
、
幅
の
広
い
歩
道
の
整
備
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー

ン
形
成
事
業
の
実
施
、
昇
降
装
置
付
立
体
横
断
施
設
の
整

備
等
を
積
極
的
に
推
進
す
る
と
と
も
に
、
｢道
の
駅
｣等
を

整
備
し
、
高
齢
者
等
が
運
転
し
や
す
い
道
路
交
通
環
境
を

整
備
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。

二

バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
歩
行
空
間
の
形
成

商
店
街
、
駅
、
病
院
、
公
共
施
設
等
の
周
辺
や
通
過
交

通
の
入
り
込
む
住
宅
街
を
中
心
に
、
高
齢
者
や
障
害
者
等

を
含
む
誰
で
も
が
歩
き
た
く
な
る
よ
う
な
バ
リ
ア
フ
リ
ー

の
歩
行
空
間
を
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
面
的
に
整
備
を
推

進
す
る

(図
1
)
。

0

幅
の
広
い
歩
道
等
の
整
備

歩
行
者
、
自
転
車
の
安
全
で
快
適
な
通
行
を
確
保
し
、

高
齢
者
･
障
害
者
等
が
安
心
し
て
通
行
で
き
る
よ
う
、
車

い
す
が
す
れ
違
え
る
幅
の
広
い
歩
道
等

(幅
員
概
ね
三
m

以
上
)
の
整
備
を
推
進
す
る
。
(図
2
)
(表
1
･
2
)

図

んJ

コミユニテイ･ゾーン

駅同等史囲繞節点における歩行空間の馨鱒



図

ま
た
、
最
近
で
は
、
新
技
術
の
応
用
に
よ
り
磁
気
式
の

誘
導
案
内
シ
ス
テ
ム
が
開
発
さ
れ
一
部
地
域
等
で
設
置
さ

れ
て
い
る
。
今
後
、
こ
の
よ
う
な
新
し
い
案
内
シ
ス
テ
ム

の
開
発
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
普
及
を
図
り
、
障

害
者
の
方
々
の
よ
り
安
全
で
快
適
な
歩
行
の
確
保
に
努
め

て
い
く
o

③

利
用
し
や
す
い
立
体
横
断
施
設
の
整
備

高
齢
者
･
障
害
者
等
の
利
用
の
多
い
駅
や
そ
の
周
辺
等

に
お
い
て
、
必
要
に
応
じ
昇
降
装
置
を
付
け
た
立
体
横
断

施
設
な
ど
駅
等
建
築
物
に
直
接
出
入
り
で
き
る
立
体
横
断

施
設
の
整
備
を
推
進
す
る

(図
3
)。

“

自
転
車
駐
車
場
の
整
備
、
電
線
類
の
地
中
化

駅
前
な
ど
に
お
い
て
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク

の
上
に
放
置
自
転
車
が
放
置
さ
れ
る
な
ど
し
て
、
特
に
視

覚
障
害
者
の
歩
行
の
妨
げ
に
な
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
放

置
自
転
車
を
除
去
し
、
十
分
な
歩
行
空
間
を
確
保
す
る
た

め
、
駅
前
や
商
業
業
務
地
等
に
お
い
て
、
自
転
車
駐
車
場

を
整
備
し
て
い
る
。

さ
ら
に
、
歩
行
者
等
の
通
行
を
阻
害
し
て
い
る
電
柱
等

を
除
去
し
、
歩
行
等
の
空
間
を
有
効
に
活
用
す
る
た
め
、

｢電
線
共
同
溝

(C
･
C
･
B
O
X
)｣
の
整
備
な
ど
に
よ

る
電
線
類
の
地
中
化
を
推
進
し
て
い
る
。
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の

歩
道
の
段
差
の
切
下
げ
、
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ

ク
の
設
置

歩
道
の
段
差
を
切
下
げ
、
高
齢
者
や
障
害
者
等
が
安
心

し
て
快
適
に
通
行
で
き
る
歩
行
環
境
を
整
備
す
る
と
と
も

に
、
視
覚
障
害
者
の
安
全
な
通
行
を
確
保
す
る
た
め
、
視

覚
障
害
者
の
歩
行
が
多
い
道
路
や
公
共
交
通
機
関
の
駅
等

と
視
覚
障
害
者
の
利
用
が
多
い
施
設
と
を
結
ぶ
道
路
等
に

お
い
て
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
を
推
進
す

る
%

家族が手をつないで歩けて、 車椅子がすれ違える幅の広い歩道。

表 1 歩道等の整備量 (道路延長)

H 7 年度末 H 12年度末 五箇年間の整備量

誠

%

(

率

長

備

延

整 鬱 響 鸚
(長期目標 :21世紀初頭 概ね26万km (道路延長))

表 2 うち幅の広い歩道等の整備量 (道路延長)

H 7 年度末 H 12年度末 五箇年間の整備量

翁

%
叔
解

延

整
物
第 響 纖

(長期目標 :21世紀初頭 概ね13万km (道路延長))
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環
境
道
路

建
築
基
準
法
に
基
づ
く
総
合
設
計
制
度
等
と
の
組
み
合

わ
せ
に
よ
り
、
公
開
空
地
を
建
築
敷
地
と
し
た
ま
ま
で
道

路
区
域
と
し
、
歩
行
等
の
整
備
を
図
る
こ
と
が
で
き
る
新

た
な
環
境
道
路
制
度
を
確
立
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
市
街

地
の
良
好
な
環
境
の
創
出
と
快
適
な
歩
行
空
間
の
確
保
を

図
る

(図
4
)
。

⑭

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
･
ゾ
ー
ン
形
成
事
業
･

歩
行
者
の
通
行
等
が
優
先
さ
れ
る
べ
き
住
居
系
地
区
等

に
お
い
て
、
通
過
交
通
の
進
入
を
抑
え
、
地
区
内
の
く
ら

し
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
、
公
安
委
員
会
に
よ
る
ゾ
ー

ン
規
制
等
と
あ
わ
せ
て
道
路
管
理
者
に
よ
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ

ィ
道
路
*1
や
歩
車
共
存
道
路
“2等
の
面
的
整
備
を
行
う

こ
と
に
よ
り
、
安
心
し
て
歩
け
る
生
活
環
境
を
整
備
す
る

(図
5
)。

*
1

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
道
路

車
道
を
ジ
グ
ザ
グ
に
す
る
な
ど
し
て
車
の
速
度
を
抑
制
し
、
歩
道
と

一
体
的
に
整
備
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
人
と
車
の
調
和
を
図
る
道
路

*
2

歩
車
共
存
道
路

歩
道
の
設
置
が
困
難
な
道
路
を
対
象
に
、
ハ
ン
プ
や
狭
窄
等
を
組
み

合
わ
せ
て
歩
行
を
優
先
、
車
の
走
行
を
抑
制
し
た
道
路

の

人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
事
業

高
齢
者
･
障
害
者
等
の
快
適
か
つ
安
全
な
移
動
を
確
保

す
る
た
め
、
移
動
シ
ス
テ
ム
等
の
整
備
及
び
交
通
安
全
施

設
等
整
備
事
業
の
重
点
実
施
に
よ
り
市
街
地
に
お
け
る
一

　
　

　　、J
QJ

、
図 立体横断施設こ設置されたエレベーター(川崎市)

従前の歩道 環境道路
道路区域

← ;“ ◇

←
建築敷地

蟇撮図 ジ一メイ
.
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総合設計制度を活用した
環境道路による整備



口嬢磨系地区箱の騰合的な変通安全施策
･ハードとソフドの融合(公安委員会との違院)

コミュニティ ･ゾーン形成

　
　　　

　
　

0コミュニティ道路ゞ

　
　　‘トる

“

フ
よ

路

ソ
に

報

と
加

存

　
　

　

一
民

事

ハ
住

歩

.
･

@

体
的
な
移
動
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
形
成
す
る
と
と
も
に
、
高

齢
者
等
を
含
む
す
べ
て
の
八
の
利
用
を
前
提
と
し
た
建
築

物
の
建
築
を
促
進
す
る

(図
6
)。

③

駅
前
等
交
通
結
節
点
に
お
け
る
歩
行
空
間
の
整
備

多
く
の
人
が
利
用
す
る
駅
周
辺
等
の
快
適
性
、
利
便
性

を
向
上
さ
せ
る
た
め
に
、
鉄
道
事
業
者
、
バ
ス
事
業
者
な

ど
と
協
力
し
て
、
駅
前
や
バ
ス
停
等
交
通
結
節
点
に
お
け

る
歩
行
空
間
を
整
備
す
る
と
と
も
に
、
駅
構
内
の
エ
レ
ベ

ー
タ
ー
の
設
置
等
と
連
携
し
た
整
備
が
図
れ
る
よ
う
、｢駅

音声･画像による移動案内システム

高齢者･障害者等の利用に配慮した不特定
多数の者が利用する建築物の整備

内
外
歩
行
者
快
適
化
作
戦
｣
等
を
推
進
す
る
。

③

福
祉
空
間
の
面
的
整
備
の
推
進

特
に
、
高
齢
者
･
障
害
者
の
利
用
度
が
高
い
医
療
施
設
、

福
祉
施
設
周
辺
に
つ
い
て
良
好
な
環
境
を
緊
急
に
確
保
す

る
た
め
、
幅
の
広
い
歩
道
や
昇
降
装
置
付
立
体
横
断
施
設

等
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
の
歩
行
環
境
の
整
備
と
あ
わ
せ
て
、

道
路
の
拡
幅
や
交
差
点
改
良
、
施
設
へ
の
右
折
レ
ー
ン
の

図

屋外の移動システム整備
(エレベーター付き立体的遊歩道)

屋内移動システム整備
(建築物内の移動経路を含む)

移動施設と一体的に整備される
パブリックスペース

市民センター

幅の広い歩道･歩道の段差の切り下げ

図 7 福祉施設等周辺の道路交通環境整備
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設
置
等
、
ア
ク
セ
ス
道
路
の
整
備
を
図
る
な
ど
の
福
祉
施

設
等
周
辺
の
道
路
交
通
環
境
の
面
的
整
備
を
福
祉
民
生
部

局
等
と
連
携
し
て
総
合
的
に
推
進
す
る

(図
7
)。

⑲

ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
･
ト
レ
イ
ル
事
業

国
民
の
歩
く
ニ
ー
ズ
に
応
え
、
歩
く
こ
と
を
通
じ
た
健

康
･
福
祉
活
動
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
魅
力
あ
る
地
域

づ
く
り
を
推
進
し
、
ゆ
と
り
と
う
る
お
い
の
実
感
で
き
る

質
の
高
い
歩
行
空
間
を
形
成
す
る
。

三

高
齢
者
ド
ラ
イ
バ
ー
等
に
や
さ
し
い
運
転

環
境
の
整
備

近
年
、
高
齢
ド
ラ
イ
バ
ー
の
増
加
に
伴
い
高
齢
者
に
よ

る
交
通
事
故
が
急
増
し
て
い
る
。
高
齢
ド
イ
ラ
バ
i
の
傾

向
と
し
て
、
反
応
時
間
が
長
い
、
疲
労
し
や
す
い
と
い
っ

た
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
高
齢
者
等
の
社
会
参
加
を

支
援
す
る
た
め
に
、
高
齢
者
等
の
利
用
を
前
提
と
し
た
運

転
環
境
の
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

=

付
加
車
線
、
休
憩
施
設
の
整
備

ゆ
と
り
あ
る
道
路
構
造
の
確
保
や
視
環
境
の
向
上
、
疲

労
運
転
の
防
止
等
を
図
る
こ
と
と
し
、
付
加
車
線

(ゆ
ず

り
あ
い
車
線
)
の
整
備
、
道
路
照
明
の
増
設
、
｢道
の
駅
｣

(障
害
者
用
ト
イ
レ
、
障
害
者
用
駐
車
ま
す
等
設
置
)等
の

簡
易
パ
ー
キ
ン
グ
エ
リ
ア
等
の
整
備
等
を
推
進
す
る

(図

8
)0

のイメージ

。

駅

　
　　

　

　

　
　
　
　
　

　
　
　
　
　　　

図

②

わ
か
り
や
す
い
案
内
標
識
の
整
備

高
齢
者
等
の
利
用
を
踏
ま
え
た
運
転
し
や
す
い
環
境
を

実
現
す
る
た
め
に
、
大
型
案
内
標
識
な
ど
見
や
す
い
道
路

標
識
、
道
路
情
報
装
置
の
整
備
等
を
推
進
す
る
(図
9
)。

四

お
わ
り
に

以
上
、
高
齢
者
･
障
害
者
等
の
社
会
参
加
を
支
援
す
る

道
路
整
備
と
題
し
て
、
主
な
施
策
を
紹
介
し
た
。

道
路
は
特
定
の
目
的
を
持
っ
た
人
が
利
用
す
る
と
い
っ

た
性
格
の
施
設
で
は
な
く
、
基
本
的
に
は
不
特
定
多
数
の

　
　　　　　
　　　

　

　
　　

　
　

　

　
　
　　
　

交

、

　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　 　　

, 主要地方道 ;濃い緑

　　　　　
,…椴都道府県通 ;淡い斑色

　　　　　　　

人
々
が
利
用
す
る
施
設
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
高
齢
者
･

障
害
者
等
の
社
会
参
加
を
支
援
す
る
道
路
整
備
は
、
高
齢

者
･
障
害
者
だ
け
の
た
め
に
特
定
の
施
策
を
講
じ
る
も
の

で
は
な
く
、
高
齢
者
･
障
害
者
を
含
む
全
て
の
人
々
の
利

用
を
前
提
と
し
た
道
づ
く
り
を
進
め
て
い
く
も
の
で
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
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東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例

『施
設
整
備
マ
ニ
ュ
ア
ル
』道
路
編
に
つ
い
て

斉
藤

満

邦

一
は
じ
め
に

東
京
都
で
は
、
平
成
七
年
三
月
に

｢東
京
都
福
祉
の
ま

ち
づ
く
り
条
例
｣
(以
下
｢条
例
｣と
い
う
)を
制
定
し
た
。

こ
の
条
例
は
、
東
京
で
生
活
す
る
す
べ
て
の
人
が
基
本

的
人
権
を
尊
重
さ
れ
、
自
由
に
行
動
し
、
社
会
参
加
の
で

き
る

｢や
さ
し
い
ま
ち
東
京
｣
の
実
現
を
目
指
し
た
も
の

で
あ
る
。

こ
の
条
例
に
規
定
さ
れ
た

｢
一
般
都
市
施
設
｣
や

｢特

定
施
設
｣
の
範
囲
を
は
じ
め
、
｢整
備
基
準
｣
な
ど
の
施
設

整
備
に
関
す
る
項
目
の
具
体
的
内
容
は
、
施
行
規
則
に
委

ね
ら
れ
、
平
成
八
年
六
月
に
、
｢東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く

り
条
例
施
行
規
則
｣
(以
下
｢施
行
規
則
｣
と
い
う
)
が
制

定
さ
れ
た
。

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
に
は
、
施
行
規

則
で
条
例
の
施
行
に
必
要
な
事
項
を
定
め
る
ほ
か
、
都
、

事
業
者
及
び
都
民
が
一
体
と
な
っ
た
総
合
的
な
取
り
組
み

が
必
要
で
あ
る
o

そ
こ
で
、
条
例
の
目
的
や
考
え
方
に
基
づ
い
て
、
条
例

の
対
象
と
な
る
施
設
の
基
礎
的
な
基
準
を
具
体
的
に
定
め

た

｢施
設
整
備
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
を
作
成
し
た
。

こ
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
図
解
入
り
整
備
基
準
の
ほ
か
に
、

よ
り
望
ま
し
い
誘
導
基
準
を
設
け
た
こ
と
が
特
徴
と
な
っ

て
い
る
。

-
-
東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
条
例
制
定
に

至
る
経
緯

東
京
都
は
、
昭
和
五
六
年
の
国
際
障
害
者
年
を
契
機
と

す
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
へ
の
新
た
な
取
り
組
み
の
中
で
、

昭
和
五
九
年
に
知
事
は

｢福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
東
京
懇
談

会
｣
を
設
置
し
、
都
に
お
け
る
総
合
的
な
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
の
推
進
に
つ
い
て
諮
問
し
た
。

同
懇
談
会
か
ら
の
提
言

(昭
和
六
〇
年
に
中
間
報
告
、

昭
和
六
一
年
に
最
終
報
告
)
を
も
と
に
、
さ
ら
に
、
障
害

者
団
体
を
は
じ
め
各
方
面
か
ら
広
範
な
意
見
を
取
り
入
れ

て
、
昭
和
六
三
年
に

｢東
京
都
に
お
け
る
福
祉
の
ま
ち
づ

く
り
整
備
指
針
｣
を
策
定
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

こ
の
整
備
指
針
は
、
都
に
お
け
る
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

の
総
合
的
な
展
開
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
ま
た
、

公
共
的
建
築
物
や
公
共
交
通
機
関
、
道
路
、
公
園
な
ど
に

つ
い
て
、
高
齢
者
や
障
害
者
を
含
む
す
べ
て
の
人
々
が
利

錺

用
し
や
す
い
よ
う
具
体
的
な
整
備
の
基
準
を
規
定
し
た
も

セ行

の
で
あ
る
。

憤

そ
の
後
、
平
成
六
年
四
月
に
は
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

尺

を
一
層
推
進
し
、
｢や
さ
し
い
ま
ち
東
京
｣を
実
現
す
る
た



め
、
知
事
の
諮
問
機
関
と
し
て
、
学
識
経
験
者
や
事
業
者

ぅ
)
を
作
成
し
た
。

団
体
及
び
障
害
者
団
体
の
代
表
者
な
ど
で
構
成
す
る

｢や

マ
ニ
ュ
ア

レ
は
、

さ
し
い
ま
ち
東
京
懇
談
会
｣
を
設
置
し
、
条
例
制
定
を
含

む
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
の
総
合
的
な
あ
り
方
に
つ
い
て
諮

問
し
た
。

同
懇
談
会
か
ら
の
答
申

(平
成
六
年
三

月
)
を
も
と

に
、
さ
ら
に
多
く
の
都
民
か
ら
も
意
見
を
伺
い
、
十
分
な

検
討
を
行
っ
た
う
え
で
、
平
成
七
年
第
一
回
都
議
会
定
例

会
に
条
例

(案
)
を
提
案
し
、
議
決
を
経
て
、
｢条
例
｣
は

制
定
さ
れ
た
。

さ
ら
に
、
施
行
規
則
の
制
定
に
向
け
、
知
事
の
付
属
機

関
と
し
て
、
｢東
京
都
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
推
進
協
議
会
｣

(以
下
｢協
議
会
｣と
い
う
)を
平
成
七
年
九
月
に
設
置
し
た
。

協
議
会
は
、
懇
談
会
同
様
学
識
経
験
者
や
事
業
者
団
体

及
び
障
害
者
団
体
の
代
表
者
な
ど
で
構
成
さ
れ
、
条
例
に

基
づ
く
一
般
都
市
施
設
、
特
定
施
設
、
整
備
基
準
の
考
え

方
に
つ
い
て
審
議
を
重
ね
、
平
成
八
年
二
月
、
知
事
に
意

見
具
申
を
し
た
。

東
京
都
は
、
同
協
議
会
か
ら
の
意
見
を
も
と
に
、
施
行

規
則

(案
)
を
策
定
し
、
平
成
八
年
第
二
回
都
議
会
定
例

会
の
議
決
を
経
て
、
｢施
行
規
則
｣
を
制
定
し
た
。

三

施
設
整
備
マ
ニ
コ
ア
ル
の
作
成
に
つ
い
て

条
例
、
規
則
で
定
め
る
対
象
施
設
や
高
齢
者
、
障
害
者

等
が
円
滑
に
利
用
で
き
る
た
め
の
基
礎
的
な
整
備
基
準

｢施
設
整
備
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
(以
下

｢
マ
ニ
ュ
ア
ル
｣
と
い

マ
ニ
ュ
ア
ル
は
、
｢概
要
編
｣
｢設
計
編
｣
｢資
料
編
｣
か

ら
成
っ
て
お
り
、
概
要
編
は
、
条
例
の
基
本
的
考
え
方
や

施
設
整
備
の
進
め
方
、
こ
の
書
の
見
方
等
が
記
載
さ
れ
、

設
計
編
は
、
｢建
築
物
｣
｢道
路
｣
｢公
園
｣
｢公
共
交
通
施

設
｣
｢路
外
駐
車
場
｣等
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
に
し
た
が
い
、

｢整
備
基
準
｣
｢整
備
基
準
の
解
説
｣
｢誘
導
基
準
｣等
が
図

解
を
含
め
て
詳
し
く
記
載
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
、
資
料
編
は
、
条
例
、
規
則
、
東
京
都
建
築
安

全
条
例
(抄
)そ
の
他
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
係
す
る

法
律
、施
行
令
、施
行
規
則
、
整
備
指
針
等
の
掲
載
、
及
び

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
関
連
助
成
制
度
等
を
掲
載
し
て
い
る
。

四

施
設
整
備
マ
ニ
ュ
ア
ル
(道
路
)の
概
要
に

つ
い
て

1

基
本
的
考
え
方

福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
と
し
て
の
道
路
整
備
の
基
本
的
考

え
方
は
、
道
路
空
間
に
お
い
て
歩
行
者
の
通
行
動
線
が
連

続
的
に
確
保
さ
れ
、
そ
の
上
で
、
通
行
動
線
の
各
所
に
お

い
て
安
全
が
考
慮
さ
れ
、
さ
ら
に
、
通
行
上
の
快
適
性
に

つ
い
て
も
配
慮
さ
れ
る
こ
と
が
、
望
ま
し
い
姿
と
し
て
い

る
･0高

齢
者
、
障
害
者
等
を
含
む
す
べ
て
の
都
民
が
安
全
で

か
つ
快
適
な
歩
行
、
移
動
が
で
き
る
よ
う
、
福
祉
的
視
点

か
ら
の
道
路
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
次
の
点
に
留
意
す
る

こ
と
と
し
て
い
る
。

の

安
全
性
･
快
適
性
の
確
保

①

高
齢
者
･
障
害
者
等
を
含
む
す
べ
て
の
都
民
の
歩

行
及
び
車
い
す
に
よ
る
移
動
を
基
本
的
な
交
通
手
段

と
し
て
位
置
づ
け
、
安
全
性
、
快
適
性
を
確
保
で
き

る
よ
う
道
路
、
歩
道
の
整
備
に
努
め
る
。

②

道
路
の
整
備
方
針
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
整

備
方
針
を
福
祉
の
視
点
か
ら
見
直
し
、
歩
車
道
の
分

離
、
路
面
の
平
坦
性
、
有
効
幅
員
の
確
保
な
ど
に
つ

い
て
利
用
上
の
配
慮
を
行
う
。

②

連
続
性
の
確
保

①

歩
行
者
空
間
の
連
続
性
を
確
保
し
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー

ク
と
し
て
整
備
す
る
。

高
齢
者
、
障
害
者
等
が
自
由
に
移
動
で
き
る
歩
行

者
空
間
を
確
保
す
る
こ
と
は
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り

の
重
要
な
要
素
と
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
歩
行
者
空

間
を
連
続
的
に
確
保
す
る
た
め
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と

な
る
よ
う
に
整
備
す
る
こ
と
に
重
点
を
置
く
。

②

幹
線
と
な
る
道
路
の
整
備

す
べ
て
の
道
路
を
短
期
間
の
う
ち
に
整
備
す
る
こ

と
は
、
現
実
的
に
は
困
難
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
が
利
用
す
る

う
え
で
、
幹
線
と
な
る
つ
ぎ
の
よ
う
な
道
路
か
ら
重

点
的
に
整
備
す
る
。

･
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
よ
く
利
用
さ
れ
る
施
設
と

駅
、
バ
ス
停
留
所
な
ど
を
最
も
短
く
結
ぶ
道
路

･
道
路
に
沿
っ
て
公
共
施
設
、
商
店
な
ど
が
あ
り
、



そ
の
利
用
価
値
が
高
い
道
路

･
既
存
の
道
路
の
う
ち
、
少
し
の
改
良
に
よ
り
、
さ

ら
に
安
全
性
が
高
ま
る
道
路

･
避
難
道
路

③

そ
の
他
の
道
路
の
整
備

幹
線
と
な
る
道
路
以
外
の
道
路
に
あ
っ
て
も
、
常

に
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
配
慮
し
た
整
備
や
維
持
補

修
を
行
い
、
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
と
し
て
完
成
す
る
よ
う

整
備
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

2

道
路
編
に
お
け
る
整
備
基
準
と

誘
導
基
準
の
位
置
づ
け

=

整
備
基
準

①

整
備
を
実
施
す
る
う
え
で
、
基
本
的
に
守
ら
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
基
準
。

②

誘
導
基
準

①

現
段
階
で
は
、
技
術
面
･
管
理
面
･
そ
の
他
周
辺

の
状
況
等
に
よ
り
、
全
都
的
に
対
応
す
る
こ
と
は
困

難
で
あ
る
が
、
整
備
を
実
施
す
る
う
え
で
望
ま
し
い

姿
を
示
し
た
基
準
。

②

技
術
面
･
管
理
面
･
そ
の
他
周
辺
の
状
況
等
に
お

い
て
、
対
応
が
可
能
と
な
っ
た
箇
所
は
、
積
極
的
に

守
っ
て
い
く
基
準
。

五

項
目
別
整
備
基
準

つ
ぎ
に
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
の

｢道
路
｣
に
関
す
る
主
な
項

目
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
記
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で

あ
る
。

1

歩
車
道
の
分
離

整
備
基
準
で
は
、
歩
道
と
車
道
は
分
離
す
る
こ
と
を
原

則
と
し
、
そ
の
方
法
と
し
て
は
マ
ウ
ン
ト
ア
ッ
プ
方
式
と

フ
ラ
ッ
ト
方
式
を
示
し
、
道
路
の
諸
条
件
に
よ
り
選
択
す

る
こ
と
と
し
た
。

都
で
は
、
従
来
、
車
両
の
逸
脱
や
排
水
等
を
考
慮
し
、

マ
ウ
ン
ト
ア
ッ
プ
方
式
を
採
用
し
、
フ
ラ
ッ
ト
方
式
は
極

く
例
外
的
に
採
用
し
て
き
た
が
、
今
後
は
、
沿
道
条
件
に

よ
っ
て
は
フ
ラ
ッ
ト
方
式
に
よ
る
整
備
が
増
え
て
く
る
と

考
え
ら
れ
る
。

ま
た
、
誘
導
基
準
に
お
い
て
、
歩
道
と
車
道
が
分
離
で

き
な
い
よ
う
な
細
街
路
に
つ
い
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゾ

ー
ン
等
面
的
な
対
応
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
た
。

2

歩
道
の
有
効
幅
員

整
備
基
準
で
は
、
歩
道
の
最
小
有
効
幅
員
は
、
車
い
す

使
用
者
同
士
が
安
心
し
て
、
す
れ
ち
が
え
る
よ
う
に
原
則

と
し
て
二
m
以
上
確
保
す
る
こ
と
と
し
た
(図
1

･
2
)
。

た
だ
し
、
幅
員
の
狭
い
道
路
等
に
お
い
て
、
二
m
以
上

確
保
す
る
こ
と
が
困
難
な
箇
所
等
や
む
を
得
な
い
場
合
に

は
、
車
い
す
使
用
者
が
通
行
で
き
る
よ
う
に
一
m
以
上
確

保
す
る
こ
と
と
し
、
要
所
に
、
車
い
す
回
転
の
た
め
一
･

五
m
以
上
の
幅
員
を
確
保
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
誘
導
基
準
に
お
い
て
、
歩
道
幅
員
が
広
い
場
合

に
は
、
歩
行
者
数
、
自
転
車
交
通
量
、
さ
ら
に
沿
道
状
況

等
に
よ
っ
て
は
、
白
線
等
に
よ
り
歩
行
者
と
自
転
車
を
分

離
し
、
歩
行
者
の
安
全
を
図
る
こ
と
と
し
た
。

車いす同士のすれちがい

図 1 歩道幅員決定の根拠

員
上

幅
以

効
酬

有
名

頭　
　

2

旅

図
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立
体
横
断
施
設

横
断
歩
道
橋
の
あ
り
方
に
つ
い
て
は
、
種
々
議
論
が
あ

る
が
、
現
在
の
交
通
事
情
を
考
え
る
と
、
今
後
と
も
歩
道

橋
を
存
置
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、
立
体
横
断
施
設
に
は
、
横
断
歩
道
橋
だ
け
で
な

く
、
ペ
デ
ス
ト
リ
ア
ン
デ
ッ
キ
あ
る
い
は
横
断
地
下
道
等

も
含
ま
れ
て
お
り
、
福
祉
の
ま
ち
づ
く
り
対
策
上
新
た
に

設
置
さ
れ
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
基
準
を
設
け
た
。

誘
導
基
準
で
は
、
ス
ロ
ー
プ
の
設
置
及
び
必
要
な
箇
所

に
は
、
エ
レ
ベ
ー
タ
等
器
械
式
昇
降
施
設
の
設
置
を
検
討

す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

こ
の
基
準
に
基
づ
き
、
既
設
の
横
断
歩
道
橋
を
改
良
す

る
こ
と
に
よ
り
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
に
対
す
る
安
全
性

及
び
移
動
性
が
大
幅
に
改
善
さ
れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て

い
る
。

4

ベ
ン
チ
等

道
路
構
造
令
の
改
定
に
よ
り
、
歩
道
上
に
ベ
ン
チ
及
び

そ
の
上
屋
を
設
置
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
、
新

た
に
基
準
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

設
置
箇
所
に
つ
い
て
は
、
一
般
歩
行
者
の
通
行
に
支
障

と
な
ら
な
い
箇
所
で
、
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
休
憩
、
ま

た
は
、
た
ま
り
機
能
を
確
保
す
る
必
要
が
あ
る
箇
所
等
と

し
て

い
る
。

都
で
は
、
｢
い
こ
い
の
ス
ポ
ッ
ト
｣
事
業
と
し
て
ベ
ン
チ

等
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

5

歩
道
と
車
道
と
の
段
差

(図
3
･
図
4
･
図
5
)

横
断
歩
道
部
の
歩
道
と
車
道
と
の
段
差
に
つ
い
て
は
、

過
去
に
お
い
て
も
種
々
議
論
を
さ
れ
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ

り
、
車
い
す
使
用
者
に
と
っ
て
は
限
り
な
く
平
坦
に
、
一

方
、
視
覚
障
害
者
に
と
っ
て
は
、
あ
る
程
度
段
差
が
あ
る

こ
と
が
歩
車
道
の
区
別
が
分
か
り
や
す
と
い
う
、
相
反
す

る
条
件
が
あ
る
o

こ
の
両
者
の
安
全
な
通
行
を
考
慮
し
、
通
行
動
線
上
に

お
け
る
歩
者
道
境
界
部
に
は
最
低
限
の
段
差
を
残
す
こ
と

と
し
、
そ
の
段
差
は
二
伽
と
し
た
)。
(横
断
歩
道
の
途
中

に
あ
る
中
央
分
離
帯
に
つ
い
て
も
同
様
と
す
る
。)

そ
し
て
、
す
り
つ
け
こ
う
配
は
、
八
%

(約
1
/
12
)

以
下
と
し
、
こ
う
配
の
方
向
は
、
歩
行
者
の
通
行
動
線
の

方
向
と

一
致
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
き
誘
導
基
準
に
お
い
て
、
切
下
げ
た
部
分
に
、
信

3 一般部

号
待
ち
な
ど
の
時
、
車
い
す
が
車
道
方
向
に
移
動
し
な
い

よ
う
に
水
平
部
分
を
設
け
る
こ
と
と
し
た
。

道行セ 971 "

横断歩道部

2 % 8 % 以下　　　
図 5 横断歩道部 (誘導基準)
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交
差
点
部
双
方
向
に
横
断
歩
道
が
あ
る
場
合
の
切
下
げ

構
造
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
た
。

①

沿
道
家
屋
へ
の
影
響
が
な
い
箇
所
に
お
い
て
は
、

歩
道
幅
員
の
広
い
狭
い
に
係
わ
ら
ず
、
交
差
点
部
の

歩
道
全
域
を
切
り
下
げ
る
こ
と
と
し
た

(図
6
)。

鰤

艇

　　

　
車の巻き込みを防止する構造物を設置する
(植樹帯、 ガードレール、 ポラー ド )

(図面中、 視覚障害者誘導用ブロックは省略してある)

“
の
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ず
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縛
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(

下6 全域を切り下げた場合

な

%

切

な
さ{{
人
畜}‘
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を

②

全
域
を
切
下
げ
た
場
合
、
沿
道
家
屋
へ
の
影
響
が

あ
る
箇
所
で
、
交
差
す
る
道
路
の
歩
道
幅
員
が
広
い

場
合
に
は
、
す
り
つ
け
部
の
こ
う
配
を
八
%
以
下
と

し
、
横
断
部
は
一
･
五
m
以
上
の
水
平
部
を
設
け
、

さ
ら
に
通
行
用
と
し
て
平
坦
部
を
一
･
o
m
以
上
設

け
る
こ
と
と
し
た

(図
7
)
。

　

　
　

　
　

部
下

‘

拠

　
　

　車の巻き込みを防止する構造物を設置する

(図面中、 視覚障害者誘導用ブロックは省略してある)

図 7 歩道幅員が広い場合
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③

ま
た
、
歩
道
幅
員
が
狭
い
場
合
に
は
、
誘
導
基
準

に
お
い
て
、
横
断
歩
道
部
全
体
で
す
り
つ
け
る
こ
と

と
し
、
そ
の
こ
う
配
を
五
%
以
下
と
し
た
(図
8
)。

　
　

　
　

な
に

少
ク

を
一

車の巻き込みを防止する構造物を設置する
植樹帯、 ガードレール、 ボラード

(図面中、 視覚障害者誘導用ブロックは省略してある)
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図 8 歩道幅員が狭い場合 (誘導基準)
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歩
道
の
な
い
道
路
ま
た
は
歩
道
を
設
置
で
き
な
い
幅
員

の
道
路

(こ
れ
を
細
街
路
と
い
う
)
が
歩
道
を
有
す
る
道

路
と
交
差
す
る
箇
所
の
構
造
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定

め
た
。

①

細
街
路
と
交
差
す
る
場
合
は
、
従
来
の
よ
う
に
切

り
開
き
と
せ
ず
、
原
則
と
し
て
切
下
げ
構
造
と
し
、

本
線
の
歩
道
を
連
続
さ
せ
る
こ
と
と
し
た
(図
9
)。

②

細
街
路
の
交
通
量
が
多
い
場
合
、
ま
た
は
幅
員
が

広
い
場
合
に
は
、
切
り
開
き
構
造
と
す
る
こ
と
が
出

来
る
こ
と
と
し
た
。
そ
の
場
合
、
路
面
と
歩
道
と
の

段
差
が
少
な
く
な
る
よ
う
に
、
細
街
路
の
路
面
を
歩

道
の
高
さ
に
す
り
合
わ
せ
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
誘
導
基
準
に
お
い
て
、
ハ
ン
プ
等
の
設
置
を

検
討
す
る
こ
と
と
し
た

(図
記
)。

③

さ
ら
に
、
切
り
開
き
構
造
と
し
た
場
合
で
、
現
場

の
状
況
等
に
よ
り
細
街
路
の
路
面
を
歩
道
の
高
さ
に

す
り
合
わ
せ
る
こ
と
が
出
来
な
い
場
合
に
は
、
歩
道

面
を
す
り
つ
け
る
構
造
で
も
や
む
を
得
な
い
こ
と
と

し
た

(図
=
)。

図10 細街路の路面を歩道面にすり合わせた場合

(図中、 視覚障害者誘導用ブロックは省略してある)

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

図

首

(図中、 視覚障害者誘導用ブロックは省略してある)

図11 歩道面をすりつけた場合の構造

切下げ構造は ｢車乗り入れ部｣ に準じる。

歩道

街

配
た

各

田

勾
げ

　

　

　
　

　

　

　
　

(車道に縦断勾配をつ
けてもりあげたもの)

図 9 細街路と交差する場合の構造



車
乗
り
入
れ
部
の
構
造
に
つ
い
て
は
、
従
来
、
歩
車
道

ッ
ク
を
使
用
す
る
こ
と
と
し
た
。
(歩
車
道
境
界
部
の

境
界
部
に
五
伽
の
段
さ
を
設
け
、
乗
り
入
れ
方
向
に
九
〇

段
差
は
一
○
伽
と
し
、
ブ

ロ
ッ
ク
面
を
斜
め
に
す

移勿

I踰‐‐‐‐:きこI

図12 特殊街きょブロック構造

釦
の
距
離
で
す
り
つ
け
る
構
造
を
基
準
と
し
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
の
構
造
で
は
、
歩
道
幅
員
が
狭
い
箇
所
に

お
い
て
歩
道
面
の
平
坦
性
を
確
保
す
る
こ
と
が
困
難
と
な

り
、
歩
行
者
の
安
全
性
及
び
快
適
性
が
保
て
な
く
な
る
た

め
、
構
造
に
つ
い
て
以
下
の
よ
う
に
定
め
た
。

①

街
き
ょ
構
造
は
、
原
則
と
し
て
特
殊
街
き
ょ
プ
ロ

段
差
は
一
○
伽
と
し
、
ブ

ロ
ッ
ク
面
を
斜
め
に
す
り

つ
け
て
あ
る
)
(図
物
)。

②

大
型
車
両
の
乗
り
入
れ
が
多
い
箇
所
に
お
い
て
、

す
り
つ
け
部
を
除
い
た
平
た
ん
部
が
、
二
･
o
m
以

上
確
保
で
き
る
場
合
に
は
、
従
来
の
切
下
げ
構
造
で

も
良
い
こ
と
と
し
た

(図
協
)
。

③

誘
導
基
準
に
お
い
て
、
歩
道
幅
員
が
狭
い
箇
所
等

や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
切
下
げ
部
の
歩
道
全
体

を
下
げ
る
構
造
と
し
、
通
行
動
線
方
向
の
す
り
つ
け

こ
う
配
は
、
八
%
と
し
た

(図
協
)
。

1 I J I J ; 盛 せ

病
ト ー±街きょ

すり合せ部すり
芒
部

1 乗り入莚響 題]切下げ延長

図14 歩道全体を下げた場合

勾配8%
(約y 12)以下

6

案
内
標
示

案
内
標
示
は
、
大
き
め
で
わ
か
り
や
す
い
文
字
や
記
号

で
表
記
す
る
こ
と
と
し
、
文
字
に
は
必
要
に
応
じ
ひ
ら
が

や
ロ
ー
マ
字
等
を
併
記
す
る
こ
と
と
し
た
。

標
示
板
の
設
置
位
置
は
、
歩
行
者
の
通
行
を
妨
げ
る
こ

と
の
な
い
位
置

(通
行
動
線
を
外
し
た
位
置
)
と
し
、
そ

の
高
さ
は
車
い
す
使
用
者
、
小
児
等
の
見
や
す
さ
を
考
慮

平たん部2,000以上 90O

　　　　　
図13 従来の切下げとした場合

車乗り入れ部の構造



し
、
地
表
面
か
ら
一
･
三
m
の
高
さ
を
基
準
と
し
た
。

う
に
す
る
。

た
だ
し
、
歩
道
幅
員
が
狭
い
箇
所
等
、
歩
行
者
の
通
行

珍

を
妨
げ
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
標
示
板
の
下
端
ま
で
の
高

さ
を
二

･
五
m
と
し
た
。

ま
た
、
誘
導
基
準
に
お
い
て
、
視
覚
障
害
者
の
利
用
が

多
く
、
音
声
に
よ
る
誘
導
が
必
要
な
箇
所
に
つ
い
て
は
、

音
声
誘
導
シ
ス
テ
ム
を
設
置
す
る
こ
と
と
し
た
。

7

視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク

視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
形
状
と

色
彩
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
定
め
た
。

ブ
ロ
ッ
ク
に
は
、
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
と
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
が

あ
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
材
料
メ
i
カ
ー
に
よ
り
形
状
寸
法
に

差
異
が
あ
り
、
障
害
者
に
と
っ
て
は
識
別
が
困
難
と
な
っ

て
い
た
。

さ
ら
に
、
色
彩
に
つ
い
て
、
従
来
の
指
針
で
は
、
｢表
面

の
色
彩
は
他
の
部
分
の
色
と
の
対
比
効
果
が
十
分
に
発
揮

で
き
る
よ
う
に
し
、
原
則
と
し
て
黄
色
を
用
い
、
状
況
に

応
じ
て
適
切
な
も
の
を
選
択
す
る
。｣と
し
て
い
た
。
し
か

し
、
景
観
を
配
慮
し
た
よ
う
な
箇
所
に
お
い
て
は
、
修
景

を
優
先
し
た
歩
道
の
カ
ラ
ー
舗
装
を
実
施
し
て
し
ま
う
例

が
多
く
、
色
の
対
比
効
果
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
て
い
な
か

っ
た
の
で
、
こ
れ
ら
を
改
善
す
る
こ
と
と
し
た
。

①

ブ
ロ
ッ
ク
の
形
状
に
つ
い
て
は
、
点
状
と
線
状
の

区
別
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
は
使
用
し
な
い
等
、

統
一
さ
れ
た
も
の
と
し
、
利
用
者
が
混
乱
し
な
い
よ

〔参
考
〕
線
状
ブ
ロ
ッ
ク
に
お
い
て
、
線
の
短
い

形
式

(通
称
小
判
型
、
舗
石
の
小
さ
い
形

式
等
)
は
使
用
し
な
い
。

②

色
彩
に
つ
い
て
は
、
他
の
部
分
の
色
と
対
比
効
果

(輝
度
比
ま
た
は
明
度
比
に
よ
り
判
断
)が
発
揮
で
き

る
よ
う
に
し
、
原
則
と
し
て
黄
色
を
用
い
、
状
況
に

応
じ
て
適
切
な
も
の
を
選
択
す
る
。

〔参
考
〕
ブ
ロ
ッ
ク
と
路
面
の
輝
度
比
が
一
･
五

i
二
･
五
程
度
で
あ
れ
ば
、
弱
視
者
が
識

別
で
き
、
健
常
者
が
見
た
際
に
も
違
和
感

が
少
な
い
と
い
う
。

そ
の
他
の
基
準
に
つ
い
て
は
、
｢視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ

ロ
ッ
ク
設
置
指
針
･
同
解
説
｣
を
準
用
す
る
こ
と
と
し
た
。

ま
た
、
誘
導
基
準
に
お
い
て
、
音
声
誘
導
等
の
設
置
及

び
歩
車
道
の
分
離
が
で
き
な
い
よ
う
な
細
街
路
に
つ
い
て

は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
等
面
的
整
備
を
検
討
す
る
こ

と
と
し
た
。

8

駐
車
場

(道
路
付
属
物
と
し
て
の
駐
車
場
)

長
距
離
ド
ラ
イ
ブ
が
増
え
、
障
害
者
や
高
齢
者
の
ド
ラ

イ
バ
ー
が
増
加
す
る
な
か
で
、
安
心
し
て
自
由
に
立
ち
寄

り
利
用
で
き
る
休
憩
施
設
の
設
置
が
望
ま
れ
て
お
り
、
新

た
に
駐
車
場
の
基
準
を
定
め
た
。

駐
車
場
整
備
に
当
た
っ
て
は
、
障
害
者
が
専
用
ま
た
は

優
先
的
に
利
用
で
き
る
駐
車
ス
ペ
ー
ス
を
一
以
上
設
け
る

こ
と
と
し
、
そ
の
位
置
は
、
利
用
施
設

(便
所
･
休
憩
施

設
等
)
の
出
入
ロ
に
近
い
場
所
と
し
、
さ
ら
に
、
施
設
ま

で
の
道
路
は
段
差
の
解
消
、
す
り
つ
け
こ
う
配
の
確
保
、

視
覚
障
害
者
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
の
設
置
等
、
障
害
者
が
利
用

し
や
す
い
構
造
と
す
る
こ
と
と
し
た
。

六

お
わ
り
に

東
京
都
は
、
｢や
さ
し
い
ま
ち
東
京
｣
の
実
現
を
目
指

し
、
条
例
･
規
則
を
制
定
し
て
き
た
が
、
今
後
は
、
こ
れ

を
い
か
に
推
進
し
て
い
く
べ
き
か
が
課
題
と
な
る
。

そ
こ
で
、
現
在
、
関
係
局
に
よ
り
推
進
計
画

(案
)
の

と
り
ま
と
め
を
進
め
て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
バ
リ
ア
フ
リ

ー
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
が
主
題
と
な

っ
て
い
る
。

｢や
さ
し
い
ま
ち
東
京
｣を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
行
政

の
果
た
す
べ
き
役
割
と
責
任
は
極
め
て
大
き
い
も
の
が
あ

る
一
方
、
個
人
･
家
庭
、
地
域
社
会
、
民
間
企
業
･
団
体

等
の
協
力
も
ま
た
不
可
欠
で
あ
る
。
す
べ
て
の
人
が
障
害

の
な
い
ま
ち
づ
く
り
に
共
通
の
認
識
と
目
標
を
も
っ
て
、

参
加
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
り
、
我
々
道
路
行
政
に
た
づ

さ
わ
る
も
の
と
し
て
重
大
な
責
任
を
感
じ
る
と
こ
ろ
で
あ

る
%

(東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
安
全
施
設
課
課
長
補
佐

(施
設
係
長
))
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□
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□

横
浜
市
の
高
齢
者
･

障
害
者
に
や
さ
し
い
道
路
施
設
整
備

御
代
川

邦
博

田
所

清

人

一
は
じ
め
に

横
浜
市
に
お
け
る
高
齢
者
の
割
合
は
、
す
で
に
一
0
%

を
超
え
、
二
〇
一
〇
年
に
は
一
七
･
五
%
に
達
す
る
と
予

測
さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
障
害
者
の
方
々
の
社
会
参
加
が

ま
す
ま
す
活
発
化
し
て
い
る
。
横
浜
市
の
総
合
計
画

｢
ゆ

め
は
ま
2
0
1
0
プ
ラ
ン
｣
に
お
い
て
は
、
心
の
か
よ
う

福
祉
社
会
を
目
指
し
多
様
な
事
業
の
展
開
を
図
る
こ
と
と

し
て
い
る
。
交
通
安
全
施
策
の
基
本
の
一
つ
と
し
て
誰
も

が
安
心
し
て
、
安
全
に
利
用
で
き
る
歩
行
空
間
の
確
保
を

位
置
付
け
施
設
の
整
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

基
礎
的
な
施
設
の
整
備
と
し
て
は
、
歩
道
の
段
差
切
り

下
げ
事
業
を
昭
和
園
八
年
度
に
開
始
し
平
成
八
年
度
で
交

差
点
･
横
断
歩
道
部
に
つ
い
て
は
完
了
す
る
予
定
で
あ
る
。

交
差
点
･
横
断
歩
道
部
の
視
覚
障
害
者
誘
導
用
ブ
ロ
ッ
ク

に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
段
差
切
り
下
げ
事
業
に
併
せ

点
状
ブ
ロ
ッ
ク
を
敷
設
し
て
き
て
い
る
。
ま
た
、
線
状
ブ

ロ
ッ
ク
に
つ
い
て
は
、
駅
等
か
ら
主
要
公
共
施
設
に
い
た

る
ル
ー
ト
を
選
定
し
逐
次
整
備
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で

あ
る
。
立
体
横
断
施
設
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
八
年
度
よ

り
ス
ロ
ー
プ
化
の
事
業
も
含
め
高
齢
者
･
障
害
者
等
へ
の

対
応
を
推
進
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

現
在
に
至
る
ま
で
の
本
市
に
お
け
る
高
齢
者
･
障
害
者

対
策
と
し
て
の
、
道
路
施
設
を
含
む
施
設
整
備
の
経
緯
と

し
て
は
昭
和
五
二
年
に
市
民
利
用
施
設
を
中
心
と
し
た
建

築
物
に
対
す
る
事
前
協
議
制
を
取
り
入
れ
た

｢横
浜
市
福

祉
の
都
市
環
境
づ
く
り
推
進
指
針
｣
が
制
定
さ
れ
、
昭
和

五
三
年
に
特
定
地
区
を

｢重
点
整
備
地
区
｣
と
し
て
指
定

し
た
事
業
が
開
始
さ
れ
た
。

昭
和
五
六
年
の
｢国
際
障
害
者
年
｣、
同
じ
く
五
八
年
か

ら
開
始
さ
れ
た

｢国
連
･
障
害
者
の
十
年
｣
は
、
本
市
に

お
い
て
も
ソ
フ
ト
･
ハ
ー
ド
両
面
に
わ
た
り
障
害
者
施
策

を
推
進
す
る
大
き
な
契
機
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
昭
和
五

八
･
六
一
年
に
、
こ
の
推
進
指
針
の
一
部
改
定
が
行
わ
れ

た
後
、
平
成
三
年
に
障
害
者
の
社
会
参
加
の
促
進
や
高
齢

化
の
進
展
な
ど
に
対
応
し
て
日
常
生
活
に
密
着
し
た
小
規

模
施
設
や
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

･
ト
イ
レ
の
共
用
化
等
ノ
ー
マ

ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
考
え
方
を

一
層
浸
透
さ
せ
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
大
幅
な
改
定
が
な
さ
れ
今
日
に
至
っ
て
い
る
。

二

道
路
施
設
整
備
事
例

ー

鶴
見
駅
西
ロ
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー

糞

本
施
設
は
平
成
四
年
六
月
に
道
路
管
理
者
が
初
め
て
設

道

置
し
た
ス
カ
レ
ー
タ
ー
で
あ
り
、
本
市
の
東
の
玄
関
口
に

6

あ
た
る
J
R
京
浜
東
北
線
鶴
見
駅

(
一
日
平
均
乗
降
客
数
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約
一
六
万
人
)
西
ロ
駅
前
広
場
の
橋
上
駅
と
直
結
し
た
歩

道
橋
に
昇
り
専
用
と
し
て
一
基
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
は
、
車
い
す
で
の
利
用
が
可
能
な

形
式
で
あ
る
が
、
介
護
者
の
必
要
な
こ
と
が
あ
り
、
車
い

す
使
用
者
の
み
で
の
使
用
は
困
難
を
伴
う
こ
と
が
多
い
と

の
報
告
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
後
主
要
鉄
道
駅
周
辺
に

設
置
を
す
す
め
、
現
在
、
本
市
管
理
の
立
体
横
断
施
設
に

設
置
さ
れ
た
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
は
六
カ
所
=

基
と
な
っ

て
い
る
。

　　　　　　　
　

鶴見駅西口エスカレーター

鶴見駅平面図

星川駅の専用白杖

2

星
川
駅
周
辺
の
フ
ェ
ラ
イ
ト
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
及
び
音

声
案
内
装
置

こ
の
磁
気
誘
導
シ
ス
テ
ム
は
、
平
成
五
年
三
月
に
相
模

鉄
道
星
川
駅

(
一
日
平
均
乗
降
客
数
約
二
万
六
、
0
0
0

人
)
か
ら
保
土
ヶ
谷
区
役
所
、
及
び
保
土
ヶ
谷
図
書
館
ま

で
の
二
ル
ー
ト
に
、
視
覚
障
害
者
の
方
を
誘
導
す
る
シ
ス

テ
ム
と
し
て
整
備
し
た
も
の
で
あ
る
。

シ
ス
テ
ム
と
し
て
は
、
フ
ェ
ラ
イ
ト
磁
性
体
を
混
入
し

た
平
板
ブ
ロ
ッ
ク

(
一
般
歩
道
部
は
一
枚
三
○
皿
角
、
厚

さ
三
m
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト

･
駅
構
内
は
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
樹

脂
製
、厚
さ
一
･
五
凹
、専
用
白
杖
(
一
五
本
を
星
川
駅
、

区
役
所
、
図
書
館
に
配
置
･
貸
出
)、
専
用
白
杖
の
信
号
を

キ
ャ
ッ
チ
す
る
ア
ン
テ
ナ
板

(三
×
三
×

-
釦
深
さ
五
皿

に
埋
設
)
及
び
音
声
案
内
装
置

(三
箇
所
)
か
ら
構
成
さ

れ
て
い
る
。
視
覚
障
害
者
は
専
用
白
杖
に
伝
わ
る
振
動
で

誘
導
路
を
検
地
し
、
音
声
案
内
装
置
が
交
差
点
等
の
危
険

箇
所
を
知
ら
せ
る
誘
導
シ
ス
テ
ム
で
あ
る
。
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こ
の
シ
ス
テ
ム
の
利
点
と
し
て
は
、
誘
導
路
を
は
ず
れ

、

盡

て
も
足
だ
け
で
は
な
く
白
杖
の
振
動
に
よ
り
探
せ
る
こ
と
、

,。!
!
“
-
!
,讓

、

交
差
点
等
で
は
音
声
の
利
用
に
よ
り
情
報
収
集
が
し
易
い

　　

　

こ
と
、
周
囲
の
舗
装
が
ブ
ロ
ッ
ク
･
タ
イ
ル
等
の
場
合
目

地
を
誘
導
ブ
ロ
ッ
ク
の
突
起
と
勘
違
い
す
る
事
が
あ
る
が
、

.
鬮濃
讓
藁
薹
.

置

こ
の
シ
ス
テ
ム
で
は
杖
の
振
動
に
よ
り
誘
導
路
を
検
知
で

太陽電池利用の音声誘導装置

き
る
た
め
、
方
向
の
修
正
が
容
易
で
あ
る
こ
と
が
あ
げ
ら

れ
る
。
し
か
し
、
使
用
し
て
い
る
白
杖
は
、
乾
電
池
を
用

い
て
い
る
た
め
使
用
に
際
し
電
池
容
量
の
確
認
が
必
要
で

あ
り
、
ま
た
重
量
が
重
く
、
白
杖
を
替
え
る
と
手
先
の
微

妙
な
感
触
が
変
わ
る
と
の
意
見
も
あ
る
。
な
お
、
こ
の
シ

ス
テ
ム
は
、
使
用
者
に
よ
り
直
接
評
価
さ
れ
た
こ
と
も
含

め
音
声
案
内
装
置
に
つ
い
て
市
民
に
認
識
さ
せ
た
意
義
は
、

大
き
い
も
の
と
思
わ
れ
る
。

次
に
、
音
声
案
内
装
置
の
放
送
内
容
を
示
す
。

川

…

子

…

　

　

　　
アンテナブロック

｣ [ 四[覇横浜市シルバ‐人
センター

星川駅周辺平面図

コ

猟

　

　

　

　
　

　

　

　

　

　

　
　
　　
　

　
　

　

　
　　
　
　
　
　
　

　

　

　

音

ステム図

交差点部の音声誘導装置
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A
地
点

｢ピ
ン
ポ
ー
ン

こ
の
先
右
に
曲
が
る
と
保

土
ヶ
谷
図
書
館
、
公
会
堂
方
面
で
す
。
保
土

ヶ
谷
区
役
所
方
面
は
左
の
階
段
を
降
り
た
方

向
で
す
。｣

B
地
点

｢横
断
歩
道
で
す
。
こ
こ
を
渡
る
と
保
土
ヶ
谷

図
書
館
、
公
会
堂
で
す
。
車
に
十
分
気
を
つ

け
て
渡
り
ま
し
ょ
う
。
｣

C
地
点

｢横
断
歩
道
で
す
。
こ
こ
を
渡
る
と
星
川
駅
方

面
で
す
。
車
に
十
分
気
を
付
け
て
渡
り
ま
し

ょ
う
。
｣

3

磯
子
駅
西
口
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

こ
の
施
設
は
、
平
成
六
年
三

月
に
及
び
八
年
五
月
に

道
路
管
理
者
と
し
て
は
初
め
て
設
置
し
た
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

で
あ
り
、
J
R
京
浜
東
北
線
磯
子
駅

(
一
日
平
均
乗
降
客

数
約
四
万
九
、
0
0
0
人
)
西
ロ
の
橋
上
駅
に
直
結
し
た

磯
子
駅
前
中
央
歩
道
橋
に
人
に
や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を

目
指
し
、
か
ら
だ
の
不
自
由
な
方
や
、
高
齢
者
の
方
の
横

断
歩
道
橋
へ
の
昇
降
を
容
易
に
す
る
た
め
に
設
置
し
た
も

の
で
あ
る
。
駅
前
の
磯
子
産
業
道
路
を
挟
み
昇
降
施
設
を

そ
れ
ぞ
れ
一
基
ず
つ
設
置
し
た
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
規
格

と
し
て
は
、
車
い
す
兼
用
仕
様
三

人
乗
り
で
、
昇
降
速

度
"
分
速
三
0
m
、
フ
ロ
ア
ー
サ
イ
ズ

一
･
四
m
×

一
･

三
五
m
、
高
低
差
は
七

･
二
m
と
な

っ
て
い
る
。

現
在
、
本
市
管
理
の
立
体
横
断
施
設
に
設
置
さ
れ
た
エ

レ
ベ
ー
タ
ー
は
三
カ
所
六
基
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
本

市
副
都
心
の
J
R
新
横
浜
駅
北
ロ
に
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
三
基

を
付
設
し
た
歩
道
橋
を
建
設
中
で
あ
る
。

J R磯子駅
亡三コ

ザ可nmmnn l l
←エレベーター

□ □

n
｣
｢
し

:- 野江

n
]

n=]

磯子駅西口エレベーター1号機 2階 磯子駅西口エレベーター 1号機

i首夕千ヤ Q7 1 70

き
ふ
さ
ぎ
寵さ

　
　
　
　
　　

磯子駅西口エレベーター2号機 事皆



横浜市上大岡駅行政サービスコーナー

4

上
大
岡
駅
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
音
声
誘
導
装
置

こ
の
視
覚
障
害
者
音
声
誘
導
装
置
は
、
平
成
八
年
五
月

に
京
浜
急
行
線
上
大
岡
駅

(
一
日
平
均
乗
降
客
数
約
一
三

万
二
、
○
○
0
人
)
に
お
い
て
上
大
岡
西
ロ
地
区
･
駅
前

地
区
再
開
発
事
業
に
よ
り
建
設
さ
れ
た
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル

に
設
置
し
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
誘
導
装
置
は
、
セ
ン
サ
ー
を
埋
め
込
ん
だ
点
字
ブ

ロ
ッ
ク
の
上
を
、
磁
気
シ
ー
ト
を
貼
り
付
け
た
白
杖
を
使

用
し
て
歩
行
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
セ
ン
サ
ー
に
連
動
し

た
音
声
装
置
に
ス
イ
ッ
チ
が
入
り
、
ス
ピ
ー
カ
ー
か
ら
必

要
な
誘
導
や
案
内
の
声
を
流
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
装
置

は
、
専
用
白
杖
に
持
ち
替
え
る
こ
と
な
く
自
分
の
白
杖
の

先
端
に
磁
気
シ
ー
ト
を
付
け
て
使
用
で
き
、
白
杖
を
使
用

し
た
通
常
の
二
点
歩
行
を
行
う
こ
と
で
音
声
情
報
を
得
る

こ
と
が
で
き
、
さ
ら
に
視
覚
障
害
者
の
方
が
利
用
す
る
と

き
だ
け
音
声
が
流
れ
る
た
め
周
辺
環
境
へ
の
影
響
が
す
く

な
く
な
る
。
現
在
使
用
し
て
い
る
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
の
一
部

を
こ
の
音
声
誘
導
用
点
状
ブ
ロ
ッ
ク
に
交
換
す
る
事
で
音

声
誘
導
を
す
る
事
も
で
き
る
。
ま
た
、
磁
気
シ
ー
ト
、
設

⑰b E③m ･鯉コ戸にニニロ⑧m量D璽 lmニーBニーニロ

篠
棟
…文

央
…民

　
　　 ン夕一

　
　
　

　

　

　

覇

璧
階
ス

　
　
　

ワハ＼ / /
上大岡駅前再開発ビル音声誘導装置設置位置図

　

　
　
　

　

　

テ
ー
-

上

　
　
　
　　
　
　地

　　　　
1
由
一

駅
発
声
置
取

岡
関
音
装
見

大
再
ル
導
置
図

上
前
ビ
誘
設
り
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地
区
の
区
役
所
福
祉
保
健
サ
ー
ビ
ス
課
及
び
横
浜
市
上
大

岡
駅
行
政
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
に
て
無
償
配
布
し
て
い
る
。

次
に
、
音
声
誘
導
装
置
の
放
送
内
容
を
示
す
。

岡 地 導
ポ ポ ポ Q ) 次 駅 区 装

l/ ㈲ ー
ン ン ン に 行 の 置

　　 　 　　 　 　 　　　　　 　 　

置
箇
所
の
触
地
図
、
シ
ー
ト
張
り
付
け
方
法
及
び
音
声
誘

｢ボ
ン

こ
ち
ら
は
バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
方
面
で
す
。
｣

｢ボ
ン

こ
ち
ら
は
京
急
線
改
札
ロ
方
面
で
す
。｣

｢ボ
ン

こ
ち
ら
は
地
下
鉄
改
札
ロ
方
面
で
す
。｣

+ 、 政 区 の　　
浜 音 サ 役 概
急 声 1 所 要
行 誘 ビ 百 に

　 　 　 　 　
地 京 バ 階 装 コ 保 い

下 急 ス コ 置 1 健 て
~珍 弐 ･ごゞ 、Q ･ , ◇ - 、べ ｣ " , 鉄 線 タ ン の ナ サ の
◇ 、ゆ " や 、ゞ竿、 - "、= " ゞ□ 改 改 1 コ 放 i l 点

点字夕ィル 札 札 ミ 1 送 に ビ 字
ス ス ノぐ

ン
フ

し

ツ
ト
を
、
当

÷÷｢ 音声制御装置

｢ボ
ン

こ
こ
は
0
番
乗
り
場
で
す
｣

ポ (2)
ン 乗

リ ノゞ
こ 場 ス
こ タ

②

バ
ス
タ
ー
ミ
ナ
ル
一
番
か
ら
九
番
ま
で
の
各
バ
ス

。
立

N
下 電源A C 1 0 0 V

高感度磁気センサー
S S - 3 0 0 0
450 ×450 ×20 鬮
S S‐3 5 0 0 高感度磁気センサー
450×650 X 20 皿

高感度磁気センサー埋設工事

天井のスピーカー

　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　
‘‘ ≧ $ 絲鰍皺ず‐さ礎どさん寮蓼 . ｣ “' ＼ ※*　　　　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　
叉誇愈選ぶさえ 、 騨獲等彎銭き癈嚢嚢饗鷲ねゞク〆澤亀ぎざぎざ等※

上大岡駅バスターミナル
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平沼橋平面図

5

平
沼
橋
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー

こ
の
施
設
は
、
平
成
九
年
度
供
用
を
予
定
し
て
い
る
平

沼
橋
に
設
置
す
る
も
の
で
、
橋
梁
に
付
属
す
る
昇
降
装
置

と
し
て
は
本
市
初
と
な
る
。
平
沼
橋
は
、
市
の
中
心
地
で

あ
る
横
浜
駅
の
東
西
地
域
を
連
絡
し
、
J
R
線
、
相
模
鉄

道
線
及
び
帷
子
川
に
架
か
る
大
規
模
跨
線
橋
梁
で
あ
る
。

交
通
の
要
と
な
っ
て
お
り
、
橋
梁
の
老
朽
化
に
伴
う
架
け

替
え
工
事
に
併
せ
地
域
の
歩
行
者
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
と
し

て
、
橋
梁
の
両
端
に
各
一
基
の
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
を
設
置
す

る
も
の
で
あ
る
。
エ
レ
ベ
ー
タ
ー
の
規
格
と
し
て
は
、
車

い
す
兼
用
仕
様
二
四
人
乗
り
二
基
、
フ
ロ
ア
ー
サ
イ
ズ

一
.
八
m
×
二

･
二
m
と
な

っ
て
い
る
。

平沼橋完成予想図

三

お
わ
り
に

今
回
は
、
主
に
道
路
に
関
係
す
る
高
齢
者
･
障
害
者
等

に
対
応
す
る
事
例
を
紹
介
し
た
。
昇
降
装
置
の
う
ち
エ
レ

ベ
ー
タ
ー
は
、
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
と
比
較
し
て
場
所
を
と

ら
な
い
こ
と
、
基
本
的
に
は
介
護
者
が
い
な
く
と
も
操
作

で
き
る
こ
と
が
利
点
と
し
て
あ
げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
エ

レ
ベ
ー
タ
ー

･
エ
ス
カ
レ
ー
タ
ー
と
も
維
持
管
理
の
費

用
･
安
全
性
等
解
決
を
図
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
点

も
多
い
。
ま
た
、
今
後
は
ま
す
ま
す
設
置
要
望
が
増
え
る

と
思
わ
れ
る
の
で
、
再
開
発
事
業
等
の
ま
ち
づ
く
り
と
一

体
と
な
っ
て
、
道
路
施
設
の
み
な
ら
ず
周
辺
の
施
設
を
含

ん
だ
ト
ー
タ
ル
と
し
て
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
化
を
推
進
し
て

い
き
た
い
。
ま
た
、
視
覚
障
害
者
用
音
声
誘
導
装
置
に
つ

い
て
も
、
導
入
効
果
の
定
量
的
な
把
握
や
技
術
的
な
評
価

を
行
い
導
入
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

な
お
本
市
で
は
、
｢
(仮
称
)
誰
に
も
や
さ
し
い
福
祉
の

ま
ち
づ
く
り
条
例
｣
の
平
成
九
年
度
制
定
を
目
指
し
作
業

中
で
あ
り
、
そ
の
中
で
支
援
施
設
の
充
実
を
謳
っ
て
お
り
、

道
路
管
理
者
と
し
て
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ゾ
ー
ン
事
業
等

に
よ
る
高
齢
者
･
障
害
者
等
の
社
会
参
加
を
支
援
す
る
歩

行
者
空
間
の
な
お
一
層
の
充
実
を
目
指
し
て
い
る
と
こ
ろ

解

で
あ
る
。

(横
浜
市
道
路
局
道
路
部
施
設
課
)

セ　　



一
は
じ
め
に

東
京
都
八
王
子
市
在
住
の
石
川
光
男
さ
ん
が
、
さ

る
九
月
一
七
日
か
ら
一
八
日
に
か
け
て
東
京
都
内
の

道
路
を
車
い
す
で
走
破
し
た
。
私
は
道
路
を
管
理
す

る
立
場
か
ら
車
い
す
に
よ
る
東
京
横
断
に
同
行
し
、

ふ
だ
ん
か
ら
道
路
構
造
は
十
分
で
な
い
と
考
え
て
い

た
が
、
歩
道
と
車
道
と
の
段
差
、
急
勾
配
な
ど
の
不

備
が
多
い
こ
と
を
改
め
て
実
感
し
た
。
ま
た
、
石
川

さ
ん
と
会
話
す
る
中
で
初
め
て
気
が
つ
か
さ
れ
た
こ

と
な
ど
も
い
く
つ
か
あ

っ
た
。
｢人
に
や
さ
し
い
道
路

整
備
｣
を
担
当
す
る
一
職
員
の
立
場
で
今
回
の
同
行

に
よ
り
感
じ
た
こ
と
を
本
誌
面
を
お
借
り
し
て
報
告

し に 整 と さ 備 た ふ
た よ 備 な ん が が だ
い り ｣ ど と 多 、 ん
o 感 を も △ い か か

石川さんプロフィール
石川 光男さん (身体障害者程度等級 1級 41歳 男性)
日本社会福祉情報サービス (1995 / 2設立、 会員数約60名) 代表
･1995/ 6 伊豆白浜海岸の ｢車椅子で楽しめる砂浜｣について調査報告
･1995/ 8 八王子市内公園での ｢車椅子で通れる柵｣について市公園課

と調査
･ 1995/ 9 多摩都市交通施設公社主催 ｢電動カート ･車椅子試乗座談

会｣ で意見発表
･1995/員 建築家倶楽部11月例会｢交通弱者からみた都市空間のデザイ

ン｣ にて ｢交通弱者｣ として意見発表
･1996/ 4 障害者の自立プログラムの一環とし、東京消防庁の協力で普

通救命講習を野方消防署にて実施
･1996/ 7 東京都 ･建設省主催 ｢第25回都市交通計画全国会議｣のパネ

リストとして参加

使用された車いす諸元
･全幅 :96cm
･走行スピード ;低速 0 ~ 3 km / h 高速 0 ~ 6
･リフト高さ : 4 ~ 67cm
･登坂力 : 6 度 (最大10度) 段差越 :最大 5 cm
･継続走行時間 :約3.5時間

高速 0 ~ 6 km / h 辰
野

　
志
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車
い
す
に
よ
る
東
京
横
断
に
同
行
し
て



二

車
い
す
に
と
つ
て
の
走
行
環
境
の
現
状

鎌
倉
街
道

鰕

ロ

甲州街道(国道20号

ご
存
じ
の
通
り
、
我
が
国
の
道
路
事
情
は
そ
の

量
･
質
と
も
整
備
不
十
分
で
あ
り
、
国
道
、
都
道
、

区
道
を
問
わ
ず
、
歩
道
の
な
い
箇
所
や
有
っ
て
も
狭

す
ぎ
た
り
、
さ
ら
に
、
電
柱
や
標
識
柱
に
よ
り
車
い

す
で
は
通
行
で
き
な
い
箇
所
も
多
い
。
ま
た
、
東
京

国
道
で
管
理
す
る
歩
道
を
見
て
も
、
勾
配
が
き
つ
か

っ
た
り
段
差
が
あ
っ
て
先
に
進
め
な
い
な
ど
の
障
害

箇
所
は
、
方
々
に
点
在
し
て
い
る
の
が
現
在
の
実
態

で
あ
り
、
私
共
も
そ
の
改
善
に
努
め
て
い
る
と
こ
ろ

で
あ
る
。

き
襲い
ふき

段差部分を慎重に走行

譲
。
》

′
~
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三

東
京
横
断
の
概
要

｢八
王
子
の
石
川
さ
ん
電
動
車
い
す
で
東
京
横

断
｣
と
い
う
記
事
を
八
月
二
一
日
付
の
朝
刊
で
知
り
、

当
事
務
所
で
管
理
す
る
国
道
二
〇
号
を
主
に
通
過
す

る
こ
と
か
ら
、
石
川
さ
ん
と
お
会
い
し
走
破
す
る
ル

ー
ト
の
道
路
勾
配
等
の
現
状
や
当
日
予
想
さ
れ
る
工

事
な
ど
の
情
報
交
換
を
す
る
な
か
で
、
一
緒
に
見
て

ほ
し
い
旨
の
依
頼
を
う
け
今

回
の
同
行
す
る
に
至
っ
た
も

の
で
あ
る
。

東
京
横
断
ル
ー
ト
は
、
九

月
一
七
日
の
深
夜
○
時
に
八

王
子
市
の
自
宅
を
出
発
し
、

東
京
都
庁
を
経
由
し
東
京
タ

ワ
ー
に
夕
方
に
着
き
、
明
く

る
一
九
日
レ
ン
イ
ボ
ー
ブ
リ

ッ
ジ
経
由
で
東
京
臨
海
副
都

心
の
国
際
展
示
場
ま
で
の
約

五
〇
畑
で
あ
っ
た
。
車
い
す

メ
ー
カ
ー
の
協
力
を
得
て
新

し
く
開
発
し
た
電
動
車
い
す

を
用
い
、
途
中
コ
ン
ビ
ニ
エ

ン
ス
ス
ト
ア
ー
な
ど
に
立
ち

寄
り
バ
ッ
テ
リ
i
充
電
を
し

な
が
ら
走
行
さ
れ
た
。

　

　　　

!
、、な
く

　　
　

　　
　　　　

　　　　　
　　　

　

　

＼

“
≧
/

例
え
ば
、
道
路
構
造
と
し
て
は
狭
す
ぎ
る
歩
道
幅

員
、
急
な
勾
配
や
横
断
歩
道
手
前
に
お
い
て
平
坦
な

た
ま
り
空
間
が
確
保
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
な
ど
、
ま

た
道
路
の
使
い
方
と
し
て
は
歩
道
へ
の
放
置
自
転
車

が
じ
ゃ
ま
な
こ
と
な
ど
を
改
め
て
実
感
し
た
。

さ
ら
に
、
夜
は
歩
道
が
暗
く
勾
配
の
変
化
が
わ
か

平らなところを選んで走行

石川さんと筆者

四

同
行
“結
果

歩
道
の
歩
き
に
く
さ
に
つ
い
て
、
普
段
あ
わ
た
だ

し
く
ま
た
何
気
な
く
歩
道
を
歩
い
て
い
る
大
多
数
に

と

っ
て
は
、
あ
ま
り
認
識
さ
れ
て
い
な
い
の
が
現
状

で
あ
ろ
う
。
石
川
さ
ん
に
同
行
し
、
車
い
す
の
視
線

か
ら
み
た
そ
の
様
子
を
自
分
の
目
で
み
る
こ
と
が
で

き
、
貴
重
な
体
験
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
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り
に
く
い
こ
と
、
歩
道
の
模
様
に
よ
っ
て
は
勾
配
の

有
無
を
錯
覚
し
て
し
ま
い
か
ね
な
い
こ
と
な
ど
は
石

川
さ
ん
か
ら
の
指
摘
で
初
め
て
知
っ
た
。
頭
で
は
わ

か
っ
て
い
る
つ
も
り
で
も
、
実
際
に
車
い
す
で
走
行

し
な
い
と
認
識
で
き
な
い
こ
と
が
多
く
あ
り
、
自
分

自
身
に
と
っ
て
も
有
意
義
な
結
果
で
あ
っ
た
。

五

こ
れ
か
ら
の
歩
道
整
備
に
つ
い
て

平
成
五
年
度
に
は
道
路
構
造
令
の
改
正
に
よ
り
車

い
す
を
配
慮
し
た
歩
道
幅
員
が
定
め
ら
れ
、
道
路
管

理
者
で
あ
る
東
京
国
道
に
お
い
て
は
、
平
成
六
年
一

二
月
に
港
区
の
国
道
一
五
号
J
R
田
町
駅
前
の
歩
道

を
車
い
す
利
用
者
や
目
の
不
自
由
な
方
々
と
と
も
に

点
検
し
、
改
善
す
る
な
ど
徐
々
に
成
果
を
上
げ
て
き

て
い
る
。
さ
ら
に
、
歩
道
橋
階
段
部
付
近
の
歩
道
が

狭
い
箇
所
に
お
い
て
は
、
沿
道
の
セ
ッ
ト
バ
ッ
ク
に

よ
る
歩
行
空
間
の
捻
出
へ
の
協
力
を
得
て
い
る
事
例

も
あ
る
。

今
後
は
、
一
か
所
一
か
所
に
つ
い
て
車
い
す
で
も

通
行
し
や
す
い
歩
道
構
造
に
改
善
し
て
い
く
必
要
が

あ
り
、
実
際
に
車
い
す
を
利
用
し
て
の
歩
道
点
検
を

始
め
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。
し
か
し
、
商
店
出
入
り
口

等
の
沿
道
状
況
、
企
業
の
マ
ン
ホ
ー
ル
等
地
下
の
埋

設
物
が
あ
り
関
係
者
の
協
力
が
必
要
と
な
る
。
ま
た
、

取
り
付
け
道
路
自
体
の
横
断
勾
配
が
急
だ
っ
た
り
す

る
と
物
理
的
に
困
難
な
ケ
ー
ス
も
考
え
ら
れ
、
詳
細

な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。

今
回
の
体
験
に
お
い
て
、
道
路
整
備
に
お
い
て
は

身
障
者
･
高
齢
者
を
始
め
各
方
面
の
方
か
ら
幅
の
広

い
意
見
を
聞
き
、
反
映
し
て
い
く
こ
と
の
重
要
さ
を

再
認
識
し
た
。
車
い
す
が
安
心
し
て
通
れ
る
歩
道
は
、

誰
も
が
快
適
に
通
れ
る
歩
道
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に

歩
道
の
整
備
を
進
め
て
い
く
つ
も
り
で
あ
る
。

(関
東
地
方
建
設
局
東
京
国
道
工
事
事
務
所
交
通
対
策
課
)
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平
成
琶
年
度
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
に
つ
い
て

ね道イテセ 97.1

(そ
の
二
)

道
路
局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係

先
月
号
に
引
き
続
い
て
、
平
成
七
年
度
に
言
い
渡
さ
れ

た
判
決
に
つ
い
て
紹
介
す
る
こ
と
と
し
ま
す
。

平
成
七
年
度
に
言
い
渡
さ
れ
た
判
決
の
一
覧
は
別
表
の

通
り
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
れ
は
先
月
号
に
記
載
し
た
判
決

の
表
を
再
度
整
理
し
た
も
の
で
す
。
先
月
号
の
表
は
都
道

府
県
及
び
市
町
村
の
み
の
判
決
を
記
載
し
て
い
ま
し
た
が
、

今
月
は
そ
れ
に
政
令
指
定
市
、
直
轄

(地
方
建
設
局
)
及

び
各
道
路
関
係
公
団
の
受
け
た
判
決
を
加
え
て
お
り
ま
す
。

そ
の
中
で
今
月
号
で
は
○
印
の
つ
い
た
判
決
を
紹
介
す

る
こ
と
に
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
原
稿
で
は
判
決

に
対
す
る
コ
メ
ン
ト
や
評
釈
は
加
え
る
こ
と
は
致
し
ま
せ

ん
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
原
文
を
ご
活
用
下
さ
い
。

加
え
ま
し
て
、
も
し
掲
載
判
例
の
全
文
あ
る
い
は
掲
載

し
て
い
な
い
判
例
を
参
照
し
た
い
場
合
は
お
気
軽
に
道
路

局
道
路
交
通
管
理
課
訟
務
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
い
た
だ

き
ま
し
た
ら
対
応
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
ご
活
用
下

さ

い
。

(先
月
号
で
印
を
つ
け
ま
し
た
紹
介
予
定
判
例
と
一
部
内

容
が
異
な
る
こ
と
を
お
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
)。

京
都
市
道
高
架
遮
音
壁
鋼
管
落
下
事
件

1

事
件
の
概
要

原
告
使
用
の
小
型
乗
用
自
動
車
(以
下
、
｢本
件
被
害
車

両
｣
と
い
う
。)
が
平
成
五
年
三

月
五
日
夜
か
ら
、
本
件

事
故
発
生
場
所
に
路
上
駐
車
し
て
い
た
と
こ
ろ
、
翌
六
日

午
前
一
時
頃
、
高
架
道
路
上
か
ら
鉄
製
の
角
パ
イ
プ

(長

さ
約

一
･
五
メ
ー
ト
ル
、
太
さ
約
六
×
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト

ル
)
が
本
件
高
架
道
路
の
遮
音
壁
を
突
き
破
っ
て
落
下
し
、

そ
の
結
果
、
右
角
パ
イ
プ
が
本
件
被
害
車
両
に
当
た
っ
て
、

同
車
両
が
損
傷
し
た
。

2

原
告
の
主
張

(被
告
の
責
任
)

本
件
高
架
道
路
の
通
行
量
は
昼
夜
を
問
わ
ず
激
し
く
、

い
つ
何
時
ど
の
よ
う
な
事
態
が
生
ず
る
か
知
れ
な
い
の
で

あ
る
か
ら
道
路
と
し
て
の
客
観
的
な
安
全
性
を
具
備
し
て

お
く
必
要
が
あ
る
の
に
、
こ
れ
を
怠
り
、
十
分
な
強
度
を

有
し
な
い
遮
音
壁
を
設
置
し
て
い
た
た
め
、
前
記
の
パ
イ

プ
が
右
遮
音
壁
を
突
き
破
っ
て
そ
の
下
の
道
路
に
落
下
し

た
も
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
本
件
高
架
道
路
は
通
常
有

す
べ
き
安
全
性
を
欠
如
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
本
件
高
架

道
路
の
設
置
管
理
に
は
瑕
疵
が
あ
る
。



別表

番号 掲載 事件名 (｢請求｣の話は抜いている) 道路種別 道路管理者名 被 告 判決年月日 裁 判 所 結果 過失相殺 経 過 備 考

1

2 済 H‘ ‐軸学術事詣線バイク転倒事件 県道 長野県 県 H 7.4.19 長野地裁 勝訴 原告控訴2

3

"

市道境界杏宮完了請求事件(行政事件) 市道 豊橋市 市 H 7.4 25 最高裁 勝訴 確定

4 請求事件 里道 安城市 市 H 7.4.27 名古屋地裁岡崎支部 勝訴 確定4

5 瀬野呉線境界確認事件 県道 大局具 国 H 7.4,27 広島地裁呉支部 勝訴 確定5

6 禧ず節句二課による損害賠償事件

g
古薑同満 関東地建 国 H 7.4.28 最高裁 勝訴 確定

7 阻樹須賀利港線移転脊記事件 県道 三重県 県 H 7.5.15 滓地裁熊野支部 勝訴 原告控訴

8 本四架橋損失補償金増額事件 有料道路 本四公団 公団 日7.5.16 岡山地裁 勝訴 原告控訴8

9

･ 同 ･ 、. ･

覇満船号乃辯疏【 ボ件 直轄国道 中部地建 国 H 7,5,17 長野地裁松本支部 勝訴 確定9

10 市道所有権確認事件 市道 土佐市 市 H 7.5,22 高知地裁 勝訴 原告控訴

11 県道大津守山線工作物撤去等事件 県道 滋賀県 県(原告) H 7.5.30 最高裁 勝訴 確定

12 県道沼津十瀞線所有権確認事件 県道 静岡県 県 H 7,5.31 東京高裁 勝訴 原告上告

13 市道宮前2号亀箔酪隧伜搬与ね確認事件 市道 大洲市 市 H 7.6.16 松山地裁 勝訴 原告控訴

14 国道42号紀宝バイパス建設差止事件 直轄国道 中部地建 国 H 7.6.26 名古屋高裁 勝訴 原告上告

15 JR植木駅前市道下排水路転落事件 市道 直方市 市 H 7.6.27 福岡高裁 勝訴 原告上告

16 市道土地明渡事件 市道 名古屋市 市 H 7.6.27 名古屋地裁 勝訴 原告控訴

17 存置加賀田鱒恭線境界確定等事件 府道 大阪府 府 H 7.6.30 大阪高裁 勝訴 原告上告17

18 済 団沼165号仮設ゲート衝突事件 国道 奈良県 県 H 7.7.3 奈良地裁 勝訴 確定

19 画定川大気汚染物質排出規制事件 直轄国道 近畿地建 国･鞍高 H 7,7.5 大阪地裁 敗訴 被告控訴

20 市道所有権確認抹消登記事件 市道 明石市 市 H 7.7.6 大阪地裁 勝訴 確定

21 国道43号騒音規制事件 直轄国道 近畿地建 回報茨高 H 7･7･7 最高裁 敗訴 確定

22 O 高架遮音壁鋼管落下事件 市道 京都市 市 H 7･7･11 京都地域 勝訴 確定22

23 神高速料金徴収損害賠償事件 有料道路 阪神公団 公団 H 7.7.14 最高裁 勝訴 確定23

24 町道妨害排除等請求事件 町道 美里町 町 H 7･7･17 浦和地裁熊谷支部 敗訴 確定24

26 O 事件 直轄国道 九州地建 国 H 7.7.19 福岡地裁 勝訴 確定26

26

O

たばこ自販機不作為の違法確認事件 部道 東京都 部･JT H 7.726 東京地裁 勝訴 原告控訴

27 上信越道土地明液事件 有料道路 日本道路公団 公団 H 7,8.8 東京高裁 勝訴 原告上告

28 済 国道212号原イ寸転倒事件 同萓 大分県 県 H 7.8.10 福岡高裁 勝訴 確定

29 市道単車転倒事件 市道 鹿屋市 市 H 7.8.23 鹿児島地裁 勝訴 確定

30 国道8号損失補償事件 直轄国道 北陸地建 国 H 7.8.28 東京高裁 勝訴 確定

31 事f 市道 京都市 市 H 7.8.29 大阪高裁 敗訴 被告上告31

32 国道186号損失補償事件 国道 広島県 国 H 7.8.31 広島地裁 勝訴 原告控訴

33 直所有権確認事件 市道 藤沢市 市 H 7.9.14 最高裁 勝訴 確定33

34 市道所有権確認事件 市道 大阪市 国･市 H 7.9.19 大阪地裁 勝訴 確定34

35 市道所有権確認事件 市道 新見市 市 H 7.9.19 新見簡栽 敗訴 被告控訴

36 市道土地明滅事件 市道 足利市 市(原告) H 7.9.21 宇都宮地裁 勝訴 確定 被告は認諾

37 O 国道1号単車転倒事件 直轄国道 中部地建 国 H 7.9.27 東京高裁 勝訴 原告上告

38 済 架替営業損失事件 郡道 東京都 都 H 7,9.27 東京地裁 勝訴 原告控訴38

39

"

氏部町道土地所有権確認事件 町道 町旧国道敷) 県 H 7.9.28 最高裁 勝訴 確定39

40 南滑翔富浦鞠証明言報筈圏費事件 市道 藤沢市 市 H 7.10.13 横浜地裁 勝訴 確定

41 団適齢5号代替地補償請求事件 直轄国道 近畿地建 国 H 7.1025 奈良地裁 勝訴 確定

42 線土砂崩落事件 県道 滋賀県 県 H 7.10,27 大阪高裁 敗訴 なし 被告上告 地裁では勝訴42

43 徳島県道境界確定事件 県道 徳島県 県 H 7.10.31 高松高裁 勝訴 原告上告

44 道矢野安浦線境界確定事件 県道 広島県･公団 県･公社 H 7･n ･7 最高裁 勝訴 確定44

45 済 町道道路法による措置命令取消事件 町道 千倉町 町 H 7.11.8 千葉地裁 敗訴 確定

46 済 町道バイク対向車衝突事件 町道 中主町 町 H 7･11･10 大洋地裁 勝訴 確定

47 等所有権確認事件 市道 町田市 国 H 7.11.21 最高裁 勝訴 確定47

48 市道土砂堆積雨水流下事件 市道 太宰府市 市 H 7.11.24 福岡地裁 勝訴 原告控訴

49 県道須賀利港線移転登記事件 県道 三重県 県 H 7.11 29 名古屋高裁 勝訴 確定 上記の控訴事件49

50 市道水路転落事件 市道 福岡市 市 H 7.11.30 福岡地裁 勝訴 確定
▲‐口

51 同"勘n9号移転霄記事件 国道 長崎県 国 H 7.12,7 長崎地裁 勝訴 原告控訴

52 市道抹消登記事件 市宣 富士見市 市(原告) H 7.12.8
･一‘lhm韻を.･ 勝訴 確定…‐…】"▼川越型文訂}

53

54 O 市道穴ぼこトレーラー横転事件 市道 加古川肺 市 H 7.l2.20 神戸地裁姫路支部 敗訴 3割 確定
"n



55 ‘=〕已'町角,.-.- JR吾釈;詐員繭水筆1F 市道 加古川市 市 H 71225 神戸地裁姫路支部 勝訴 原告控訴
56 O 市道自転車水路転落事件 市道 尼崎市 市 H 7.12.26 神戸地裁尼崎支部 敗訴 6分の5 被告控訴
57 市道土地目円渡事件 市道 名古屋市 市 H 7.12.26 名古屋高裁 勝訴 確定 上記の控訴事件
58 市道中央分離帯構造不備事件 市道 堺市 市 日8‐1‐17 大阪地裁堺支部 勝訴 確定
59 O 往来妨害事件鼾-!事) 市道 札幌市 妨害者 H 8.1.23 札幌高裁 有罪 確定
60 府道加賀田片添線境界確定等事件 府道 大阪府 府 H 8.1.23 最高裁 勝訴 確定 上記の上告事件
61 市道土地境界確定再審鞘事件 市道 横浜市 市 H 8.1.25 東京高裁 勝訴 確定
62 市道境界確定事件 市道 座間市 市 H 8.1.25 東京高裁 勝訴 確定
63 市道所有権確認事件 市道 新居浜市 市 H 8.1.26 松山地裁西条支部 勝訴 確定
64 市道不当利得返還事件 市道 北九州市 市 H 8. 1.30 福岡地裁 勝訴 原告控訴
65 市道土地境界確定事件 市道 仙台市 市 H 8. 1.30 仙台高裁 勝訴 確定
66 県道知名沖永良部空港線移転登記事件 県道 鹿児島県 県 H 8.1.30 鹿児島地裁名瀬支部 勝訴 原告控訴
67 町道2109号所有権確認事件 町道 茎崎町 国･町 H 8.2.5 水戸地裁竜ヶ崎支部 勝訴 原告控訴
68 県道丸子中山線土地明波事件 県道 神奈川1県 県 H 8.2.5 横浜地裁 勝訴 確定
69 市道損失補償請求事件 市道 唐津市 市 H 8.2.16 佐賀地裁 勝訴 原告上告 一審は簡裁
70 市道通行禁止等請求事件 (環境) 市道 広島市 市 日8.22 1 広島地裁 勝訴 原告控訴
71 町道土地売買契約取消事件 町道 ヒ里町 町 H 8.2.23 浦和地裁 勝訴 確定
72 市道所有権確認等事件 市道 富士見市 市 H 8,2,26 東京高裁 勝訴 確定
73 区道所有権確認事件 区道 新宿区 区 H 8.2.28 東京高裁 勝訴 確定
74 佐野市道境界確定事件 市道 佐野市 国 H 8.2.28 宇都宮地裁足利支部 勝訴 原告控訴
75 国道186号損失補償請求事件 国道 広島県 国 H 8.2,29 広島高裁 勝訴 原告上告
76 市煮構造物撤去命令取消請求事件 市道 佐伯市 市 H 8,229 大分地裁 勝訴 原告控訴
77 O 国道1号単車転倒事件 直轄国道 中部地建 国 I18.3.5 最高裁 勝訴 確定 上記の上告事件
78 済 都道高輪麻布線歩行者転倒事件 郡道 東京都 都 H 8 3.12 東京地裁 勝訴 確定
79 阪神高速用地契約損害賠償事件 有料道路 阪神公団 公団 H 8.3.14 神戸地裁尼崎支部 勝訴 原告控訴
80 市道土地境界確定事件 市道 橋浜市 市 H 8.3.l5 横浜地裁 勝訴 確定
81 済 市道歩行者段差転倒事件 市道 尼崎市 市 H 8.3.19 神戸地裁尼崎支部 敗訴 4割 確定
82 四国横断道法皇トンネル水間島事件 有料道路 H本道路公団 公団 H 8.3.19 松山地裁西条支部 勝訴 原告控訴
83 県道城端庄川線上地境界確定事件 県道 富山県 県 H 8.3.27 名古屋高裁金沢支部 勝訴 確定
84 国道162号所有権確認等事件 国道 京都府 国 H 8.3.28 京都地裁 勝訴 確定

原告控訴

済:先月号【二掲載済み

0 :今月号に掲載

②

本
件
高
架
道
路
は
、
高
さ
約
一
〇
メ
ー
ト
ル
の
高

架
橋
で
、
ゆ
る
や
か
な
カ
ー
ブ
を
描
い
て
い
る
。

③

本
件
高
道
路
側
端
に
は
高
さ
一
･
二
メ
ー
ト
ル
の

コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
壁
型
剛
性
防
護
柵
が
設
置
さ
れ
て

お
り
、
右
防
護
柵
上
端
に
高
さ
二
メ
ー
ト
ル
の
金
属

製
支
柱
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
た
ポ
リ
カ
ー
ポ
ネ
ー
ト

プ
レ
ー
ト
製
遮
音
板
が
遮
音
壁
と
し
て
設
置
さ
れ
て

②
測 の グ

本 さ 遮 ラ
件 れ 音 ム

高 る 壁辛 )
ヵ口 o を 一
首 破 二

3

裁
判
所
の
判
決

①

本
件
事
故
は
、
本
件
高
架
道
路
上
を
走
行
し
て
い

た
ト
ラ
ッ
ク
の
荷
台
か
ら
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
角
の

角
型
パ
イ
プ

(長
さ
二
メ
ー
ト
ル
、
重
さ
約
八
キ
ロ

④

本
件
高
架
道
路
は
、
昭
和
四
四
年
こ
ろ
建
設
さ
れ
、

遮
音
壁
は
昭
和
五
二
年
こ
ろ
設
置
さ
れ
た
も
の
で
あ

る
が
、
本
件
事
故
と
同
様
な
事
故
は
、
本
件
高
架
道

路
建
設
以
降
本
件
事
故
前
ま
で
に
発
生
し
た
こ
と
が

な
く
、
本
件
事
故
後
も
、
再
発
し
て
い
な
い
。

⑤

右
遮
音
壁
に
用
い
ら
れ
て
い
る
ポ
リ
カ
ー
ポ
ネ
ー

ト
プ
レ
ー
ト
は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
材
料
中
最
高
の
衝
撃

強
度
を
有
し
、
透
明
度
、
光
線
透
過
率
に
優
れ
、
使

用
温
度
範
囲
が
極
め
て
広
く
真
夏
の
日
光
に
よ
り
軟

化
変
形
し
た
り
、
厳
冬
に
も
き
化
し
て
亀
裂
を
生
じ

た
り
し
な
い
な
ど
の
特
長
を
有
す
る
素
材
で
あ
り
、

い フo

る し
o l

り
、 ご

道 本
路 が
下 落
に 下
落 し
下 て
し 本
た 件
も 高

　　
推 路



日
本
道
路
公
団
も
登
録
製
品
と
し
て
使
用
し
て
い
る

も
の
で
あ
り
、
厚
さ
は
五
ミ
リ
で
あ
る
。

⑥

ま
ず
、
高
架
道
路
の
遮
音
壁
に
関
す
る
法
令
等
の

規
制
に
つ
い
て
検
討
す
る
と
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

･
道
路
法
は
、
特
に
高
架
橋
そ
の
構
造
に
関
し
て
具

体
的
な
基
準
は
定
め
て
い
な
い
。

･
高
架
に
お
け
る
防
護
柵
の
設
置
基
準
に
つ
い
て
は
、

平
成
二
年
二
月
八
日
付

｢橋
、
高
架
の
道
路
等
の

技
術
基
準
に
つ
い
て
｣
と
題
す
る
通
達
が
あ
り
、

同
通
達
に
よ
れ
ば
、
｢橋
面
上
に
は
、
橋
梁
用
防
護

柵
と
し
て
、
歩
道
部
に
接
す
る
地
覆
に
は
高
欄
を
、

車
道
部
に
接
す
る
地
覆
に
は
原
則
と
し
て
橋
梁
用

車
両
防
護
柵
あ
る
い
は
必
要
に
応
じ
て
高
欄
兼
用

車
両
防
護
柵
を
、
歩
車
道
境
界
に
は
必
要
に
応
じ

て
橋
梁
用
車
両
防
護
柵
を
設
け
る
も
の
と
す
る
。

高
欄
は
歩
道
等
の
路
面
か
ら
三

〇
セ
ン
チ
メ
ー

ト
ル
の
高
さ
と
す
る
こ
と
を
標
準
と
｣
す
る
と
さ

れ
て
い
る
。

･
他
方
、
遮
音
壁
に
つ
い
て
は
、
高
速
自
動
車
国
道

並
び
に
公
団
の
管
理
す
る
自
動
車
専
用
道
路
に
お

い
て
、
そ
の
周
辺
地
域
に
お
け
る
自
動
車
交
通
騒

音
に
係
る
障
害
防
止
の
た
め
、
い
わ
ば
道
路
環
境

保
全
を
目
的
と
し
て
設
置
が
求
め
ら
れ
た
も
の
で

あ
り
、
具
体
的
に
は
、
昭
和
五
一
年
七
月
二
一
日

付

｢高
速
自
動
車
国
道
等
の
周
辺
に
お
け
る
自
動

車
交
通
騒
音
に
係
る
障
害
の
防
止
に
つ
い
て
｣
と

題
す
る
通
達
に
基
づ
き
、
各
道
路
公
団
が
設
置
し

て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
近
畿
地
方
建
設

局
は
、
｢設
計
便
覧
｣を
作
成
し
、
遮
音
壁
の
設
計

上
の
構
造
等
を
細
か
く
定
め
て
い
る
。

⑦

本
件
高
架
道
路
の
防
護
壁
及
び
遮
音
壁
は
、
右
に

お
い
て
認
定
し
た
法
令
及
び
行
政
上
の
設
置
基
準
に

適
合
し
、
あ
る
い
は
こ
れ
を
参
考
と
し
て
設
置
さ
れ

て
い
る
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
本
件
高
架
道
路
が
法
令
及
び
行
政
上
の

設
置
基
準
を
満
た
し
て
い
る
か
ら
と
い
っ
て
、
直
ち

に
本
件
高
架
道
路
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を
備
え

て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、右
の
点
の
判
断
は
、

前
記
の
よ
う
な
法
令
及
び
行
政
上
の
規
制
も
踏
ま
え

た
上
で
、
当
該
設
置
物
の
具
体
的
状
況
に
照
ら
し
て

判
断
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑧

そ
こ
で
、
本
件
高
架
道
路
の
具
体
的
危
険
性
に
つ

い
て
判
断
す
る
と
、
前
認
定
の
と
お
り
、
本
件
高
架

道
路
上
か
ら
鉄
骨
角
材
が
落
下
し
た
よ
う
な
事
故
は
、

本
件
事
故
前
後
を
通
じ
、
本
件
事
故
以
外
に
は
発
生

し
た
こ
と
は
な
く
、
本
件
道
路
は
ゆ
る
や
か
な
カ
ー

ブ
し
て
い
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
る
も
の
の
、
そ
の
構

造
上
、
特
に
車
か
ら
荷
物
が
落
下
し
や
す
い
と
い
っ

た
点
も
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
ま
た
、
本
件
高

架
道
路
付
近
の
住
民
も
｢｢ド
ー
ン
｣
と
い
う
音
が
し

た
り
す
る
と
、
｢何
か
上
か
ら
落
ち
て
く
る
か
な
。
｣

と
思
う
こ
と
は
あ
る
が
、
絶
え
ず
そ
う
い
う
不
安
を

抱
い
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
｣
と
証
言
し
て

い
る
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
そ
も
そ
も
、

ト
ラ
ッ
ク
等
の
積
載
物
が
落
下
し
な
い
よ
う
に
努
め

る
の
は
、
そ
の
積
載
物
を
運
搬
す
る
運
転
者
の
責
任

で
あ
っ
て
、
道
路
の
設
置
･
管
理
者
に
お
い
て
あ
ら

ゆ
る
積
載
物
の
落
下
を
予
想
し
、
こ
れ
を
常
時
防
ぐ

こ
と
が
で
き
る
よ
う
な
防
護
壁
な
い
し
遮
音
壁
を
造

成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
義
務
を
認
め
る
こ
と
は
で

き
な
い
し
、
ま
し
て
、
本
来
、
防
音
を
目
的
と
す
る

遮
音
壁
に
落
下
物
防
止
の
機
能
ま
で
求
め
る
こ
と
は

で
き
な
い
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

⑨

し
た
が
っ
て
、
本
件
高
架
道
路
が
通
常
有
す
べ
き

安
全
性
を
欠
き
、
そ
の
設
置
管
理
に
瑕
疵
が
あ
る
と

い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

福
岡
県
国
道
二
〇
一
号
単
車

凹
凸
路
面
衝
突
事
件

1

事
件
の
概
要

原
告
は
、
平
成
四
年
五
月
八
日
午
後
六
時
三
五
分
頃
、

自
動
二
輪
車

(以
下

｢加
害
車
｣
と
い
う
。)
を
運
転
し
て

一
般
国
道
二
〇
一
号

(以
下

｢本
件
国
道
｣
と
い
う
。)
を

飯
塚
市
方
面
か
ら
、
福
岡
市
方
面
に
向
け
進
行
中
に
、
飯

塚
市
八
木
山
七
九
番
地
先
路
上
(以
下
｢本
件
事
故
現
場
｣

と
い
う
。)
に
お
い
て
、
中
央
線
を
飛
び
出
し
、
折
か
ら
対

面
方
向
か
ら
進
行
し
て
き
た
訴
外
の
普
通
乗
用
車

(以
下

3 0 道イテセ 97,1



｢被
害
車
｣
と
い
う
。)
に
正
面
衝
突
し

(以
下

｢本
件
事

故
｣
と
い
う
)、
被
害
車
に
損
傷
を
負
わ
せ
た
。

(原
告
の
主
張
)

本
件
事
故
は
、
原
告
が
本
件
事
故
現
場
に
約
一
メ
ー
ト

ル
間
隔
に
二
三
個
並
ん
で
い
た
八
〇
セ
ン
チ
ー
ト
ル
四
方
、

高
さ
約
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
埋
め
戻
し
跡
に
乗
り
上
げ
、

ハ
ン
ド
ル
を
取
ら
れ
、
道
路
中
央
線
を
飛
び
出
し
た
た
め

に
、
惹
起
し
た
も
の
で
あ
り
、
本
件
国
道
は
通
常
備
え
る

べ
き
安
全
性
を
欠
き
、
そ
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
あ

る
か
ら
、
被
告
国
は
国
家
賠
償
法
二
条
一
項
の
賠
償
責
任

が
あ
る
。

2

裁
判
所
の
判
断

本
件
事
故
現
場
は
、山
間
部
の
片
側
一
車
線
(幅
員
三
･

ニ
メ
ー
ト
ル
)
で
、
原
告
が
進
行
し
た
飯
塚
市
か
ら
福
岡

市
方
面
に
向
け
て
の
車
線
の
進
行
方
向
へ
の
見
通
し
は
良

く
な
く
、
追
い
越
し
の
た
め
の
右
側
は
み
だ
し
禁
止
、
最

高
速
度
時
速
四
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
の
交
通
規
制
が
あ
り
、

か
つ
右
車
線
の
道
路
中
央
線
寄
り
に
は
平
成
三
年
一
二
月

一
三
日
か
ら
同
四
年
三
月
三
〇
日
に
か
け
て
施
工
さ
れ
た

防
災
工
事
の
際
、
埋
戻
し
た
防
護
柵
の
支
柱
の
埋
め
戻
し

跡

(約
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
四
方
)
が
中
心
間
隔
約
二

メ
ー
ト
ル
で
二
三
個
並
ん
で
い
た

(右
工
事
区
間
三
九
メ

ー
ト
ル
)
こ
と
、
右
埋
め
戻
し
跡
は
自
然
の
沈
下
や
通
行

車
両
の
重
量
に
よ
る
沈
下
を
防
ぐ
た
め
通
常
の
路
面
よ
り

あ
る
程
度
膨
ら
み
が
持
た
し
て
あ
り
、
そ
の
膨
ら
み
の
高

さ
が
ど
の
程
度
で
あ
っ
た
か
は
、
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は

な
い
が
、
建
設
省
九
州
地
方
建
設
局
福
岡
国
道
工
事
事
務

所
で
は
右
工
事
完
成
後
、
事
故
当
日
ま
で
毎
日
行
う
道
路

巡
回
等
に
よ
っ
て
も
異
常
は
認
め
ら
れ
ず
、
苦
情
の
申
出

も
な
か
っ
た
こ
と
、
平
成
二
年
度
に
お
け
る
調
査
で
は
、

本
件
事
故
現
場
付
近
の
自
動
車
の
通
行
量
は
一
二
時
間
で

七
、
六
八
二
台
で
山
間
部
と
し
て
は
相
当
の
交
通
量
で
あ

る
こ
と
、
原
告
は
、
平
成
四
年
五
月
一
八
日
午
後
六
時
三

五
分
頃
、
加
害
車
を
運
転
し
て
右
車
線
の
本
件
事
故
現
場

付
近
の
中
央
線
寄
り
の
右
埋
め
戻
し
跡
が
並
ん
だ
個
所
を

飯
塚
市
方
面
か
ら
、
福
岡
市
方
面
に
向
け
、
同
方
向
へ
進

行
中
の
普
通
乗
用
車
の
後
方
三
･
八
メ
ー
ト
ル
を
時
速
四

○
な
い
し
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
進
行
し
て
い
た

と
こ
ろ
、
走
行
の
安
定
を
失
い
中
央
線
を
越
え
て
対
向
車

線
の
中
央
線
寄
り
を
進
行
中
、
対
面
方
向
前
方
約
二
九
･

七
メ
ー
ト
ル
の
地
点
か
ら
進
行
し
て
き
た
被
害
車
を
認
め

(こ
の
時
点
で
加
害
車
は
先
行
の
乗
用
車
と
ほ
と
ん
ど
併

走
す
る
く
ら
い
接
近
し
て
い
た
)、
対
向
車
線
の
右
側
(目

車
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
、
以
下
同
じ
)
に
出
て
被
害
車

と
の
衝
突
を
避
け
よ
う
と
し
た
こ
と
、
被
害
車
も
同
じ
頃
、

道
路
中
央
線
を
越
え
て
進
行
し
て
く
る
加
害
車
を
認
め
て
、

ブ
レ
ー
キ
を
踏
み
つ
つ
左
側
に
ハ
ン
ド
ル
を
切
っ
た
が
間

に
合
わ
ず
、正
面
衝
突
し
た
こ
と
、加
害
車
の
車
幅
は
○
･

七
三
メ
ー
ト
ル
、
被
害
車
の
車
幅
は
一
･
三
七
メ
ー
ト
ル

で
あ
り
、
右
乗
用
車
と
加
害
車
の
先
行
車
と
の
間
、
あ
る

い
は
被
害
車
と
中
央
線
と
の
間
に
は
加
害
車
が
通
過
す
る

十
分
な
余
裕
が
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

以
上
の
と
お
り
で
あ
っ
て
、
原
告
が
本
件
道
路
の
事
故

現
場
付
近
の
福
岡
市
方
面
の
車
線
の
中
央
線
寄
り
の
埋
め

戻
し
跡
が
並
ん
だ
個
所
を
進
行
し
た
際
、
あ
る
程
度
走
行

の
安
定
を
失
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、
そ
の
程
度
が

直
ち
に
道
路
中
央
線
を
は
み
だ
し
た
原
因
に
な
っ
た
こ
と
、

あ
る
い
は
原
告
が
す
ぐ
に
自
車
進
行
方
向
の
車
線
に
戻
る

か
、
対
向
車
線
の
中
央
線
寄
り
を
進
行
す
る
の
が
危
険
な

状
態
で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
は
こ
れ
を
認
め
る
に
足
り
る
証

拠
は
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し
、
原
告
本
人
は
、
｢前
記
埋
め

戻
し
跡
の
膨
ら
み
の
高
さ
が
五
･
六
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
あ

っ
た
、
右
埋
め
戻
し
跡
に
乗
り
上
げ
て
安
定
を
失
い
、
自

車
進
行
方
面
の
車
線
に
戻
る
の
が
危
険
な
状
態
で
あ
っ

た
。
｣
と
供
述
す
る
が
、
右
の
膨
ら
み
の
高
さ
に
つ
い
て

は
、
そ
の
測
定
法
、
ど
こ
の
高
低
差
か
な
ど
、
そ
の
詳
細

が
明
ら
か
で
な
く
ま
た
各
証
拠
に
よ
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
の

高
低
差
が
あ
っ
た
と
は
認
め
難
い
。

原
告
は
、
自
動
車
運
転
者
と
し
て
一
般
的
に
道
路
の
左

側
部
分
を
、
先
行
車
と
の
間
に
適
切
な
車
間
距
離
を
保
持

し
て
進
行
す
べ
き
で
あ
り

(道
路
交
通
法
第
一
八
条
一
項
、

二
六
条
)、
特
に
本
件
事
故
現
場
付
近
は
、
前
記
認
定
の
と

お
り
、
原
告
の
進
行
方
向
の
見
通
し
は
悪
く
、
追
い
越
し

の
た
め
の
は
み
だ
し
禁
止
の
区
間
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
か

ら
、
な
お
の
こ
と
原
告
は
道
路
の
左
側
部
分
を
進
行
す
べ

き
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
、
本
件
事
故
は
起

こ
り
得
な
か
っ
た
こ
と
は
間
違
い
が
な
い
が
、
車
両
の
交

道行セ 97.1 3メ



通
に
供
す
る
道
路
は
、
通
常
予
想
し
得
る
範
囲
内
の
事
情

で
あ
る
限
り
、
何
ら
か
の
事
情
で
道
路
中
央
線
寄
り
を
進

行
し
た
場
合
で
も
、
交
通
の
安
全
が
保
た
れ
る
よ
う
に
設

置
又
は
管
理
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
は
当
然
で
あ
り
、
本

件
事
故
現
場
付
近
の
中
央
線
寄
り
の
前
記
埋
め
戻
し
跡
が

並
ん
だ
道
路
状
況
か
ら
そ
の
上
を
進
行
す
る
自
動
車
、
特

に
安
定
性
を
欠
き
易
い
自
動
二
輪
車
を
対
向
車
線
に
飛
び

出
さ
せ
る
ほ
ど
に
凹
凸
が
ひ
ど
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
右
道

路
の
設
置
又
は
管
理
に
瑕
疵
が
か
あ
る
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
》い
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
記
認
定
に
よ
れ
ば
、
原
告
が
本
件

道
路
の
事
故
現
場
付
近
の
福
岡
市
方
向
の
車
線
の
中
央
線

寄
り
の
埋
め
戻
し
跡
が
並
ん
だ
箇
所
を
進
行
し
た
際
、
あ

る
程
度
走
行
の
安
定
を
失
っ
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
が
、

そ
の
程
度
が
直
ち
に
道
路
中
央
線
を
は
み
だ
し
た
原
因
に

な
っ
た
こ
と
、
あ
る
い
は
原
告
が
す
ぐ
に
自
車
進
行
方
面

の
車
線
に
戻
る
か
、
対
向
車
線
の
中
央
線
寄
り
を
進
行
す

る
の
が
危
険
な
状
態
で
あ
っ
た
こ
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
ず
、

原
告
が
被
害
車
を
認
め
た
時
点
で
す
ぐ
に
自
車
進
行
方
向

の
車
線
に
戻
る
か
、
対
向
車
線
の
中
央
線
寄
り
を
進
行
す

る
こ
と
は
可
能
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
そ
う
す
れ
ば
本
件

事
故
は
発
生
し
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
本
件
国
道
の

設
置
又
は
管
理
に
本
件
事
故
と
因
果
関
係
の
あ
る
瑕
疵
が

あ
っ
た
と
ま
で
は
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

静
岡
県
国
道
一号
単
車
転
倒
事
件

第
一審
判
決

ー

事
故
の
概
要

被
害
者
は
平
成
二
年
六
月
二
四
日
午
後
五
時
頃
、
自
動

二
輪
車
を
運
転
し
国
道
一
号
三
ツ
谷
バ
イ
パ
ス
を
箱
根
方

面
か
ら
三
島
方
面
に
向
け
進
行
中
何
ら
か
の
原
因
で
転
倒

し
対
向
車
線
に
進
入
し
た
と
こ
ろ
、
対
向
車
線
を
進
行
し

て
き
た
普
通
乗
用
自
動
車
に
衝
突
し
死
亡
し
た
。

2

裁
判
所
の
判
断

0
対
向
車
線
を
進
行
し
て
き
た
普
通
自
動
車
の
運
転
者
に

は
過
失
は
認
め
ら
れ
な
い
。

o
本
件
道
路
は
、
道
路
構
造
令
に
よ
れ
ば
三
種
二
級
に
区

分
さ
れ
る
道
路
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
か
ら
設
計

速
度
は
四
○
-
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
曲
線
半
径
が
八

〇
メ
ー
ト
ル
以
上
、
縦
断
勾
配
が
九
%
以
下
、
平
面
交

差
又
は
接
続
の
構
造
は
適
当
な
見
通
し
が
で
き
る
も
の

で
な
ら
な
け
れ
ば
な
い
と
こ
ろ
、
各
証
拠
に
よ
れ
ば
、

本
件
道
路
は
、
制
限
速
度
、
曲
線
半
径
、
縦
断
勾
配
及

び
平
面
交
差
又
は
接
続
の
い
ず
れ
の
点
に
つ
い
て
も
道

路
構
造
令
の
右
基
準
を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら

れ
る
。

0
次
に
各
証
拠
、
証
人
の
証
言
に
よ
れ
ば
、
本
件
道
路
は

降
雨
等
に
よ
り
路
面
が
湿
潤
し
な
い
限
り
七
0
-
八
〇

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
速
度
で
走
行
し
た
と
し
て
も
危
険
は

な
い
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

0
本
件
事
故
ま
で
に
起
こ
っ
た
事
故
を
検
証
す
る
と
年
間

二
件
に
な
る
が
そ
の
約
三
分
の
二
は
若
者
の
暴
走
行
為

に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

o
以
上
に
よ
れ
ば
本
件
道
路
は
、
自
動
車
の
運
転
者
が
こ

れ
を
常
識
的
な
方
法
で
利
用
す
る
と
の
前
提
に
立
つ
限

り
安
全
性
を
欠
く
も
の
で
は
な
い
と
言
え
る
か
ら
、
原

告
ら
の
主
張
す
る
本
件
道
路
の
設
計
な
い
し
設
置
上
の

瑕
疵
は
こ
れ
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

o
事
故
防
止
の
た
め
の
適
切
な
道
路
標
識
等
を
設
置
し
て

い
な
か
っ
た
こ
と
を
瑕
疵
と
主
張
し
て
い
る
が
、
こ
の

こ
と
を
も
っ
て
本
件
道
路
が
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を

欠
く
と
は
い
え
ず
、
し
た
が
っ
て
本
件
道
路
に
こ
の
点

で
設
置
又
は
管
理
の
瑕
疵
が
あ
る
と
言
う
こ
と
も
で
き

な
りい
。

控
訴
審
判
決

o
裁
判
所
の
判
断

当
裁
判
所
も
、
本
件
道
路
に
構
造
上
の
欠
陥
は
な
く
、

通
常
の
道
路
走
行
に
必
要
な
交
通
安
全
施
設
が
設
置
さ

れ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
、
こ
れ
に
つ
き
設
計
な
い
し
設

置
場
上
瑕
疵
や
道
路
管
理
上
の
瑕
疵
が
あ
る
と
は
認
め

ら
れ
な
い
と
判
断
す
る
。

上
告
審
判
決

(上
告
棄
却
)
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兵
庫
県
加
古
川
市
道
穴
ぼ
こ

ト
レ
ー
ラ
ー
横
転
事
件

1

事
故
の
概
要

平
成
三
年
七
月
一
六
日
午
前
九
時
ご
ろ
、
原
告
が
所
有

す
る
大
型
貨
物
自
動
車

(以
下
｢本
件
車
両
｣
と
い
う
。)

が
加
古
川
市
道
を
進
行
中
横
転
し
た

(以
下

｢本
件
横
転

事
故
｣
と
い
う
。)。

2

裁
判
所
の
判
断

(本
件
横
転
事
故
の
状
況
)

0
証
拠
に
よ
れ
ば
、
本
件
車
両
は
、
原
告
が
所
有
す
る
も

の
で
、
け
ん
引
車
で
あ
る
ト
ラ
ク
タ
ー
の
後
部
に
荷
台

部
分
で
あ
る
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
が
接
続
さ
れ
た
セ
ミ
ト

レ
ー
ラ
ー
連
結
車
で
あ
る
こ
と
、
原
告
の
従
業
員
で
あ

る
運
転
者
は
、
本
件
車
両
を
時
速
約
一
〇
キ
ロ
メ
ー
ト

ル
の
速
度
で
運
転
し
、
本
件
道
路
の
南
側
に
ト
ラ
ッ
ク

が
停
車
し
て
い
た
の
で
大
回
り
で
左
折
を
開
始
し
た
こ

と
、
本
件
車
両
は
、
車
体
が
半
分
く
ら
い
本
件
道
路
に

進
出
し
た
と
こ
ろ
で
、
ま
ず
前
部
の
ト
ラ
ク
タ
ー
が
左

側
に
傾
き
、
次
に
後
部
の
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
が
左
側
に

傾
き
、
そ
の
ま
ま
進
行
し
た
と
こ
ろ
、
今
度
は
右
側
に

傾
き
、
ま
ず
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
が
右
側
に
横
転
し
始
め
、

引
き
続
い
て
ト
ラ
ク
タ
ー
も
右
側
に
横
転
し
た
こ
と
、

本
件
車
両
は
、
ほ
と
ん
ど
左
折
を
完
了
し
直
進
状
態
と

な
り
、
左
折
を
開
始
し
た
地
点
か
ら
約
五
〇
メ
ー
ト
ル

進
行
し
た
地
点
で
右
側
に
横
転
し
た
こ
と
が
認
め
ら
れ

が
あ
っ
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
被
告
道
路
管
理
者
は
本

る
。

牛
I

>

1

1

土
ロ

ゞ

.

o
本
件
道
路
の
状
況
は
、
本
件
車
両
が
本
件
道
路
に
進
入

し
た
地
点
か
ら
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
東
の
横
転
し
た
地
点

ま
で
の
間
、
横
が
約
六
メ
ー
ト
ル
か
ら
約
二
メ
ー
ト
ル
、

縦
が
約
二
メ
ー
ト
ル
か
ら
約
三
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の

一
〇
個
の
穴
ぼ
こ
が
連
続
し
て
存
在
し
た
こ
と
、
右
の

各
穴
ぼ
こ
の
深
さ
は
約
二
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
か
ら
約

一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
っ
た
こ
と
、
本
件
横
転
事

故
が
発
生
し
た
当
時
は
、
本
件
道
路
に
は
雨
が
か
な
り

強
く
降
っ
て
お
り
、
路
面
に
は
一
面
に
水
が
溜
っ
た
状

況
で
あ
っ
た
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。

0
本
件
横
転
事
故
の
原
因
は
、
本
件
道
路
に
お
い
て
深
さ

約
二
○
-
一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
穴
ぼ
こ
が
左
右
に

連
続
し
て
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
本
件
車
両
の
ロ
ー
リ

ン
グ
現
象
を
引
き
起
こ
し
本
件
横
転
事
故
の
原
因
と
な

っ
た
も
の
と
推
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

0
各
証
拠
を
総
合
す
れ
ば
、
本
件
道
路
の
穴
ぼ
こ
の
存
在

と
本
件
横
転
事
故
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
あ
る

こ
と
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

(道
路
の
設
置
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
)

0
本
件
道
路
は
未
舗
装
の
道
路
で
あ
り
、
あ
る
程
度
の
で

こ
ぼ
こ
が
存
在
す
る
こ
と
は
許
容
さ
れ
る
も
の
と
い
え

る
が
、
本
件
道
路
に
は
約
五
〇
メ
ー
ト
ル
の
間
に
二
0

-

一
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
の
穴
ぼ
こ
が
一
〇
個

連
続
し
て
い
た
こ
と
、
付
近
の
工
場
か
ら
補
修
の
要
望

件
車
両
の
よ
う
な
セ
ミ
ト
レ
ー
ラ
ー
連
結
車
な
ど
の
特

殊
車
両
が
本
件
道
路
を
通
行
す
る
こ
と
を
予
想
し
道
路

の
安
全
を
確
保
す
べ
き
義
務
が
あ
っ
た
も
の
と
言
う
べ

き
で
あ
っ
て
、
本
件
道
路
は
、
そ
の
場
所
的
環
境
及
び

利
用
状
況
等
か
ら
す
れ
ば
、
通
常
有
す
べ
き
安
全
性
を

欠
い
て
い
た
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

兵
庫
県
尼
崎
市
道
自
転
車
水
路
転
落
事
件

ー

事
故
の
概
要

原
告
は
、
平
成
五
年
五
月
一
八
日
午
後
三

時
頃
、
尼

崎
市
道

(以
下

｢本
件
市
道
｣
と
い
う
。)
南
側
の
歩
道
部

分

(以
下

｢本
件
歩
道
部
分
｣
と
い
う
。)
を
、
自
転
車
を

運
転
し
な
が
ら
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
通
行
中
、
ペ
ダ
ル

を
踏
み
外
し
、
そ
の
た
め
自
転
車
が
よ
ろ
め
い
た
と
た
ん

に
、
本
件
歩
道
部
分
に
沿
っ
て
南
側
に
設
置
さ
れ
た
幅
及

び
深
さ
が
約
八
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
水
路

(以
下

｢本

件
水
路
｣
と
い
う
。)
に
、
自
転
車
も
ろ
と
も
転
落
し
て
顔

面
を
強
打
し
、
自
力
で
起
き
上
が
れ
な
い
ま
ま
、
翌
一
九

日
午
前
三
時
三
〇
分
こ
ろ
発
見
救
助
さ
れ
た

(こ
の
事
故

を
以
下

｢本
件
事
故
｣
と
い
う
。)。
原
告
は
、
本
件
事
故

に
よ
っ
て
、
頚
髄
損
傷
を
負
い
、
入
院
し
、
現
在
も
通
院

中
で
あ
る
。



2

裁
判
所
の
判
断

翁
双
置
管
理
の
瑕
疵
に
つ
い
て
)

0
本
件
市
道
は
、
東
西
に
ほ
ぼ
一
直
線
に
走
る
道
で
あ
り
、

本
件
歩
道
部
分
を
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
場

合
、
前
方
の
視
界
を
遮
る
も
の
は
存
在
し
な
い
。

0
本
件
歩
道
部
分
を
西
か
ら
東
に
向
か
っ
て
進
行
す
る
場

合
、
進
行
方
向
に
向
か
っ
て
左
手
、
即
ち
北
側
か
ら
順

に
、
①
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗
装
が
さ
れ
た
黒
色
の
本
件
車

道
部
分
②
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
南
側
に
緩
や
か
に
傾
斜

し
て
い
る
側
溝
③
本
件
車
道
部
分
の
路
肩
を
構
成
す
る

灰
色
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
④
ア
ス
フ
ァ
ル
ト
舗

装
が
さ
れ
た
黒
色
の
本
件
歩
道
部
分
⑤
コ
ン
ク
リ
ー
ト

製
で
U
字
型
の
本
件
水
路
が
接
し
て
い
る
。

0
本
件
歩
道
部
分
の
幅
員
に
、
右
部
分
と
接
す
る
本
件
水

路
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
の
厚
み
及
び
本
件
車
道
部
分

の
路
肩
を
構
成
す
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
ブ
ロ
ッ
ク
の
厚
み

を
加
算
す
る
と
、
そ
の
全
幅
員
は
二
･
一
〇
メ
ー
ト
ル

と
を
いる
。

0
本
件
横
断
歩
道
を
北
か
ら
南
に
渡
り
左
折
し
て
本
件
歩

道
部
分
に
入
る
箇
所
に
は
、
自
転
車
運
転
者
、
障
害
者

又
は
乳
母
車
を
押
し
な
が
ら
歩
行
す
る
者
等
の
便
宜
を

考
え
て
前
記
上
り
勾
配
の
ス
ロ
ー
プ

(以
下

｢本
件
ス

ロ
ー
プ
｣
と
い
う
。
)
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。

o
本
件
ス
ロ
ー
プ
を
上
り
切
っ
た
箇
所

(本
件
歩
道
部
分

の
内
側
)
に
、
植
樹
桝
が
存
在
す
る
。
こ
の
植
樹
桝
は

｢
コ
｣
の
字
型
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
製
で
、

コ
ン
ク
リ
ー

ト
部
分
の
厚
み
は
約
一
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

植
樹
桝
が
存
在
す
る
箇
所
に
お
い
て
は
、
本
件
歩
道
部

分
の
幅
員
は
挟
ま
っ
て
お
り
、
植
樹
桝
の
コ
ン
ク
リ
ー

ト
部
分
及
び
U
字
型
水
路
の
コ
ン
ク
リ
ー
ト
部
分
の
厚

み
を
加
算
し
て
も
、

一
･
0
七
メ
ー
ト
ル
し
か
な
い
。

0
本
件
歩
道
部
分
に
接
し
て
存
在
す
る
本
件
水
路
は
、
U

字
型
の
も
の
で
あ
る
が
、
植
樹
桝
付
近
に
お
け
る
そ
の

幅
は
最
上
部

(U
字
の
開
い
た
箇
所
)
で
も
っ
と
も
広

く
、
0
･
七
三
メ
ー
ト
ル
で
あ
り
、
最
低
部
で
最
も
狭

く
○

･
四
三
メ
ー
ト
ル
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、
植
樹

桝
付
近
に
お
け
る
本
件
水
路
の
深
さ
は
○
･
七
メ
ー
ト

ル
で
あ
る
。

0
本
件
事
故
当
時
、
本
件
歩
道
部
分
と
本
件
水
路
と
が
接

す
る
部
分
に
、
歩
行
者
等
の
水
路
へ
の
転
落
を
防
止
す

る
た
め
の
柵
等
の
施
設
は
設
け
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。

ま
た
、
本
件
水
路
に
は
、
蓋
も
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。

0
本
件
事
故
現
場
付
近
で
最
も
近
く
に
あ
る
常
設
の
街
灯

は
、
本
件
車
道
部
分
を
挟
ん
で
反
対
側
の
歩
道
上
に
存

在
す
る
も
の
で
あ
り
、
本
件
歩
道
側
に
常
設
の
街
灯
は

な
か
っ
た
。

0
本
件
事
故
は
午
後
一
一
時
頃
に
発
生
し
た
も
の
で
あ
り
、

し
か
も
、
こ
の
時
刻
に
は
診
療
所
の
電
光
式
看
板
は
消

灯
さ
れ
て
い
た
と
推
認
さ
れ
る
と
と
も
に
、
常
設
の
街

灯
は
本
件
車
道
部
分
を
挟
ん
だ
反
対
側
の
歩
道
に
存
在

し
て
い
た
の
み
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
事
情
を
も
勘
案

す
れ
ば
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
事
故
現
場
付
近
は
か

な
り
暗
く
、
見
通
し
は
決
し
て
良
好
で
は
な
か
っ
た
と

い
う
べ
き
で
あ
る
。

o
植
樹
桝
付
近
の
本
件
歩
道
部
分
は
、
自
転
車
で
通
行
す

る
者
に
と
っ
て
、
必
ず
し
も
十
分
な
幅
員
が
確
保
さ
れ

て
い
た
も
の
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
。

o
本
件
水
路
の
危
険
性
に
つ
い
て
は
前
認
定
の
と
お
り
、

原
告
は
、
本
件
水
路
に
転
落
し
た
際
、
動
か
す
こ
と
が

で
き
た
の
は
自
ら
の
頚
部
だ
け
で
あ
り
、
自
力
で
起
き

上
が
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
仮
に

満
水
の
時
期
に
本
件
事
故
が
発
生
し
て
い
た
と
す
る
と
、

原
告
が
溺
死
す
る
危
険
性
す
ら
存
在
し
た
も
の
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

o
道
路
管
理
者
に
お
け
る
本
件
事
故
の
予
測
可
能
性
に
つ

い
て
は
、
原
告
の
飲
酒
や
本
件
事
故
現
場
付
近
に
お
い

て
、
本
件
歩
道
部
分
の
通
行
者
が
本
件
水
路
に
転
落
し

た
事
故
が
あ
っ
た
旨
の
報
告
が
さ
れ
た
こ
と
は
本
件
事

故
を
除
い
て
は
存
在
し
な
い
こ
と
等
に
よ
れ
ば
、
本
件

事
故
の
発
生
原
因
と
し
て
は
、
原
告
の
落
ち
度
も
相
当

に
重
視
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
本
件
事
故
は
、
そ
の

頻
繁
な
発
生
が
予
測
さ
れ
る
種
類
の
事
故
で
は
な
か
っ

た
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

0
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
事
故
当
時
、
本
件
歩
道
部
分
は

自
転
車
に
よ
る
通
行
が
許
さ
れ
て
い
る
場
合
で
あ
っ
た

上
、
夜
間
上
り
勾
配
の
本
件
ス
ロ
ー
プ
を
自
転
車
を
運

転
し
な
が
ら
上
る
場
合
、
自
転
車
の
減
速
及
び
こ
れ
に

よ
る
前
照
灯
の
減
衰
に
対
処
す
る
た
め
、
運
転
者
が
い
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わ
ゆ
る

｢立
ち
こ
ぎ
｣
を
行
う
こ
と
が
あ
り
う
る
こ
と

酊
の
う
え
自
転
車
を
運
転
し
、
し
か
も
ペ
ダ
ル
か
ら
足
を

は
、
安
易
に
推
測
さ
れ
得
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

踏
み
外
す
と
い
う
初
歩
的
な
過
失
が
極
め
て
大
き
な
関
与

加
え
て
、
夜
間
飲
酒
酩
酊
し
た
者
が
自
転
車
を
運
転
す

を
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
で
あ
る
。
よ
っ
て
損
害
額
の
六

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
り
、

分
の
五
を
過
失
相
殺
す
る
。

加
え
て
、
夜
間
飲
酒
酩
酊
し
た
者
が
自
転
車
を
運
転
す

る
こ
と
が
あ
る
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
た
事
実
で
あ
り
、

ま
た

｢立
ち
こ
ぎ
｣
を
し
て
い
る
自
転
車
運
転
者
が
、

ペ
ダ
ル
を
踏
み
外
し
て
よ
ろ
め
く
と
い
う
事
態
も
、
経

験
則
に
照
ら
し
た
稀
有
の
も
の
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ

ら
の
事
情
を
総
合
考
慮
す
る
と
、
飲
酒
酩
酊
し
た
自
転

車
運
転
者
が
本
件
歩
道
部
分
を
通
行
し
よ
う
と
し
て
、

本
件
ス
ロ
ー
プ
を

｢立
ち
こ
ぎ
｣
に
よ
っ
て
上
り
、
そ

の
際
に
ペ
ダ
ル
を
踏
み
外
し
て
よ
ろ
め
く
可
能
性
が
あ

る
こ
と
は
、
被
告
に
お
い
て
予
見
す
る
こ
と
が
可
能
で

あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

(ま
と
め
)

本
件
事
故
の
発
生
に
つ
き
原
告
の
落
度
が
寄
与
し
て
い

る
と
し
て
も
、
右
落
度
が
被
告
に
と
っ
て
予
測
し
え
な
い

も
の
と
ま
で
は
い
え
な
い
と
は
概
に
判
示
し
た
と
こ
ろ
か

ら
明
ら
か
で
あ
っ
て
、
本
件
歩
道
部
分
の
設
置
･
管
理
の

瑕
疵
と
本
件
事
故
、
ひ
い
て
は
原
告
の
損
害
の
発
生
と
の

間
に
相
当
因
果
関
係
が
あ
る
こ
と
も
ま
た
明
ら
か
で
あ
る
。

そ
う
す
る
と
、
被
告
は
、
国
家
賠
償
法
二
条
に
基
づ
き
、

本
件
事
故
に
よ
り
原
告
に
生
じ
た
損
害
を
賠
償
す
べ
き
責

任
が
あ
る
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

3

過
失
相
殺

本
件
事
故
の
発
生
に
つ
い
て
は
、
原
告
が
夜
間
飲
酒
酩

札
幌
市
道
往
来
妨
害
事
件
(刑
事
事
件
)

(道
路
上
に
障
害
物
を
置
い
て
通
行
を
妨
害
し
た
者
が
罰

せ
ら
れ
た
事
件
)

[第
一審
判
決
]

(主
文
)

被
告
人
を
懲
役

一
年
に
処
す
る
。

こ
の
裁
判
確
定
の
日
か
ら
三
年
間
刑
の
執
行
を
猶
予
す

る
し0訴

訟
費
用
は
全
部
被
告
人
の
負
担
と
す
る
。

(理
由
)

犯
罪
事
実

第
一

被
告
人
は
、
平
成
三
年
一
〇
月
一
七
日
、
札
幌

市
道
上
に
お
い
て
、
道
路
の
緑
石
八
本
を
剥
離
し
て
、

み
だ
り
に
道
路
を
損
壊
す
る
と
と
も
に
、
右
道
路
上

に
剥
離
し
た
右
緑
石
八
本
、
自
動
車
タ
イ
ヤ
六
本
及

び
立
て
看
板
二
枚
等
を
障
害
物
と
し
て
置
い
て
、
陸

路
を
ふ
さ
ぎ
、
往
来
の
妨
害
を
生
じ
さ
せ
た
。

第
二

被
告
人
は
、
平
成
五
年
五
月
二
三
日
、
札
幌
市

道

(第
一
と
別
の
路
線
)
上
に
お
い
て
、
道
路
の
縁

･
石
二
本
を
剥
離
し
て
、
み
だ
り
に
道
路
を
損
壊
し
た
。

弁
護
人
の
主
張
･

弁
護
人
は
、
判
示
第
一
の
犯
行
に
つ
い
て
、
当
該
市
道

の
道
路
敷
は
被
告
人
の
所
有
す
る
土
地
の
一
部
で
あ
り
、

判
示
第
二
の
犯
行
に
つ
い
て
も
、
当
該
道
路
敷
は
被
告
人

の
所
有
部
分
で
あ
る
か
ら
、
い
ず
れ
の
道
路
供
用
開
始
行

為
も
無
効
で
あ
り
、
本
件
各
道
路
は
道
路
法
所
定
の

｢道

路
｣
に
該
当
せ
ず
、
ま
た
、
判
示
第
一
の
往
来
妨
害
行
為

は
被
告
人
の
土
地
所
有
権
に
対
す
る
札
幌
市
の
侵
害
に
対

し
て
正
当
防
衛
若
し
く
は
緊
急
避
難
と
し
て
な
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
か
ら
、
被
告
人
は
い
ず
れ
の
行
為
に
つ
い
て
も

無
罪
で
あ
る
旨
主
張
し
、
被
告
人
も
こ
れ
に
沿
っ
た
事
実

関
係
を
供
述
す
る
の
で
、
以
下
に
検
討
す
る
。

(敷
地
の
問
題
及
び
道
路
法
違
反
に
つ
い
て
)

各
証
拠
を
総
合
す
れ
ば
、
本
件
各
道
路
の
道
路
敷
は
市

道
の
区
域
決
定
を
さ
れ
た
地
番
の
位
置
に
あ
り
、
札
幌
市

が
そ
れ
ら
の
土
地
の
利
用
権
原
を
取
得
し
て
い
た
こ
と
に

つ
い
て
合
理
的
な
疑
い
を
差
し
挟
む
余
地
は
な
く
、
有
効

な
道
路
供
用
開
始
行
為
が
あ
っ
た
と
い
う
べ
き
で
あ
る
か

ら
、
被
告
人
に
道
路
法
第
九
九
条
所
定
の
罪
が
成
立
す
る

こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

(正
当
防
衛
若
し
く
は
緊
急
避
難
の
主
張
に
つ
い
て
)

往
来
妨
害
行
為
に
つ
い
て
は
、
前
記
に
と
お
り
被
告
人

の
土
地
所
有
権
が
及
ん
で
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、

し
た
が
っ
て
こ
れ
に
対
す
る
急
迫
不
正
の
侵
害
も
、
現
在

の
危
険
も
と
も
に
認
め
ら
れ
な
い
か
ら
、
正
当
防
衛
も
緊

急
避
難
も
い
ず
れ
も
成
立
し
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
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量
刑
の
事
情

そ
の
動
機
は
、
い
ず
れ
も
自
己
の
主
張
と
見
解
を
異
に

す
る
札
幌
市
等
の
対
応
に
業
を
煮
や
し
た
被
告
人
が
、
民

事
訴
訟
に
よ
る
解
決
は
困
難
で
あ
る
と
し
、
物
理
的
な
実

力
行
動
に
出
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
時
間
と
費
用
の
か
か
ら

な
い
刑
事
訴
訟
の
場
で
境
界
線
の
公
権
的
な
確
認
を
求
め

よ
う
と
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
法
治
国
家
の
根
本

に
か
か
わ
る
誠
に
身
勝
手
か
つ
反
社
会
的
な
も
の
と
い
わ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

犯
行
態
様
は
、
判
示
第
一
に
つ
い
て
は
、
パ
ー
ル
を
用

い
て
緑
石
を
剥
離
す
る
な
ど
し
て
道
路
を
損
壊
す
る
と
と

も
に
、自
己
所
有
地
で
あ
る
旨
の
看
板
を
立
て
、タ
イ
ヤ
･

鉄
材
等
を
用
い
て
、
道
路
を
封
鎖
し
た
も
の
で
あ
り
、
ま

た
、
判
示
第
二
に
つ
い
て
は
、
業
者
に
重
機
の
レ
ン
タ
ル

を
断
ら
れ
る
や
、
自
費
で
購
入
し
た
重
機
を
用
い
て
緑
石

を
剥
離
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
交
通
上
の
安
全
や
支
障
を

も
顧
み
な
い
、
大
胆
か
つ
執
拗
な
犯
行
と
い
う
ほ
か
な
い
。

道
路
の
損
壊
自
体
が
異
例
か
つ
重
大
で
あ
る
上
、
右
各
犯

行
後
は
道
路
を
損
壊
し
た
ま
ま
放
置
し
、
道
路
管
理
者
た

る
札
幌
市
に
相
応
の
復
旧
費
用
の
支
出
を
余
儀
な
く
さ
せ

る
な
ど
、
同
市
に
与
え
た
経
済
的
な
損
害
も
少
な
く
な
い

と
こ
ろ
、
今
な
お
そ
の
費
用
償
還
請
求
に
も
応
じ
て
い
な

い
の
も
遺
憾
で
あ
る
。
加
え
て
、
同
種
前
歴
を
有
す
る
こ

と
等
を
も
考
慮
す
る
と
、
そ
の
犯
情
は
芳
し
く
な
く
、
被

告
人
の
刑
事
責
任
は
少
な
か
ら
ず
重
い
と
い
う
べ
き
で
あ

る
%

し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
犯
行
に
つ
い
て
も
通
行
車

両
等
の
交
通
事
故
を
惹
起
す
る
よ
う
な
最
悪
の
事
態
に
は

至
ら
な
か
っ
た
こ
と
、
被
告
人
は
、
関
係
機
関
に
働
き
か

け
て
も
本
件
土
地
所
有
権
を
め
ぐ
る
紛
争
の
抜
本
的
解
決

に
尽
力
し
て
く
れ
る
者
を
見
出
せ
ず
、
そ
れ
な
り
に
追
い

詰
め
ら
れ
て
自
力
救
済
的
に
各
犯
行
に
出
た
も
の
で
、
そ

の
経
緯
に
は
同
情
の
余
地
が
な
い
と
ま
で
は
い
え
な
い
こ

と
、
道
路
を
破
壊
し
て
迷
惑
を
か
け
た
こ
と
自
体
に
は
反

省
の
態
度
を
示
し
て
い
る
こ
と
、
前
科
は
な
い
こ
と
、
そ

の
他
被
告
人
の
年
齢
等
被
告
人
の
た
め
に
酌
む
べ
き
事
情

も
存
す
る
の
で
、
社
会
内
で
自
力
更
生
の
機
会
を
与
え
る

こ
と
と
し
た
次
第
で
あ
る
。

[控
訴
審
判
決
]

(主
文
)

控
訴
棄
却

(理
由
)

ま
ず
、
道
路
法
に
い
う
道
略
は
、
道
路
と
し
て
の
形
状

を
有
し
、
供
用
開
始
に
至
る
ま
で
の
手
続
き
が
瑕
疵
な
く

な
さ
れ
て
い
れ
ば
足
り
る
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
そ
の
道

路
敷
の
所
有
関
係
を
問
わ
な
い
と
解
さ
れ
る
。
し
た
が
っ

て
、
仮
に
、
弁
護
人
の
所
論
の
と
お
り
本
件
係
争
地
が
被

告
人
の
所
有
で
あ
る
と
し
て
も
、
そ
れ
が
道
路
法
に
い
う

道
路
に
当
た
ら
な
い
と
は
い
え
ず
、
そ
れ
を
損
壊
す
れ
ば

道
路
法
第
九
九
条
に
当
た
り
、
現
実
に
道
路
と
し
て
使
用

さ
れ
て
い
る
以
上
、
原
判
示
第
一
の
往
来
の
妨
害
を
生
じ

J 6 道行セ 97.1

さ
せ
た
行
為
は
往
来
妨
害
罪
に
当
た
る
と
い
う
べ
き
で
あ

る
が
、
一
応
、
そ
の
点
を
さ
て
お
く
と
し
て
、
記
録
及
び

証
拠
物
を
調
査
し
、
当
審
に
お
け
る
事
実
取
り
調
べ
の
結

果
を
も
併
せ
て
検
討
す
る
と
、
原
判
示
第
一
及
び
原
判
事

第
二
の
各
事
実
を
優
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
原
判
決
が

説
示
す
る
と
こ
ろ
は
す
べ
て
相
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

そ
し
て
、
往
来
妨
害
に
つ
い
て
、
正
当
防
衛
及
び
緊
急

避
難
の
成
否
を
検
討
す
る
と
、
こ
れ
ま
で
説
示
し
た
と
お

り
、
そ
も
そ
も
、
被
告
人
に
は
本
件
係
争
地
に
つ
い
て
所

有
権
が
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
こ

れ
に
対
す
る
侵
害
も
危
難
も
認
め
ら
れ
な
い
上
、
本
件
各

道
路
の
設
置
行
為
自
体
は
本
件
各
犯
行
の
相
当
前
に
な
さ

れ
て
い
る
こ
と
は
関
係
証
拠
上
明
ら
か
で
、
被
告
人
は
、

本
件
係
争
地
の
所
有
権
を
め
ぐ
る
札
幌
市
と
の
紛
争
を
解

決
す
る
手
段
と
し
て
本
件
各
犯
行
に
及
ん
だ
と
い
う
の
で

あ
る
か
ら
、
侵
害
の
急
迫
性
も
危
難
の
現
在
性
も
と
も
に

認
め
ら
れ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
正
当
防
衛
及
び
緊
急
避

難
が
い
ず
れ
も
成
立
し
な
い
と
し
た
原
判
決
の
認
定
･
判

断
は
相
当
で
あ
る
。



『キ
ッ
ク
オ
フ
e
レ
ポ
ー
ト
』
に

寄
せ
ら
れ
た
意
見
の
と
り
ま
と
め
概
要

21
世
紀
の
み
ち
を
考
え
る
委
員
会

応
募
者
の
内
訳
を
見
て
み
る
と
、
男
性
が
全
体
の
約
七

割
、
女
性
が
約
二
割
で
し
た
。
ま
た
、
年
齢
別
で
は
四
〇

才
代
の
方
が
最
も
多
く
、
次
い
で
二
〇
才
代
、
そ
し
て
三

〇
才
と
五
〇
才
代
が
ほ
ぼ
同
じ
割
合
で
続
い
て
い
ま
す
。

こ
れ
を
総
人
ロ
に
占
め
る
割
合
と
比
較
し
て
み
る
と
、
四

○
才
代
と
二
○
才
代
の
応
募
が
多
か
っ
た
こ
と
に
な
り
ま

す
。
さ
ら
に
、
地
域
別
で
見
て
み
る
と
、
九
州
、
関
東
の

応
募
者
が
多
く
、
人
口
分
布
と
照
ら
し
て
み
る
と
九
州
、

北
海
道
の
応
募
が
活
発
で
し
た

(図
1
)。

な
お
、
最
高
齢
の
応
募
者
は
福
島
県
の
男
性
で
九
〇
才

の
方
、
最
年
少
の
応
募
者
は
八
才
の
方

(複
数
)
で
し
た
。

ポート｣の

一
は
じ
め
に

｢キ
ッ
ク
オ
フ
･
レ
ポ
ー
ト
｣
を
活
用
し
て
、
各
界
各
層

の
皆
さ
ん
に
こ
れ
か
ら
の
道
づ
く
り
の
方
向
性
に
つ
い
て

幅
広
く
意
見
･
提
案
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
全
国
の
約
三

万
五
、
0
0
0
人
の
方
々
か
ら
、
一
一
万
件
を
超
え
る
意

見

･
提
案
を
寄
せ
て
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

本
稿
で
は
、
い
た
だ
い
た
意
見
を
と
り
ま
と
め
た

｢ボ

イ
ス
･
レ
ポ
ー
ト
｣
の
概
要
を
紹
介
し
ま
す
。

二

応
募
総
数
と
応
募
者
の
ブ
□
フ
ィ
ー
ル

北
は
北
海
道
か
ら
南
は
沖
縄
ま
で
、
全
国
各
地
か
ら
多

く
の
方
々
の
*主
愚
見
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
応
募
者
の

総
数
は
、
実
に
三
万
五
、
六
七
四
人
で
、
意
見
の
数
は
一

一
万
三
、
三

一
六
件
に
の
ぼ
っ
て
い
ま
す
。

三

テ
ー
マ
別
の
応
募
状
況

｢キ
ッ
ク
オ
フ
･
レ
ポ
ー
ト
｣
で
は
、
重
要
な

一
二
の
テ

i
マ

(表
1
)
を
設
定
し
ま
し
た
。

取
り
上
げ
ら
れ
た

テ
ー
マ
の
割
合
を
見
て
み
る
と
、
テ
ー
マ
2
の

｢渋
滞
の

解
消
｣
が
四
四

･
二
%
、
テ
ー
マ
1
の

｢く
ら
し
と
道
の

か
か
わ
り
｣
が
四
一
･
一
%
、
テ
ー
マ
5
の

｢交
通
安
全

の
確
保
｣
が
三
六
･
一
%
と
多
く
、
こ
の
三
つ
の
テ
ー
マ

　

　

　

成

通

能

,

り

性

形

交

機

,

く

便

保

意

と

と

の

づ

利

確

合

術

方

道

消

道

と

の

と

技

い

と

解

と

境

全

り

信

使

し

の

地

環

安

く

通

の

ら

滞

街

活

通

づ

報

土

く

渋

市

生

交

道

半自

国

テーマ 9 地域づくりと生活サービス

テーマ10 高速道路の料金と道路整備

テーマ11 道路空間の使い方

テーマ12 民間と行政の役割分担

テーマ 5 交通安全の確保

テーマ 6 道づくりと合意形成

テーマ 7 情報通信技術と交通

、
テ

｢
,
の12
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へ
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
ま
し
た

(図
2
)
。

性
別
で
見
て
み
る
と
、
男
性
で
は
テ
ー
マ
2
の

｢渋
滞

の
解
消
｣
が
四
五
･
七
%
、
女
性
で
は
テ
ー
マ
1
の

｢く

ら
し
と
道
の
か
か
わ
り
｣
が
四
三
･
二
%
と
最
も
多
く
な

っ
て
お
り
、
関
心
の
あ
る
テ
ー
マ
が
や
や
異
な
っ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
年
齢
別
で
見
て
み
る
と
、
テ
ー
マ
2
の

｢渋

滞
の
解
消
｣
は
全
般
に
関
心
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
が
、

特
に
二
○
才
代
で
五
一
･
五
%
と
顕
著
で
し
た
。
さ
ら
に
、

テ
ー
マ
1
の
｢く
ら
し
と
道
の
か
か
わ
り
｣
、
テ
ー
マ
6
の

｢道
づ
く
り
と
合
意
形
成
｣
に
つ
い
て
は
、
五
〇
才
代
の
関

心
が
高
く
な
っ
て
い
ま
す
。

◎地域別の割合
40(% )

◎業種別の割合

人
合

條

　
　

　　

　

　
　

　

　
　癈

　

　
　

2

繊
麗

卸

389%

入
会

　

　
　

　　

　
　

　
　　　

　
　
　

0~19才 20~芻才 30~約才 40~49才 6O~59er 60~69才3.7
未記入

1 8 , i6お 鷲β " -8あ ん138 ; = J ; # 1u

e男女の割合

◎年代別の割合

四

テ
ー
マ
別
の
意
見
の
分
析

図 1 応募者のプロフィール

い
た
だ
い
た
意
見
は
、
各
テ
ー
マ
別
に
ま
と
め
る
こ
と

と
し
ま
し
た
。
具
体
的
に
は
、
い
た
だ
い
た
意
見
の
内
容

を

｢
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
｣
と

｢
こ
れ
か
ら
の
施
策
･
対

策
｣
に
分
類
し
て
、
カ
テ
ゴ
ラ
イ
ズ

(
コ
ー
デ
ィ
ン
グ
)

し
て
い
ま
す
。
な
お
、
テ
ー
マ
番
号
の
指
定
が
な
い
場
合

で
も
、
そ
の
内
容
か
ら
テ
ー
マ
が
特
定
さ
れ
る
も
の
に
つ

い
て
は
、
あ
わ
せ
て
集
計
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
各
テ
ー
マ
別
の
分
析
に
お
い
て
記
述
し
て
い
る

パ
ー
セ
ン
テ
ー
ジ
は
、
各
テ
ー
マ
ご
と
の
回
答
者
数
の
対

鋭

す
る
割
合
で
あ
る
と
と
も
に
、
具
体
的
な
記
述
の
あ
っ
た

セ行

意
見
の
み
を
対
象
と
し
て
い
ま
す
(｢キ
ッ
ク
オ
フ
･
レ
ポ

道

ー
ト
｣
に
示
さ
れ
た
参
考
意
見
へ
の
賛
意
の
み
を
示
し
た

刃

意
見
は
対
象
と
な

っ
て
い
ま
せ
ん
)
。
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図 2 テーマ別の応募率

1

テ
ー
マ
ー

く
ら
し
と
道
の
か
か
わ
り

生
活
ス
タ
イ
ル
の
変
化
、
社
会
構
造
の
変
化
に
対
応
し

て
、
こ
れ
か
ら
の
道
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
問
い
か
け
た

テ
ー
マ
1

｢く
ら
し
と
道
の
か
か
わ
り
｣
で
は
、
こ
れ
か

ら
の
方
向
性
と
し
て
、
｢人
(歩
行
者
)中
心
の
道
づ
く
り
｣

｢高
齢
者
対
応
の
道
づ
く
り
｣
｢交
通
弱
者
に
配
慮
し
た
道

づ
く
り
｣
に
つ
い
て
触
れ
た
人
が
合
計
三
八
%

ら
れ
た

発
易

た

◎これからの方向性

,門人(歩行音〉中心の造づくりに)

';◆!高齢者対応の}嚢づくり(A)

クルマで走りやすい渡づくり(A)

"ゞ交邊弱者に配慮した武づくり

自然{覇洩J禎球蝉駒評愛しい鐵づくり(D)
地j酸のくらしにあった遜つぐX E}

クルマを使わないようにすべき、がまんすべき(D)
レジャー、買物目的のクルマ利用に

対応する道づくり(8)
新しい道路盤【巍は最小限でよい(D)

(休日の)渋滞を戴うす巍づくり街)
自転車に配慮した道づくり
(自転車が遂行しやすい題)

周辺環境、立熾条件‘は“落した遺づくり
遺婿の役鏡,目的に応じたきめ細かな道づくり

高速遺襁のネントワークをより売築させることが大切

團織fヒに対応した籏づくり(F〕

公共交邊穣関の活用が大切

戦惣迫#森産婆;轍の整備をより充実させるべき

身のまわりの鴫籤轆麩鰐鱒封 れo

、産婆;轍の整備をより充実させるべき 1‐0

雷に強い造つG j o.9

}疲謎を解消すべき 09

長期展望に立った蝋蹄笈f園を立てるべき 0、8

図 3 テーマ 1の意見内容の分析

轉総 計7.3

訝禍5‐0

　　　　　 　　　

　　　　　　 　　　　

れ2 名7 計39

〇‐4 2‐9 計3.3

◎これからの施策、対策
0

亀婦わかりやすい態館
髄切なドライバーの陦鴻X A)

'絹漉を広く(A)

鳴物道端の段差やでこぼこをなくす(C)

ら緩歩す貰の傾を広くずるくq

i:"2歩道の整備-橇煤

!麹バイパス整備、環状道蹄整備網)

緘気自動車の開発④)

蔓3地元･特定地域での高進道路整鰯("

華4行き先案内の充実(B)

自転車レーンの随保

　　　　　　　　　

ポケットパーク、道の鞠など施設の充実

空港、農務へのアクセス道路の塾鱒帯)

↑国外国人にもわかりやすい-繋輯(F)

':‘3地元･特定!副戎での道路整鱒

-!鬱散拂ができるような公園的擬錠露歩頑の麓鮪

薄4(見え{にくい=斑銭や億号を見やすく

戦車嶋の充実

""過疎地/山岡婚の追鰡塾鱒

公共交邇媛邱の料金やダイヤの見直し

、計76

計6‐9

　　　　

26 2‐9訃56

25

23

2,3

0.6 1‐7計a3

　　　　　　　　　

2d【ラリ　　　　　　
　　　 　　　
　　
　
　　　　　　　

計=‐7

計=‐f

　　　　　　　　　　　　　　　
軸この慰児に閲する
肉体的森野正があったもの

国AへFさんの豊算に封還走示し、この慰窺の鉾定とみなせるもの
(A)~(Fig辱群意見として
褶介したAへFきんの考え方
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こ
と
か
ら
、
人
中
心
の
考
え
方
が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る

と
い
え
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
｢歩

道
の
整
備
･
確
保
｣
｢歩
道
の
幅
を
広
く
｣な
ど
の
歩
行
者

関
連
の
施
策
を
あ
げ
る
人
が
多
い

(合
計
約
二
六
%
)
こ

と
と
あ
わ
せ
て
、
｢道
を
広
く
｣
｢バ
イ
パ
ス
整
備
、
環
状

道
路
整
備
｣
｢高
速
道
路
整
備
｣と
い
っ
た
一
層
の
道
路
整

備
を
求
め
る
声

(合
計
約
一
九
%
)
や

｢わ
か
り
や
す
い

標
識
(適
切
な
ド
ラ
イ
バ
ー
の
誘
導
)｣
な
ど
を
求
め
る
声

大
口計
約
一
五
%
)も
強
く
、
走
り
や
す
い
道
や
使
い
や
す

い
道
へ
大
き
な
期
待
が
寄
せ
ら
れ
て
い
ま
す

(図
3
)。

2

テ
ー
マ
2

渋
滞
の
解
消

渋
滞
の
な
い
街
を
実
現
す
る
た
め
に
ク
ル
マ
の
使
い
方

は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
問
い
か
け
た
テ
ー
マ
2

｢渋
滞
の

解
消
｣で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
、
｢
ク
ル
マ
の

使
い
方
を
工
夫
す
べ
き
｣
と
す
る
人
と

｢道
路
整
備
に
よ

る
対
応
｣
を
求
め
る
人
が
そ
れ
ぞ
れ
約
八
%
ず
つ
見
ら
れ

る
と
と
も
に
、
｢公
共
交
通
機
関
の
活
用
が
大
切
｣と
す
る

人
も
約
六
%
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
こ
れ

か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
｢右
折
レ
ー
ン
の
設
置
、

交
差
点
の
工
夫
｣
を
は
じ
め

｢バ
イ
パ
ス
整
備
、
環
状
道

路
整
備
｣
な
ど
道
路
整
備
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
と
す
る

意
見
が
合
計
約
三
九
%
、
｢公
共
交
通
機
関
の
料
金
や
ダ
イ

ヤ
の
見
直
し
｣
｢公
共
交
通
機
関
の
整
備
｣な
ど
公
共
交
通

機
関
の
活
用
に
よ
っ
て
対
応
す
べ
き
と
す
る
意
見
が
合
計

約
二
五
%
見
ら
れ
、
渋
滞
解
消
の
た
め
に
は
、
道
路
整
備

で
の
対
応
と
、
バ
ス
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
の
活
用
が
求

め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
｢市
街
地
へ
の
マ
イ

カ
ー
乗
り
入
れ
規
制
｣
｢時
差
出
勤
、
フ
レ
ッ
ク
ス
タ
イ
ム

に
よ
る
通
行
量
平
準
化
｣
な
ど
ク
ル
マ
の
使
い
方
の
工
夫

で
の
対
応
を
あ
げ
る
人
は
合
計
約
一
四
%
、
｢駐
車
場
の
充

実
｣
｢駐
車
違
反
の
取
締
り
強
化
｣な
ど
、
路
上
駐
車
対
策

を
あ
げ
る
人
は
約
二
○
%
と
多
く
見
ら
れ
ま
す
(図
4
)。

3

テ
ー
マ
3

市
街
地
と
道
づ
く
り

ま
ち
を
安
全
で
住
み
や
す
く
す
る
た
め
に
、
身
の
回
り

の
道
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
を
問
い
か
け
た
テ
ー
マ
3

｢市

街
地
と
道
づ
く
り
｣
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
、

｢街
づ
く
り
の
視
点
に
立
っ
た
道
路
整
備
が
大
切
｣｢人
(歩

行
者
)
中
心
の
道
づ
く
り
｣
と
す
る
意
見
が
約
一
一
%
、

｢住
民
と
行
政
が
一
緒
に
考
え
る
べ
き
、住
民
が
参
加
し
、

話
し
合
う
べ
き
｣
｢住
民
の
意
見
を
取
り
入
れ
な
が
ら
道
づ

く
り
を
進
め
る
べ
き
｣
｢住
民
の
主
導
で
身
の
回
り
の
道
の

整
備
を
進
め
る
べ
き
｣
な
ど
、
住
民
と
行
政
の
協
力
を
求

め
る
意
見
が
約
一
○
%
と
多
く
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
こ
れ

か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
｢道
を
広
く
』
｢土
地
区

画
整
理
を
活
用
し
て
道
路
整
備
｣
｢家
屋
を
移
転
し
て
で
も

道
を
ひ
ろ
げ
る
｣
｢バ
イ
パ
ス
整
備
、
環
状
道
路
整
備
｣な

ど
、
道
路
整
備
を
求
め
る
意
見
が
合
計
約
三
三
%
と
多
く

見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
｢歩
道
の
整
備
･
確
保
｣
｢
ハ
ン
プ
、

狭
さ
く
等
に
よ
る
歩
行
者
優
先
の
道
路
｣
と
い
っ
た
よ
う

に
、
身
の
回
り
の
道
の
整
備
に
つ
い
て
施
策
を
具
体
的
に

示
し
た
意
見
が
合
計
約
一
九
%
、
｢
一
方
通
行
、
進
入
禁
止

な
ど
通
行
車
の
規
制
｣
な
ど
自
動
車
等
の
規
制
を
求
め
る

意
見
が
合
計
約
一
二
%
あ
り
ま
し
た

(図
5
)。

4

テ
ー
マ
4

生
活
環
境
と
利
便
性

幹
線
道
路
沿
い
で
の
く
ら
し
や
す
い
住
環
境
を
実
現
す

る
に
は
ど
う
す
べ
き
か
を
問
い
か
け
た
テ
ー
マ
4

｢生
活

環
境
と
利
便
性
｣
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
、

｢自
然
環
境
、
地
球
環
境
に
優
し
い
道
づ
く
り
｣
｢沿
道
環

境
に
優
し
い
道
づ
く
り
｣
｢周
辺
環
境
、
立
地
条
件
に
対
応

し
た
道
づ
く
り
｣
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
環
境
に
配
慮
し
た
道

路
整
備
を
求
め
る
人
が
約
八
%
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、｢通

過
交
通
を
減
ら
す
道
づ
く
り
｣
を
求
め
る
意
見
も
約
三
%

あ
り
ま
し
た
。
ま
た
、
こ
れ
か
ら
の
施
策
対
策
と
し
て
は
、

｢バ
イ
パ
ス
整
備
、
環
状
道
路
整
備
｣な
ど
が
必
要
だ
と
考

え
て
い
る
人
が
約
一
三
%
、
｢環
境
対
策
の
た
め
の
道
路
構

造
面
で
の
工
夫
｣
｢グ
リ
ー
ン
ベ
ル
ト
･
中
央
分
離
緑
地
の

設
置
｣
な
ど
、
道
路
構
造
面
で
の
工
夫
を
含
め
た
道
路
整

備
を
求
め
る
人
が
約
二
0
%
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
基
本
的

に
は
道
路
整
備
で
の
対
応
と
い
う
意
見
が
多
く
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
れ
と
あ
わ
せ
て
、
｢沿
道
地
域
の
土
地
利
用
を
規

制
｣
な
ど
を
求
め
る
意
見

(約
二
一
%
)
や

｢大
型
車
な

ど
の
通
行
を
規
制
(市
街
地
通
行
、
夜
間
通
行
な
ど
)｣
｢大

型
車
と
普
通
車
の
通
行
を
区
分
｣
｢道
路
の
性
格
に
応
じ
て

通
過
車
両
を
規
制
･
限
定
｣
な
ど
を
求
め
る
意
見

(約
一

一
%
)
等
、
沿
道
土
地
利
用
の
適
正
化
な
ど
に
よ
る
対
応
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◎これからの方向性

種2渋搏しないような過賂嬢擬を工夫すべき伯)

';“公共交通蟹閑の活用が大切(0)

';↑1クルマを使わないようにすべき、がまんすべき(A)

路上駐停車,漁法駐車をなくすべきに)

;!毯銘市ま難炙に応じた公共交通体系をつくるべき(D)

‘;;3公共文邊蛾闇を使いやすくすべき(D)
I;‘l勤め方や生活の仕方によって、クルマの使い方を変える、考える(A)

渋潟を鵤消すべき

":2(受益者が負担してでも)
通路を整備していくべき従)

ドライ′く一の務顫、モラルの向上

歩行者の意鞍、モラルの向上 QO

を2雛づくりの視点に立った鎖隧整備が大切 0β

長期展望に立った道路貰ず西を立てるべき 06

↓;凌輯璃の役割、目的に応じたきめ細かな避づくり 08

館に強い選づくり 0,6

弐通行事の規制など題の使い方を工夫すべき 0.6

地方の中心都市に蝮能を分散すべき 0お

せ我斡繰釧聽、産業選驚の整備をより充実させるべき 06

図 4 テーマ 2 の意見内容の分析

“'-街づくりの視点に立った迩y各整備が大切くD) , ＼、6,9、 '掛物卷
通行事の穀制など趙の使い方を工夫すべ損朗 ミ4"“′計--,0

3門人(歩行者)中!もの鞭づくり

身の回りの道は、住民が負担して整鱒すべき 2,“
長期展望に立った迫銘計画を立てるべき れ

過行事の擬制など道の使い方を不便にすべきでないくC) 勾 09 u 計2,0
交通弱者に配慮した造づくり ;,8

地譲などのり!醤に強い道づくり L6
公共の灘【腿のたぬ個人の権利もある程度鰐願すべき ,お

籏屋の移転はすべきでない 1,6
住民の趙澱讓務讓講濶鰐綾部藷偽 u 胤g

遭難の役割、目的に応じたきめ細かな趙づくり -“
浄2住民の意見を取り入れながら道づくりを進めるべき 14
;;;2住民の主靱で身の回りの濱の蛙鱒を選めるべき 'み

ドライバーの高誼、モラルの向上 =
高齢者対応の消づくり =

住民の合意を得るための努力をすべき lP

クルマで走りやすい幽づくり o,8
問辺搦塊、立地案件に対応した瀘づくり 0忠

身のまわりの遣性活蹠囮の整鯆をより充実させるべき Qe
自転和む配議した満つくり(自転車が陸行しやすい翅) 0忍

図 5 テーマ 3の意見内容の分析

ダ;専一方繊鋭鵡入禁止なと鍾行事の親細くB)

沖霧蛭を広く

。 1。 ぷ鰹)
◎これからの施策、対策

。 f。 2嬬)
47 計9,3

43 計9.0

2会 計77

22 3‐4 計&8

〇‐6 43計4‐8

O.4 4‐3計4,7

2‐f 22 館48

.全輝石折レーンの賞伎覊、交差点の工夫(B) 亀7 . 計16.f

““=難題の充簔(G 34 ･寳判ao

をI交蔑点の立体交差化(B) 4,7 鮒127

囃等公共交通損聞の料金やダイヤの見直し(D) I 43 計,2,4

I:‘d′‘イパス整備、主員状避難整備住) ′ Le 計円,2

34 計= .O･“7駐車趙反の取締り強化に) 薹
↑兆公共交通饑欝の整館鱒) ‘: 4,3 謝絶.l

““鉄逕の高架化、締切の立体化.琺切をなくす旧) ‘' 47 計87

i総市街地へのマイカー乗り入れ親観(A) a2 計7,4

信号の工夫･改良

"::6時差出勤、フレックスタイム【とよる巡行鼠の平準化(A) ･ 2,2 Kf62

中7駐･停車マナーの鱗底(C) l.7 3.4 計6.1

を5バス、銘面籠車、新交通システムの整慥

導6相祟りによる巡行搬戴くA) 2., 2.2 計4.3

黎刷轉下齦な擬A濶系交績姻閲の整備 テーマ2の国富者雑税773入
辯この毒見に閥する

渇バリアンドライド孃艶 圓 翼繊難があったもの
A~Eきんの駐貝に飼怠を希い

舩穀通毅閲のれ!朧鰤の新た蝋翻 鬮 ･
この慰効能とみなせるもの
(A)~くり‘"“持豊児として
国介したA~Eきんの考え方

⑭これからの方向性 のこれからの施策、対策
0
~、

f0 20鵤) 0 10 20鰐)
計l7‐3

'絶家屋を移転してでも遁をひろげるfA) . 翼講説も""“計=、6

';燭歩趙の整備･確保

轡4ハンブ、狭さく等による歩行者優先の通路

";○バイパス盤鮨、原状滝脇穢嫡 ゆ

;;:4歩道の綿を広くする 1‐9

ク国自転車レーンの難保 義9

弾4キャプシステムの橡用･損売 L6

駐車咀の充真 偽

"露駐車造反の取締り強化 1怠

る開通箱の段差やでこぼこをなくす to
そで3土地を円滑に靴月するため行政の対応を改善する -粉

地元･特定嬉戯での顔旛整錨 o‐9

“"3救急活動や物資輸送を撞簔にできる頌賂整鯖 o,9
}:;5道路の盤名に応じて通過車両を規制･限定 Q8

わかりやすい,凝損(幽朝なドライバーの膀潮 Q7
テーマ3の回答者的0,69も、

‘!;4街路鼠概の充実 07 国この豊地とMする
　　　　　　　　　　　　

《国敵歩ができるような公園的歩澗、遊歩道の盤擬 0ア ト"A~0きんの黎別に貝惣を示し、この卓見の胃逡とみ&せるもの
護る3土地収用法等の関連穀期･法枳の改正(強化) 07 は〉~‘PM総弩幕况として

甥介したA~○きんの尋八方
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図 6 テーマ 4 の意見内容の分析

す
べ
き
と
す
る
人
も
見
ら
れ
ま
し
た

(図
6
)。

　　　　　　　　　　　　
憤 る み マ

5

テ
ー
マ
5

交
通
安
全
の
確
保

人
や
ク
ル
マ
の
安
全
を
確
保
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ

き
か
を
問
い
か
け
た
テ
ー
マ
5

｢交
通
安
全
の
確
保
｣
で

は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
、
交
通
安
全
を
確
保
す

る
た
め
の

｢ド
ラ
イ
バ
ー
の
意
識
、
モ
ラ
ル
の
向
上
｣
を

あ
げ
た
人
が
約
二
五
%
、
｢歩
行
者
の
意
識
、
モ
ラ
ル
の
向

上
｣
を
あ
げ
た
人
が
約
一
七
%
と
多
く
見
ら
れ
る
と
と
も

に
、
｢自
分
の
身
は
自
分
で
守
る
べ
き
｣と
す
る
意
見
も
約

七
%
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、

｢歩
道
の
確
保
･
整
備
｣
｢自
転
車
レ
ー
ン
の
確
保
｣
｢カ
ー

ブ
ミ
ラ
ー
･
反
射
板
な
ど
の
安
全
設
備
設
置
、
充
実
｣
な

ど
を
求
め
る
意
見
が
約
三
八
%
あ
り
、
安
全
施
設
の
整
備

が
強
く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
｢
モ
ラ
ル

向
上
教
育
や
安
全
講
習
会
の
充
実
｣
な
ど
を
求
め
る
意
見

も
約
一
五
%
あ
り
ま
し
た

(図
7
)。

6

テ
ー
マ
6

道
づ
く
り
と
合
意
形
成

地
域
の
み
な
さ
ん
の
合
意
の
も
と
で
道
づ
く
り
が
進
む

よ
う
に
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
を
問
い
か
け
た
テ

ー
マ
6

｢道
づ
く
り
と
合
意
形
成
｣
で
は
、
こ
れ
か
ら
の

方
向
性
と
し
て
、｢住
民
と
行
政
が
一
緒
に
考
え
る
べ
き
、

住
民
が
参
加
し
、
話
し
合
う
べ
き
｣
｢住
民
の
合
意
を
得
る

た
め
の
努
力
を
す
べ
き
｣
な
ど
の
意
見
が
約
五
0
%
に
達

し
て
お
り
、
住
民
と
行
政
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
強

◎これからの方向性

う川治遭頂現に優しい造づくり(A)

通過する交通を減らす坦づくり(A)
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図 7 テーマ 5 の意見内容の分析

暖門住民と行政が一緒に考えるべき、住民が参加し、胝し合うべき(Cj
滋-往民の合意を鍔るための努力をすべき伯)

※2行政がルールを整え、 42 計ルール通り速やかに餓蝮すべき(A)
郡住民の意見を取り入れながら 、

-,蝋づくりを進めるべき砲)
;艘住民の意見を取り込じために時間や o.フ 4コストをかけすぎるべきではない(A)

遺鏥整備は公共の利益のために
鯉補鯛○行うべき
皆に公正な道づくり 2忠

無期展望に立った道路計画を立てるべき L6

住民にもっと趙旛行政への関心を持たせるべき 1忠

街づくりの視点に立った遮錦蛇鱒が大切 -,1

姓嬬のくらしにあった道づくり 1.0
漱2公共の導け登の霧擬命崩襲を Q9

周辺地熱立槍築舘こ対応した遣づくり 0,8
繊鰤は舳から完成ま酸漿菩 ㈱

住民の主導で身の回りの道の整備を選あるべき o.7

総2反対する住民も自分の意別と竇住を持つべき 0,7
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趙銘の位餌付けや整舗効果を明確【こすべき 0β

図 8 テーマ 6 の意見内容の分析

◎これからの方向性
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◎これからの施策、対策
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く
求
め
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
そ
の
一
方
、
｢行
政
が

ル
ー
ル
を
整
え
、
ル
ー
ル
通
り
速
や
か
に
調
整
す
べ
き
｣

｢反
対
す
る
住
民
も
自
分
の
意
見
に
責
任
を
持
つ
べ
き
｣な

ど
と
す
る
人
も
約
六
%
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
施

策
、
対
策
と
し
て
は
、
｢情
報
公
開
を
行
い
つ
つ
、
十
分
な

説
明
を
行
う
｣
と
い
う
意
見
が
約
一
四
%
あ
り
、
情
報
公

開
へ
の
期
待
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
ま
す
。
ま
た
、
｢道
づ

く
り
推
進
の
た
め
の
調
整
手
続
き
を
ル
ー
ル
化
す
る
｣
｢土

地
を
円
滑
に
収
得
す
る
た
め
行
政
の
対
応
を
改
善
す
る
｣

｢土
地
収
用
を
確
実
に
実
行
す
る
｣な
ど
、
ル
ー
ル
に
沿
っ

て
速
や
か
に
道
づ
く
り
を
進
め
る
べ
き
と
す
る
意
見
が
約

九
%
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
｢専
門
家
を
第
三
者
的
な
立
場

で
参
加
さ
せ
る
｣
と
い
う
意
見
も
約
六
%
見
ら
れ
ま
し
た

(図
8
)。

7

テ
ー
マ
7

情
報
通
信
技
術
と
交
通

も
っ
と
手
軽
に
、
も
っ
と
安
全
確
実
に
情
報
通
信
技
術

を
活
用
す
る
た
め
に
は
ど
う
す
べ
き
か
を
問
い
か
け
た
テ

ー
マ
7
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
は
、
交
通
情

報
の
提
供
の
た
め
の
情
報
通
信
技
術
の
活
用
を
期
待
す
る

意
見
が
約
一
八
%
見
ら
れ
る
ほ
か
、
ク
ル
マ
や
歩
行
者
の

安
全
性
･
利
便
性
の
向
上
、
渋
滞
解
消
の
た
め
の
活
用
な

ど
を
期
待
す
る
意
見
も
約
一
八
%
見
ら
れ
る
な
ど
、
広
い

分
野
で
情
報
通
信
技
術
の
活
用
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
言

え
ま
す
。
そ
の
一
方
、
｢
ク
ル
マ
の
過
剰
な
性
能
向
上
は
め

ざ
す
べ
き
で
は
な
い
｣
｢技
術
だ
け
で
は
な
い
人
間
の
知

恵
、
工
夫
も
大
切
｣
と
す
る
人
も
約
五
%
見
ら
れ
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
交
通

情
報
の
提
供
シ
ス
テ
ム
の
充
実
を
求
め
る
声
が
約
一
八
%

見
ら
れ
る
と
と
も
に
、
自
動
運
転
シ
ス
テ
ム
や
、
危
険
を

回
避
す
る
シ
ス
テ
ム
の
開
発
･
導
入
を
求
め
る
意
見
が
約

一
三
%
、｢料
金
所
で
止
ま
ら
な
く
て
も
支
払
が
で
き
る
技

術
の
開
発
｣
を
求
め
る
意
見
が
約
一
0
%
あ
り
ま
す

(図

9
)0

8

テ
ー
マ
8

国
土
の
つ
か
い
方
と
機
能
配
置

国
際
的
な
競
争
の
な
か
で
、
集
中
型
が
分
散
型
か
な
ど
、

国
土
の
使
い
方
は
ど
う
す
べ
き
を
問
い
か
け
た
テ
ー
マ
8

｢国
土
の
つ
か
い
方
と
機
能
配
置
｣で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方

向
性
と
し
て
、
｢地
方
の
中
心
都
市
に
機
能
を
分
散
す
べ

き
｣
｢
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
国
土
利
用
、
国
土
づ
く
り
、
地

域
づ
く
り
｣
と
い
う
意
見
が
約
四
五
%
と
多
く
な
っ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
｢魅
力
的
で
個
性
的
な
特
色
あ
る
地
域
づ
く

り
｣
｢活
力
あ
る
地
域
づ
く
り
の
た
め
に
地
方
経
済
を
活
発

化
す
べ
き
｣と
の
意
見
も
約
九
%
あ
る
一
方
、
｢大
都
市
圏

の
機
能
、
基
盤
整
備
が
必
要
｣
な
ど
と
す
る
人
も
約
三
%

見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
機

能
分
散
、
バ
ラ
ン
ス
の
と
れ
た
国
土
づ
く
り
を
実
現
す
る

｢大
都
市
と
地
方
を
結
ぶ
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
｣を
求

め
る
意
見
が
約

=
%
、
｢地
方
に
も
大
都
市
と
同
じ
レ
ベ

ル
の
交
通
機
能
を
整
備
｣
｢地
元
･
特
定
地
域
で
の
道
路
整

備
｣
な
ど
地
方
で
の
道
路
整
備
を
求
め
る
意
見
が
約
七
%

あ
る
こ
と
か
ら
、
交
通
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
整
備
に
強
い
期
待

が
寄
せ
ら
れ
て
い
る
と
言
え
ま
す

(図
m
)
。

9

テ
ー
マ
9

地
域
づ
く
り
と
生
活
サ
ー
ビ
ス

質
の
高
い
快
適
な
生
活
を
め
ざ
し
た
地
域
づ
く
り
に
向

け
て
、
医
療
、
教
育
、
買
い
物
な
ど
の
機
能
の
配
置
は
ど

う
す
べ
き
を
問
い
か
け
た
テ
ー
マ
9

｢地
域
づ
く
り
と
生

活
サ
ー
ビ
ス
｣で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
、
｢地

域
ブ
ロ
ッ
ク
内
で
特
色
あ
る
施
設
を
分
散
し
、
ブ
ロ
ッ
ク

内
の
連
携
を
高
め
る
べ
き
｣
と
す
る
人
が
約
二
三
%
と
多

く
見
ら
れ
る
一
方
、
｢地
域
ご
と
に
施
設
･
機
能
を
配
置
す

べ
き
｣
｢
フ
ル
セ
ッ
ト
型
の
地
域
づ
く
り
｣
と
い
っ
た
身
近

に
す
べ
て
の
機
能
を
求
め
る
意
見
も
約
一
五
%
あ
り
ま
す
。

こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
｢各
施
設
へ
の
ア
ク

セ
ス
性
の
向
上
｣
｢中
心
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
性
の
向
上
｣

を
求
め
る
意
見
が
約
八
%
見
ら
れ
、
ア
ク
セ
ス
性
の
向
上

な
ど
に
よ
り
連
携
を
強
化
し
、
地
域
ブ
ロ
ッ
ク
内
に
機
能

を
分
散
す
る
こ
と
を
求
め
る
人
が
多
い
一
方
、
地
域
ご
と

に
全
て
の
機
能
を
配
置
す
る
こ
と
を
求
め
る
人
も
い
る
と

言
え
ま
す

(図
=
)
。

川

テ
ー
マ
前

高
速
道
路
の
料
金
と
道
路
整
備

高
速
道
路
の
料
金
を
で
き
る
限
り
低
く
抑
え
る
た
め
に

は
ど
う
す
べ
き
を
問
い
か
け
た
テ
ー
マ
齢

｢高
速
道
路
の

料
金
と
道
路
整
備
｣
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
、

｢高
速
料
金
を
も
っ
と
安
く
す
べ
き
｣
｢高
速
料
金
の
値
上
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◎これからの方向性

交通情報の提供のため情報湖質技術の開発を
推岻すべき(A)

?国安全便利なクルマ走行のため情報圏貰技捗lの瑚発を
推進すべき(B)

{弱り費溺解消のため情強団員技術の開発を
損遮すべき(D)

!絹安全便利な歩行者穎釜丁のため惰弱過信技術の醐発を
推進すべ暫く〇

目の不自由な人が安心して歩けるシステムの
開発をすべき(C)

費2クルマの邊朝な性能向上は目指すべきでない

交通舅割に配慮した遁づくり

;鼠クルマの安全性向上

人(歩行者}中心の適づくり

仲2技術だけではない人間の知恵、工夫も大切

;難勢を解消すべき

ドライバーの意蟻、モラルの向上

高齢者対応の遺づくり 07

図 9 テーマ 7の意見内容の分析

◎これからの方向i生 ◎これからの施策、対策
0 10 20 30‘%} 0 6 10 お

, ae ′ 、 ＼ 【‐裏方の中心都市に圀縫を鐵 kきくB) 恥覊 ‘
交遼#好事勢擬鼈 銭.身計㈱雰!バランスのとれた国土利用、 塾蔗 ゞ 377

国土つく'jJ也城づくり(B、o) 16,1 ク ー‘
鳩方経済を活発化すべき(B、C) 、議62 7計即,6

計316 大都市での交顛蘂割峻鑓の副臥A) ( M t7 計3.l灯を活力あるl壽妓うくりのために、鬮曲鶇蛔

国民椣一入の幸せ鑓蹴りI鯨による国土づくり(D棚隆三高ね 3 6舐fス8 M地方‘こも大部嚥短縮奢鰡 ,.･国全体の公報･中央搦方の公平搦囲謝べ訳D)量三が惨.既5 戯7
ふき大輔をより住みやすくすべき(C)脳≦ナ M B8 胤2 M i&元･特定地蛾での繊 ㈱ M

絵魅力的で僞性的な特色ある増-戎づくり 盟間
数鮭元･特定増域での高速道路整備 M

空淺や淫蕩など固縣的な交通損能を強化すべき(A) ぎ三筋 -.7 計約

“増市圓の鞠萎鱗簿が必要(A溝ナ 1餌7筵“ 鰍 灘へのアクセス廻賂の蛙婿 to

首都援饑移転すべき皿酔る N 中心都市へのアクセス性の向上 0,
';‐3首都東京大梯市国への椴熊繋中が必要(A) せ o‐8 -.7 靴.5

増大蜴市囲の回謀的な金融･貿易損能を強化すべき{A)弓｣ o.4 -,7 計“ 過疎地/山圏地の遣銘整餓 o.8

j檄のくらしにあった遭づくり 脾 2 鰯手段･鵜レートの錮lt o,
高速適職のネットワークはけ充実させることが大切 # -.o

国この怠筧に閲する

対人~○きんの慰粥に珂怠を示し、
(A)~ (D)“伊考魁夷として

図10 テーマ 8の意見内容の分析

◎これからの施策、対策

諾料自動避錠システムの閻隧笹)

":f3目的地までの経路･交通手段が選択できる
桐毅システムの闘発くA)

泰4危険を謝れ1に知らせる-育雛副賞技術の開発(B〕

≦;叫居瞑り遼転を防止する情報圏鰡支律動間発細)

歩きながら、携帯式の機器で交踵演繹を
入手できるシステムの開発に)

;!○カーナビ、V JC Sの設鮪の充実

弾3;簑潟情報が入手できるシステムづくり

go報酪･交通情報板の設置･充実

クレジットカード等を使える
スムースな霜会所を鮒やす

iまき3わかりやすい欄跛(遼切なドライバ-の輳講}

カーナビ･携帯電話使用による事故を
回避するための対簾

導4(高速道路で)一定の速度しか出せない
走行システムの開発

信号の工夫-改良

度"行き先案内の充実

テーで7の回答者斜ゞ樽8人
騙この豊児に閘する06 嵐体鈎“記謎かあったもの
斜A~0さんの辞児に箕毬を示し、この怠兄の鱒瘻とみな爬るものOB (A〕~ (D)は誤考艘兄として
紹介したA~Dさんの奪え方
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げ
を
迎
え
る
べ
き

(現
状
維
持
)｣
｢高
速
料
金
の
値
上
げ

を
す
べ
き
で
な
い
｣
な
ど
と
す
る
人
が
約
二
二
%
と
多
く

見
ら
れ
る
一
方
、
｢高
速
料
金
の
値
上
げ
も
や
む
を
得
な

い
｣と
す
る
人
も
約
六
%
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
｢高
速
道

路
の
建
設
計
画
を
実
現
す
べ
き
｣｢高
速
道
路
を
一
般
道
路

よ
り
優
先
し
て
整
備
す
べ
き
｣
な
ど
の
意
見
が
約
八
%
あ

る
一
方
、
｢無
駄
な
高
速
道
路
の
整
備
を
や
め
る
べ
き
｣な

ど
の
意
見
も
約
四
%
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
か
ら
の
施
策
、

対
策
と
し
て
は
、
｢高
速
道
路
整
備
に
料
金
以
外
の
一
般
の

税
金
の
投
入
、
国
費
の
充
当
｣
｢高
速
道
路
整
備
に
ガ
ソ
リ

ン
税
を
投
入
｣
と
い
っ
た
料
金
以
外
の
税
金
の
投
入
を
求

め
る
人
が
約
一
七
%
見
ら
れ
ま
す
。
ま
た
、
全
国
の
利
用

者
み
ん
な
の
料
金
で
整
備
す
る

｢料
金
プ
ー
ル
制
を
維

持
｣と
す
る
人
が
約
九
%
い
る
一
方
、
｢料
金
プ
ー
ル
制
を

や
め
る
｣
と
す
る
人
も
約

一
0
%
い
ま
す

(図
惨
)。

テ
ー
マ
=

道
路
空
間
の
使
い
方

道
路
の
上
下
空
間
の
有
効
な
使
い
方
に
つ
い
て
問
い
か

け
た
テ
ー
マ
蛭

｢道
路
空
間
の
使
い
方
｣
で
は
、
こ
れ
か

ら
の
方
向
性
と
し
て
、
｢都
市
の
景
観
を
良
く
す
べ
き
｣な

ど
と
す
る
意
見
が
約
一
五
%
見
ら
れ
る
と
と
も
に
、｢道
路

空
間
を
多
目
的
に
使
う
べ
き
｣
な
ど
と
す
る
意
見
も
約
一

三
%
と
多
く
見
ら
れ
ま
す
。
そ
の
一
方
で
、
｢道
路
空
間
を

何
に
で
も
使
う
べ
き
で
は
な
い
(チ
ェ
ッ
ク
す
べ
き
)
｣
｢道

路
の
上
下
空
間
の
利
用
を
制
限
、
禁
止
す
べ
き
｣
と
す
る

意
見
が
約
四
%
見
ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
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0 1o 20㈱
◎これからの施策、対策

。
をl高速料金をもっと安くすべき(A)

高進料金の師上げもやむを得ない(D)

r:導高造日食の幅上げを抑えるべき(現状鎚持X B)

ふき高逡道路の建設計画を実現すべき

病毒高速遭銘の料金体系の見直しを図るべき

憲法高遼纖のネットワークをより充実させること#大胡

;捲これ以上高速趙脇の盤餓をする必要はない(C)

:;"無駄な高速趙銘の蛙鮨をやめるべき

4俊高速遺端を一般道路より優先して整備すべき(A)

≦."高速料金の値上げはすべきでない

身のまわりの道(生活造船の控傾を
より充実させるべき

幹線避難、産漿逍鏥の蛙鱒をより充実させるべき

渋滞を解消すべき 07

j合方の道路は籤方行政の判臨に萎れるべき 07

高速遍路の計画の見直しをすべき 0.6

図12 テーマ10の意見内容の分析

M 計138 料金ブリレ制を維持 (D) 5診 寓打4.4

一般の髯熟も臓赳艘落籍鬱々馨劣 a9 計ね7

'対高速遺蹟整備にガソリン湊を投入くA) “計82
高速料金は償還後に癲絲化

地元･特定増城での高速道路乾傾
高速逆鱗の蛉慥難よl自発が負担℃) 〆帆6 18 粉3･"

高速滝脇の車種別料金の見直し

料金プール制をやめる(C) / o忠 総 計24
公団のリストラ、経費･人件費醇裁

高速道路の鑿觴は利用者の負担で行う 総

需要の輳起につながる高速道路サービスの向上 1き

高速趙路の時間帯別料金を設定 刻

箱を広く 0,9

料金所で止まらなくても支払いがで縛る技笹の閘発 0.9

料金収婆コストを削減 08

高速滋銘はすべて利用難解に応じた料金体系にする 0‐7
地元･特定灼嬬での避銘整備 o透

国家財政における趙鯰投資を見直す 0,5

高速濱銘へのアクセス、進路を整儘 0,5 デ̂マ篭0の回苔者:れ476入
選躍館樋営コストの公開 Q5 馴鷲縦髭鰯をたもの
進路臘賞のコストダウン O‐6 電報務觜巖拶報箋蕾む

料金以外の収入を高逡祖銘周帥投入 o･5 紛れ默製謎燃義経

のこれからの施策、対策

計223 を4キヤブシステムの};用,拡充

'橋鰍主管仮す自失怜などの障害そ聟をなくす")

こも堕抜設臘に文字ずる規制強化(D}

!:;6看板等の占有料を引き上げる(0)

導増公共的な俺設の地下収容(A)

緊憲8;の巍鎚銘としての道路裳鱒籍)

道路上空にビル･建物を鷲てる(A〉

う･“共同済をつくる(ケーブル十水道･ガス)

広い歩;麓をつくる(の

オープンカフェをつくる(C)

歩類の輻を広くする

多離間造の競路を強設

歩韻の整鱒･確保

　　　　　　　　　

車道の地下化

遺を広く

グリーンベルト･中央,}鰡拝地の設譲 れ‘ テ~▼""の園贅需;670圦
囮この怠亞に関する
気勢的方記述があったもの車遁の高架化 u --A~Dさんの幕窓と斡蕁を話し･この駄孔の特定とみなせるもの

ポケットパーク、講の駅など施設の充実 to 仏事(D)は箏考奪丸として
路介したハ~Dさんの誓え方

州都市の景観Qを良くすべき(Dj

≦袋廼銘空間を多目鰯こ使うべき(A) ･ 32 計-5.l
･潟道路空間奪回にでも使うべきではない

(チェックすべき)旧〕 2,2 5,5 計7.7

防災空間としての椴能を髄}兄すべき

歩臘を自由に使えるようにすべき(C) -o,8 3.f計3.9

緑化の空間としての凄能を顫捜すべき

≧○岻銘の上下空間の利用を制限、禁止すべき l8

人(歩行者)れbの遺づくり L7

道路を人々 の強い、繋いの空間にすべき lD

地講などの災害に強い道づくり 06

小2ライフライン収容空冊として活用すべき 0,6

クルマで走りやすい造づくり o室

交通萬割こ配幽した満づくり 04

長期展望に立った趙路貧す函を立てるべき 0.4

地域のくらいこあった道づくり 0円

鮮期を良く縦澁舐託参落 Q4

邇蹄空間は交通鑽拜嫁通行安全性を優先すべき OA

図13 テーマ11の意見内容の分析
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と
し
て
は
、
｢キ
ャ
ブ
シ
ス
テ
ム
の
採
用

･
拡
充
｣
と
す
る

意
見
が
約
三
五
%
と
圧
倒
的
に
多
く
見
ら
れ
、｢公
共
的
な

施
設
の
地
下
収
用
｣
｢共
同
溝
を
つ
く
る
(ケ
ー
ブ
ル
十
水

道
･
ガ
ス
)｣と
す
る
意
見
も
あ
わ
せ
る
と
合
計
約
四
五
%

と
な
り
、
道
路
地
下
利
用
に
対
し
て
強
い
期
待
が
寄
せ
ら

れ
て
い
る
と
言
え
ま
す
。
ま
た
、
｢電
柱
、
看
板
、
消
火
栓

な
ど
の
障
害
物
を
な
く
す
｣
｢看
板
設
置
に
対
す
る
規
制
強

化
｣
な
ど
の
意
見
も
約
一
三
%
見
ら
れ
ま
す

(図
粥
)。

物

テ
ー
マ
掟

民
間
と
行
政
の
役
割
分
担

道
づ
く
り
は
誰
が
行
っ
た
ら
い
い
か
、
民
間
と
行
政
の

分
担
は
ど
う
あ
る
べ
き
か
に
つ
い
て
問
い
か
け
た
テ
ー
マ

昭

｢民
間
と
行
政
の
役
割
分
担
｣
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方

向
性
と
し
て
、
｢道
路
整
備
は
行
政

(国
･
地
方
公
共
団

体
)が
行
う
べ
き
｣
｢民
間
に
よ
る
道
路
整
備
事
業
は
不
可

能
｣
と
い
っ
た
意
見
が
約
三
0
%
と
多
く
見
ら
れ
、
基
本

的
に
は
道
路
整
備
は
行
政
が
行
う
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
て

い
ま
す
。
ま
た
、
｢民
間
に
よ
る
道
路
整
備
事
業
は
可
能
｣

｢民
間
で
で
き
る
部
分
は
民
間
に
、公
平
な
競
争
条
件
で
競

わ
せ
る
べ
き
｣と
い
っ
た
意
見
が
約
二
三
%
、
｢道
路
整
備

は
民
間
と
行
政
が
行
う
べ
き
｣
な
ど
の
意
見
も
約
九
%
あ

り
、
民
間
と
の
何
ら
か
の
役
割
分
担
を
求
め
る
意
見
も
見

ら
れ
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
、
あ
ま
り

意
見
を
い
た
だ
け
る
テ
ー
マ
で
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
が
、

い
た
だ
い
た
意
見
の
中
で
は

｢民
間
の
資
本
と
責
任
で
有

料
道
路
を
整
備
｣
｢民
間
の
道
路
事
業
参
加
の
た
め
の
し
く

み
を
つ
く
る
｣
な
ど
の
意
見
が
約
五
%
あ
り
ま
し
た

(図

M
)。

博

キ
ッ
ク
オ
フ
･
レ
ポ
ー
ト
資
料
編
に
掲
載
さ
れ
た
テ

ー
･
マ

キ
ッ
ク
オ
フ
･
レ
ポ
ー
ト
資
料
編
に
は
、
重
要
な
テ
ー

マ
で
は
あ
り
ま
す
が
、
や
や
専
門
的
な
テ
ー
マ
で
あ
る
こ

と
か
ら
キ
ッ
ク
オ
フ
･
レ
ポ
ー
ト
の
本
編
に
は
掲
載
せ
ず
、

資
料
編
で
詳
細
な
デ
ー
タ
と
あ
わ
せ
て
紹
介
し
た
五
つ
の

テ
ー
マ
に
つ
い
て
も
掲
載
し
て
い
ま
す
。

こ
の
う
ち
、
い
た
だ
い
た
意
見
が
相
当
数
あ
っ
た
テ
ー

マ
聡

｢地
球
環
境
･
自
然
環
境
と
の
共
生
｣
と
テ
ー
マ
韓

｢防
災
と
道
路
｣
に
つ
い
て
は
、
テ
ー
マ
1
i
昭
ま
で
と
同

様
の
分
析
を
行
っ
て
い
ま
す
。

テ
ー
マ
聡

｢地
球
環
境
･
自
然
環
境
と
の
共
生
｣
で
は
、

こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
、
｢自
然
環
境
、
地
球
環
境
に

優
し
い
道
づ
く
り
｣
を
求
め
る
意
見
が
約
二
七
%
と
多
く

あ
り
ま
す
。
ま
た
、
｢自
然
環
境
を
破
壊
す
る
よ
う
な
道
路

の
整
備
は
見
直
す
べ
き
｣
と
す
る
意
見
も
約
一
三
%
あ
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
｢電
気
自
動

車
の
開
発
｣
｢排
ガ
ス
規
制
強
化
、
デ
ィ
ー
ゼ
ル
車
規
制
強

化
｣
｢自
動
車
の
環
境
対
策
技
術
の
研
究
･
開
発
｣な
ど
ク

ル
マ
の
改
良
に
よ
る
環
境
対
策
を
求
め
る
意
見
が
約
一
五

%
あ
る
と
と
も
に
、
道
路
緑
化
に
つ
い
て
の
意
見
も
約
七

%
見
ら
れ
ま
す

(図
髄
)。

テ
ー
マ
賢

｢防
災
と
道
路
｣
で
は
、
こ
れ
か
ら
の
方
向

性
と
し
て
、
｢地
震
な
ど
の
災
害
に
強
い
道
づ
く
り
｣を
あ

げ
る
人
が
約
二
七
%
あ
る
と
と
も
に
、｢防
災
空
間
と
し
て

の
機
能
を
重
視
す
べ
き
｣
｢リ
ダ
ン
ダ
ン
シ
ー
の
確
保
が
必

要
｣
な
ど
の
意
見
も
約
三
一%
あ
る
な
ど
災
害
時
に
強
い

道
づ
く
り
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
｢雪
に
強
い
道

づ
く
り
｣

へ
の
期
待
も
約
七
%
あ
り
ま
す
。
こ
れ
か
ら
の

施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
｢救
急
活
動
や
物
資
輸
送
を
確
実

に
で
き
る
道
路
整
備
｣
｢道
を
広
く
｣
｢避
難
路
を
整
備
、

確
保
｣
が
二
三
%
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、
防
災
に
対
し
て
も

道
路
整
備
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
｢キ
ャ
ブ
シ
ス

テ
ム
の
採
用
･
拡
充
｣
｢共
同
溝
を
つ
く
る
(ケ
ー
ブ
ル
十

水
道

･
ガ
ス
)
｣
な
ど
、
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
を
確
保
す
る
た
め

の
施
策
も
約
六
%
見
ら
れ
ま
す

(図
間
)。

な
お
、
テ
ー
マ
15
｢物
流
と
エ
ネ
ル
ギ
ー
｣
、
テ
ー
マ
齢

｢新
技
術
の
開
発
｣、
テ
ー
マ
"

｢新
た
な
交
通
軸
｣
に
つ

い
て
は
、
こ
れ
ら
の
テ
ー
マ
に
対
し
て
い
た
だ
い
た
意
見

例
を

｢ボ
イ
ス
･
レ
ポ
ー
ト
｣
に
お
い
て
紹
介
し
て
い
ま

す
。五

テ
ー
マ
?
;
"
以
外
の
意
見
の
分
析

い
た
だ
い
た
意
見
の
な
か
で
、
い
ず
れ
の
テ
ー
マ
に
も

分
類
で
き
な
か
っ
た
意
見
を
ま
と
め
て
み
る
と
、
こ
れ
か

ら
の
方
向
性
と
し
て
は
、
｢長
期
展
望
に
立
っ
た
道
路
計
画

を
立
て
る
べ
き
｣
｢道
路
整
備
は
、
計
画
か
ら
完
成
ま
で
の

期
間
を
短
く
す
べ
き
｣
｢省
庁
間
の
連
携
に
よ
る
道
路
整
備

を
、
横
の
つ
な
が
り
を
体
系
的
に
｣
と
い
う
よ
う
に
、
道
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◎これからの方向性

他閼などの災害に強い選づくり

鸚に強い姫づくり

広域的、多層的な
ネットワーク整備が必要

キー防災空間としての獨能を鬘視すべき

剃りダンダンシーの確保が必要

f糾うイフライン収容空間として活用すべき 3,2

図16 テーマ14の意見内容の分析

●これからの施策、対策

會ゞ裁急活動や物質輸送を
罐実にできる道路戦備

･;鬱過難路を整館、確保

亨3キャブシステムの幌用･拡充

地元･特定地威での道籟整備

過疎地/山間箋の造脳蝮鮨

““共同調をつくる(ケーブル十水選-ガス)

地下の新物流システムネットワーク

広1我物減総点の整備

歩道の整備･確保

地元,特定娘城での幹線道路整備鑿畿‐ 26 テーマ-4の回答者雄製入

●これからの方向性

“◆-道路整備は行政(国･地方公共団体)が
行うべき(A)

“:2民間でできる部分は民間に、
公平な競争集f率で競わせるべき(B)

#俊民間による選鏥整備事業は可能(C)

"‘3広域的な道路に関しては行政が盤鮪、
他は民間でもよい(A )

““適錦整‘鏑は民間者ず数が協力して行うべき

住民と行政が一鮪に考えるべき、
住民が参加し、話し合うべき

導ゞ民問による道路整嫡事業は不可能

.み3泄路整備における民間、行政の
役割分担を明確にすべき

長期展望に立った遁騎計画を立てるべき

皆に公正な瀘づくり

民間、行政に解わらず、焔職事葉のサービスを
向上させるべき

7βタ計189

fp 164 鮒-6.4

図14 テーマ12の意見内容の分析

国この色見に聞する
料多ト的な舵逆があったもの
A~CJんの鯵見に費悠を示し、この寵児の肯定とみ&軸るもの

‘A}~に)は得專顕兄として
絹介したA~Cきんの導入方

篭64 針43.1 “:4民間の資本と寶任で有料道路を整備{C)

嘩増民間の道筋事袈参加のためのしくみをつくる

地元の生活道路などの管理･満翔は、
町内会などに委託する

遣職輛葉は国全体ではなく地方行政にまかせる

情報公開を行いつつ、十分な滕朝を行う

ポケットパーク、道の駅など施設の充実

鰭気や水超などとの一体的が覚難工事

国塚財政における道路投資を見直す

住民の意見を取り入れる

回避･県道などの区別、予算サービスを統一基準にする

産官学共同による趙賂行政に問する謝三者蛾閲をつくる

“叫公共性とコストの両面を考慮して行政か民間かを決める

◎これからの方向性

自然【瓢城、地球隙境に優しい損づくり

自然隅猿を破壊するような
道路の整備は見直すべき

人(歩行者)中心の道づくり

輯づくりとあわせて
よりよい自然蝋捜を創出すべき

クルマを使わないようにすべき、がまんすべき

新しい道路整備は最小限でよい

公共交通機関の活用が大切

都市の景観を良くすべき

自然環境へのダメージを人工的に補うべき l.7

図15 テーマ博の意見内容の分析

2,7

象7

2、l

t,7

◎これからの施策、対策

仲l電気自動車の闘発

揮月井ガス規制強化、ディーゼル車規制強化

‘;陀グリーンベルト･中央分蝋緑地の故籏

t逡巡聽繰化の推進

"室1自動車の爾脱対策技術の研究･間発

揮2街路樹、花槍の充実

新たな頭脇対策技術による遁務掘進

嬬脇保全に関わる技術開発

ビオトープの創出 l.7
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路
行
政
、
道
路
整
備
の
進
め
方
に
対
す
る
要
望
が
比
較
的

が
約
二
四
%
と
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
見
ら
れ
て
い
ま
す
。
ま

な
お
、
｢ボ
イ
ス
･
レ
ポ
ー
ト
｣
は
、
各
都
道
府
県
の
道

多
く
見
ら
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
｢雪
に
強
い
道
づ
く
り
｣
｢地

域
の
く
ら
し
に
あ
っ
た
道
づ
く
り
｣
な
ど
、
地
域
事
情
や

生
活
を
踏
ま
え
た
道
路
整
備
を
求
め
る
意
見
も
多
く
あ
り

ま
す
。
こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
｢電
気
や
水

道
な
ど
と
の
一
体
的
な
道
路
工
事
｣｢工
事
の
時
期
的
集
中

を
改
善
｣
と
い
っ
た
道
路
に
関
す
る
工
事
の
改
善
を
求
め

る
意
見
が
約
六
%
見
ら
れ
ま
し
た
。

六

意
見
全
体
の
傾
向

テ
ー
マ
に
関
わ
ら
ず
い
た
だ
い
た
意
見
す
べ
て
に
つ
い

て
集
計
し
た
と
こ
ろ
、
こ
れ
か
ら
の
方
向
性
と
し
て
は
、

人
中
心
の
道
づ
く
り
を
主
張
す
る
意
見
が
二
五
%
を
超
え

て
い
ま
す
。
ま
た
、
ド
ラ
イ
バ
ー
や
歩
行
者
の
意
識
、
モ

ラ
ル
の
向
上
に
ふ
れ
た
意
見
も
約
一
八
%
と
多
く
見
ら
れ

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
住
民
参
加
の
考
え
が
約
一
0
%
、
道

路
整
備
の
進
め
方
に
ふ
れ
た
意
見
が
約
二
二
%
見
ら
れ
る

と
と
も
に
、
バ
ス
な
ど
の
公
共
交
通
機
関
の
活
用
や
ク
ル

マ
の
使
い
方
の
工
夫
を
求
め
る
意
見
も
約
一
二
%
見
ら
れ

ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
の
施
策
、
対
策
と
し
て
は
、
道
を
広
く
、
バ

イ
パ
ス
、
環
状
道
路
の
整
備
な
ど
道
路
整
備
を
求
め
る
意

見
が
約
三
一
%
、
歩
道
の
整
備
･
確
保
、
歩
道
の
幅
を
広

く
な
ど
歩
行
者
や
自
転
車
へ
の
対
応
を
求
め
る
意
見
が
約

二
八
%
、
駐
車
場
の
充
実
、
右
折
レ
ー
ン
の
設
置
、
交
差

点
の
工
夫
な
ど
の
き
め
細
か
な
渋
滞
対
策
を
求
め
る
意
見

た
、
ク
ル
マ
の
使
い
方
や
規
制
に
関
す
る
意
見
も
約
一
四

%
見
ら
れ
ま
し
た
。

意
見
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
現
状
認
識
、
社
会
背
景
に

つ
い
て
整
理
し
て
み
た
と
こ
ろ
、
道
路
が
安
全
で
使
い
や

す
い
も
の
に
な

っ
て
い
な
い
、
道
路
が
悪
す
ぎ
る
な
ど
、

道
路
の
現
状
に
対
す
る
批
判
、
不
満
は
約
一
0
%
あ
る
と

と
も
に
、
地
域
に
よ
っ
て
道
路
整
備
･
管
理
の
格
差
が
大

き
い
、
無
駄
な
道
路
整
備
が
多
い
な
ど
道
路
整
備
の
進
め

方
に
対
す
る
批
判
、
不
満
も
約
八
%
見
ら
れ
ま
し
た
。
こ

の
ほ
か
、
ク
ル
マ
社
会
は
さ
ら
に
進
行
す
る
、
ク
ル
マ
は

生
活
に
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
っ
た
ク
ル
マ
と
社
会
の

関
係
に
ふ
れ
た
意
見
が
約
四
%
、
道
路
は
生
活
に
不
可
欠
、

道
路
は
経
済
や
産
業
の
発
展
を
支
え
て
い
る
と
い
っ
た
道

路
の
役
割
を
評
価
す
る
意
見
が
約
三
%
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

高
齢
者
が
増
え
る
と
い
う
意
見
が
約
五
%
、
ク
ル
マ
は
環

境
に
悪
影
響
を
与
え
る
、
こ
れ
か
ら
は
地
球
環
境
の
保
全

が
大
事
と
い
っ
た
環
境
に
ふ
れ
た
意
見
も
約
三
%
あ
り
ま

し
た
。

七

さ
い
ご
に

最
後
に
な
り
ま
し
た
が
、
｢キ
ッ
ク
オ
フ
･
レ
ポ
ー
ト
｣

に
対
し
て
多
く
の
ご
意
見
･
ご
提
案
を
お
寄
せ
い
た
だ
い

た
方
々
に
対
し
て
深
く
お
礼
を
申
し
上
げ
る
と
と
も
に
、

こ
れ
を
き
っ
か
け
と
し
て
皆
様
の
声
を
活
か
し
た
新
た
な

道
路
計
画
づ
く
り
に
努
め
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

路
建
設
担
当
課
ま
た
は
お
近
く
の
国
道
事
務
所
な
ど
で
入

手
で
き
ま
す
。
ま
た
、
下
記
の
事
務
局
に
、
住
所
、
氏
名
、

年
齢
、
職
業
を
明
記
の
う
え
、
は
が
き
ま
た
は
フ
ァ
ッ
ク

ス
で
お
申
し
込
み
い
た
だ
い
て
も
結
構
で
す
。

事
務
局
…

〒
-0
五

東
京
都
港
区
虎
ノ
門
二
-
八
-
-
0

第
一
五
森
ビ
ル
内

刎
世
紀
の
み
ち
を
考
え
る
委
員
会
事
務
局

F
A
X

0
三
一○
-
六
二
-
六
六
六
一
(フ
リ
ー
ダ
イ
ヤ
ル
)
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道路局路政課

一

質

疑

道
路
法
に
基
づ
く
占
用
工
事
を
行
う
に
際
し
て
、
道
路

管
理
者
が
発
行
す
る

｢道
路
占
用
許
可
書
｣
を
あ
た
か
も

許
可
を
受
け
た
か
の
よ
う
に
偽
造
し
た
も
の
を
、
警
察
の

道
路
使
用
許
可
申
請
時
に
添
付
書
類
の
一
部
と
し
て
提
出

し
、
道
路
使
用
許
可
を
受
け
、
不
法
な
方
法
に
よ
り
工
事

を
行
っ
た
こ
と
が
判
明
し
た
。

こ
の
よ
う
に
、
道
路
の
占
用
許
可
を
偽
造
し
て
無
許
可

で
道
路
の
掘
削
を
行
い
、
道
路
に
お
け
る
交
通
に
危
険
を

生
じ
さ
せ
た
者
に
対
し
て
、
道
路
法
第
九
十
九
条

(資
料

1
)
に
よ
る
罰
則
を
適
用
し
た
い
と
考
え
て
い
る
が
、
以

下
の
点
に
つ
い
て
御
教
示
願
い
た
い
。

①

道
路
の
占
用
許
可
を
偽
造
又
は
変
造
し
て
道
路
工

事
を
行
う
こ
と
は

｢
み
だ
り
に
｣
に
当
た
る
か
。

②

道
路
の
掘
削
を
行
う
こ
と
は
、
道
路
の

｢損
壊
｣

に
当
た
る
か
。

③

道
路
工
事
に
よ
り
、
現
実
に
道
路
の
交
通
に
危
険

を
生
じ
さ
せ
た
こ
と
が
必
要
か
。

=

解
…
説
…

道
路
法
第
九
十
九
条
を
適
用
す
る
に
当
た
っ
て
の
構
成

要
件
と
し
て
次
の
三
点
が
挙
げ
ら
れ
る
。

の

当
該
行
為
を
為
す
に
当
た
っ
て
正
当
な
理
由
が
な

い
こ
1と
。

②

道
路
を
損
壊
し
、
あ
る
い
は
道
路
の
附
属
物
を
移

転
あ
る
い
は
損
壊
し
た
こ
と
。

③

当
該
行
為
に
よ
っ
て
道
路
の
効
用
を
害
す
る
か
あ

る
い
は
道
路
に
お
け
る
交
通
に
危
険
な
状
態
を
発
生

さ
せ
た
こ
と
o

こ
れ
を
踏
ま
え
各
間
に
つ
い
て
み
て
い
く
こ
と
と
し
た

い
。①

｢み
だ
り
に
｣と
は
、
違
法
性
を
表
現
上
た
用
語
で

あ
っ
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
と
い
っ
た
意
味
で
あ

り
、
正
当
な
権
限
に
基
づ
か
な
い
で
行
う
道
路
の
掘

削
、
道
路
の
附
属
物
等
の
損
壊
等
が
こ
れ
に
当
た
り
、

本
件
に
お
い
て
は
、
無
許
可
で
あ
る
の
で
正
当
な
理

由
が
な
い
の
は
明
白
で
あ
る
。

②

道
路
の
損
壊
に
つ
い
て
は
、
｢損
壊
｣と
は
、
道
路

の
構
造
の
一
部
又
は
全
部
に
損
害
を
与
え
て
、
性
質
、

形
状
を
変
え
、
財
産
的
価
値
を
減
耗
又
は
消
滅
せ
し

め
る
事
実
行
為
で
損
傷
よ
り
も
程
度
が
高
い
も
の
を

い
う
。
具
体
的
に
は
、
舗
装
道
路
の
ア
ス
フ
ァ
ル
ト

又
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
を
掘
り
返
す
こ
と
、
砂
利
道
の

土
を
持
ち
去
っ
て
路
面
に
穴
を
空
け
た
り
、
で
こ
ぼ

こ
を
生
ぜ
し
め
る
こ
と
、
線
形
を
変
え
る
こ
と
、
さ

く
等
を
壊
す
こ
と
等
が
該
当
す
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
道
路
を
掘
削
し
て
い
る
の
で

｢損
壊
｣
に
当
た
る
と
い
え
る
o

③

最
後
に
、
｢道
路
の
効
用
が
害
さ
れ
る
｣と
は
、
道

路
の
使
用
目
的
で
あ
る
一
般
交
通
に
著
し
い
支
障
を

与
え
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
場
合
、
現
実
に
道
路
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の
交
通
に
支
障
が
生
じ
た
か
ど
う
か
は
問
わ
な
い
。

(資
料
1
)
が
あ
る
が
、
四
十
三
条
で
は
、
道
路
の
損
害
が

(資
料
ー
)

そ
し
て
著
し
い
支
障
を
与
え
た
か
ど
う
か
は
、
実
際

｢損
傷
｣
あ
る
い
は

｢汚
損
｣
と
い
う

｢損
壊
｣
よ
り
も
軽

道
路
法

の
事
例
に
よ
っ
て
該
当
す
る
か
ど
う
か
判
断
す
べ
き

も
の
で
あ
る
が
、
道
路
法
第
九
十
九
条
は
、
刑
法
第

百
二
十
四
条
｢往
来
妨
害
罪
｣
(資
料
2
)
の
特
則
で

あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
同
罪
と
同
等
の
違
法
性
を

必
要
と
し
て
い
る
o

と
こ
ろ
で
、
往
来
妨
害
罪
は
公
共
危
険
罪
と
さ
れ
て
い

る
が
、
こ
れ
は
往
来
妨
害
罪
が
保
護
法
益
と
す
る
交
通
の

安
全
が
妨
害
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
と
、
公
衆
の
生
命
･
身

体
･
財
産
が
お
び
や
か
さ
れ
る
こ
と
に
も
な
る
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
往
来
妨
害
罪
の
違
法
性
は
、
往
来
を
困

難
に
さ
せ
た
こ
と
に
よ
り
通
行
す
る
者
に
対
し
、
客
観
的

に
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
ま
た
は
生
じ
さ
せ
る
お
そ
れ
が
あ

る
と
こ
ろ
に
存
す
る
と
い
え
、
道
路
法
第
九
十
九
条
の
違

法
性
も
ま
た
こ
こ
に
存
す
る
と
い
え
る
。

ま
た
往
来
妨
害
罪
は
、
道
路
法
上
の
道
路
に
限
ら
ず
、

一
般
交
通
の
用
に
供
す
る
場
所
で
あ
れ
ば
、
当
該
場
所
で

の
往
来
妨
害
行
為
に
対
し
適
用
さ
れ
る
が
、
道
路
法
第
九

十
九
条
は
、
道
路
法
上
の
道
路
に
お
け
る
交
通
に
危
険
を

生
じ
さ
せ
る
行
為
に
対
し
適
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
そ

し
て
そ
の
刑
罰
は
、
往
来
妨
害
罪
よ
り
重
い
も
の
と
な
っ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
公
共
性
の
高
い
道
路
法
上
の
道
路
に

お
け
る
行
為
の
方
が
、
よ
り
法
益
侵
害
の
程
度
が
大
き
い

た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
似
た
よ
う
な
構
成
要
件
で
道
路
法
第
四
十
三
条

｢損
傷
｣
あ
る
い
は

｢汚
損
｣
と
い
う

｢損
壊
｣
よ
り
も
軽

い
も
の
で
あ
る
こ
と
、
危
険
の
発
生
は
必
ず
し
も
要
件
と

は
な
ら
ず
、
道
路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
お

そ
れ
が
あ
る
だ
け
で
よ
い
と
い
う
違
い
が
あ
る
。

本
件
に
お
い
て
は
、
工
事
に
よ
っ
て
往
来
を
困
難
に
し
、

客
観
的
に
危
険
を
生
じ
さ
せ
、
ま
た
は
生
じ
さ
せ
る
お
そ

れ
が
あ
る
と
い
え
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
、
道
路
法
第
九
十

九
条
を
適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の

よ
う
に
構
成
要
件

(三
)
に
つ
い
て
は
個
別
の
事
案
の
検

討
を
要
し
、
道
路
法
第
九
十
九
条
の
構
成
要
件
に
該
当
し

な
い
場
合
に
は
、
道
路
法
第
四
十
三
条
の
適
用
も
考
慮
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

道
路
法

(昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
)

(道
路
に
関
す
る
禁
止
行
為
)

第
四
十
三
条

何
人
も
道
路
に
関
し
、
左
に
掲
げ
る
行
為
を
し
て
は
な
ら
な

い
。一

み
だ
り
に
道
路
を
損
傷
し
、
又
は
汚
損
す
る
こ
と
。

二

み
だ
り
に
道
路
に
土
石
、
竹
木
等
の
物
件
を
た
い
積
し
、
そ
の
他
道

路
の
構
造
又
は
交
通
に
支
障
を
及
ぼ
す
虜
の
あ
る
行
為
を
す
る
こ
と
。

第
八
章

罰
則

第
九
十
九
条

み
だ
り
に
道
路
(高
速
自
動
車
国
道
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
)。
を
損
壊
し
、
若
し
く
は
道
路
の
附
属
物
を
移
転
し
、

若
し
く
は
損
壊
し
て
道
路
の
効
用
を
害
し
、
又
は
道
路
に
お
け
る
交
通

に
危
険
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
三
十
万
円
以
下

の
罰
金
に
処
す
る
。

(資
料
2
)

刑
法

(明
治
四
十
年
法
律
第
四
十
五
号
)

(往
来
妨
害
及
び
同
致
死
傷
)

第
百
二
十
四
条

陸
路
、
水
路
又
は
端
を
損
壊
し
、
又
は
閉
塞
し
て
往
来
の

妨
害
を
生
じ
さ
せ
た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
十
万
円
以
下
の
罰

金
に
処
す
る
。

2

前
項
の
罪
を
犯
し
、
よ
っ
て
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
は
、
傷
害
の
罪
と
比

較
し
て
、
重
い
刑
に
よ
り
処
断
す
る
。
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一
は
じ
め
に

現
在
、
建
設
省
九
州
地
方
建
設
局
道
路
部
が
取
り

組
ん
で
い
る
道
路
管
理
事
務
の
改
善
に
つ
い
て
ご
紹

介
し
ま
す
。
組
織
の
名
称
を
道
路
管
理
事
務
改
善
検

討
委
員
会
と
い
い
、
略
称
A
R
M
S

(ア
ー
ム
ス
)

と
い
い
ま
す
。
こ
の
略
称
は
、
D
B
の
-5
｢巴
5
ロ
0
朴

刃
o
田
Q
g
営
鑓鞘
日
①已
の
指
宿
日
の
頭
文
字
を
と
っ

た
も
の
で
、
直
訳
す
れ
ば

『道
路
管
理
改
善
の
た
め

の
組
織
』
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
こ
の
A
R
M
S
に

は

『み
ん
な
の
腕

(ち
か
ら
)
で
改
善
し
よ
う
』
と

い
う
意
味
も
含
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
組
織
が
活
動

を
開
始
し
た
の
は
平
成
六
年
三
一月
か
ら
で
実
質
二

年
目
で
あ
り
、
ま
だ
完
全
な
も
の
と
は
な
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、
現
在
ま
で
の
状
況
に
つ
い
て
、
以
下
簡
略

に
説
明
し
ま
す
。

二

概
要

(な
ぜ
A
R
M
S
が
組
織
さ
れ
左
の
か
)

近
年
、
新
施
策
の
導
入
、
権
利
意
識
の
高
揚
、
社

会
情
勢
の
変
化
に
よ
り
、
道
路
管
理
事
務
は
、
複
雑

化
、
多
様
化
の
一
途
を
た
ど
っ
て
お
り
、
そ
れ
に
伴

い

『事
務
量
』
も
増
加
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
し

か
し
、
事
務
処
理
に
当
た
っ
て
は
、
職
員
数
は
減
少

し
、
処
理
方
法
も
占
用
の
電
算
化
を
除
け
ば
従
前
と

何
ら
変
わ
っ
て
い
な
い
状
況
に
あ
り
、
今
後
の
道
路

管
理
事
務
の
遂
行
を
考
慮
す
れ
ば
現
状
の
ま
ま
で
は

い
つ
か
は
停
滞
す
る
こ
と
が
十
分
予
想
さ
れ
ま
す
。

g

そ
こ
で
、
現
在
の
道
路
管
理
事
務
を
見
直
し
、
今

江

後
よ
り
一
層
事
務
を
円
滑
に
遂
行
し
て
い
く
た
め
に

9セ

本
局
と
事
務
所
が
一
体
と
な
り
A
R
M
S
を
組
織
し
、
諦

こ
れ
に
よ
り
積
極
的
に
事
務
改
善
を
推
進
し
て
い
く

こ
と
と
し
た
も
の
で
す
。

三

組
織

(そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
も
の
な
の
か
)

①

組
織
は
委
員
会
と
部
会

(ワ
ー
キ
ン
グ
グ
ル

ー
プ
)
と
に
よ
り
構
成
。

②

委
員
会
は
、
本
局
三
課

(路
政
課
･
道
路
管

理
課
･
交
通
対
策
課
)
と
地
建
内
各
ブ
ロ
ッ
ク

代
表
課
長
及
び
各
事
務
所
建
設
専
門
官
に
よ
り

構
成
。

③

部
会
は
本
局
係
長
･
係
員
と
事
務
所
係
長
等

で
構
成
。

た
だ
し
、
現
場
の
生
の
声
を
よ
り
反
映
さ
せ

る
た
め
に
、
部
会
に
は
オ
ブ
ザ
ー
バ
ー
と
し
て

出
張
所
係
長
･
事
務
所
係
員
等
を
参
加
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
o

④

各
部
会
の
検
討
内
容
は
以
下
の
よ
う
に
な
っ

て
い
ま
す
。

･
第
一
部
会
は
、
他
の
部
会
に
属
さ
な
い
項
目

又
は
複
数
の
部
会
に
共
通
す
る
項
目

九州地方建設局道路部路政課

　 　

　
　　　　　　

道路管理事務改善の取組み



く組 織 ;
* 構成メンバー

路 政 調 整 官
路 政 課 長

路政課長補佐(総務)

路政課長補佐(行政)

道路管理課長補佐
交通対策課長補佐

路政課行政第一係長

路政課行政第二係長

路政課行政第三係長

交通対策課特殊車両係長

計6 名 計7名 計 5名 言f6 名

①
業
務
多
忙

(残
業
の
増
加
)、
②
要
員
不

足
、
③
多
様
な
業
務
へ
の
対
応

(色
々
な
こ
と

を
一
人
で
処
理
し
な
く
て
は
い
け
な
い
)、④
実

(事
務
改
善
し
て
ど
う
な
る
の
か
)

現
状
に
お
い
て
現
場
事
務
所
が
抱
え
て
い
る
問
題

点
を
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
し
た
と
こ
ろ
、
次
の
よ
う
な

も 点
の を 現
が ア 状
あ ン に
リ ケ お
ま 1 い

し て
た

(
四

　 　　
い こも

検討委員会

第二部会 第三部会

事務所建設専門官 5名

北九州ブロック代表

福剛到道管理第一課長

中九州ブロック代表

熊本道路管理第一課長

南九州ブロック代表

鹿児島国道管理第一課長

東九州ブロック代表

大分道路管理第一課長

西九州ブロック代表

長崎道路管理第一課長

計20名

*構成メンバー

本局行政第一係長

及び行政第一係員

北九州国道管理係長

及び占用係長

福岡国道管理係長

及び占用係長

*構成メンバー

本局行政第二係長

及び行政第二係員

鹿児島国道管理係長

及び占用係長

大隅道路管理係長

*構成メンバー

本局行政第三係長

及び行政第三係員

熊本占用係長

(道路管理全般担当) (管理係関係担当) 占用係関係担当 (特車関係係担当)

*構成メンバー

本局特殊車両係長

及び行政第一係長

北九州国道特殊車両係長

福岡国道特殊車両係長

長崎国道管理係長

熊本専門職

部会 (ワーキンググループ) 作業風景

･
第
二
部
会
は
、
区
域
変
更
･
二
四
条
承
認
･

附
属
物
損
傷
等
、
当
地
建
内
事
務
所
管
理
係

業
務
関
係
項
目

･
第
三
部
会
は
、
道
路
占
用
許
可
等
、
当
地
建

内
事
務
所
占
用
係
業
務
関
係
項
目

･
第
四
部
会
は
、
特
殊
車
両
許
可
等
、
当
地
建

内
事
務
所
特
車
係
業
務
関
係
項
目



各部会から委員会に対して改善すべき項目 (案) を提案

委 員 会 で 改 善 す べ き 項 目 を 検 討 ･ 採 択

各部会で各事務所の意見を集約し、 改善すべき項目を検討
　　　　　　　　　　
　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　

　
　
　
　
　　

　　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　

　

活
動
に
つ
い
て
は
、

一
年
間
を

一
つ
の
サ
イ
ク
ル

　

部 会 作 業 成 果 を 委 員 会 に 報 告

委 員 会 で 成 果 内 容 を 検 討、 問 題 な け れ ば 採 択

委 員 会 採 択 事 項 を 各 事 務 所 に 通 知

　

と
し
左
図
の
よ
フな
I

で
実
施
き

ま
を

海
饗
さ
隧

、

鑑
き

　　　　
　
　
　
　
　

　
　

　
　
　

　
　

　　
　
　

委員会で採択された項目について各部会で作業を開始
*基本的に部会は月に 1回開催
* 移動時間等の関係で、部会によってはT V 会議システムをに会

間

部

月

　

　　

で

n

係

約

関

は

の

間

等

期

問

用

討

時
利
検

動

効

会

移

右

部

*

*

　
　

讓
報

　
　
　
　
　　
　
　

き
{

{
ふ
ら
、

　　

　

　　
　

　

部会 (ワーキンググループ) 合同会議風景



六

活
動
(ど
ん
な
こ
と
を
や
つ
を
の
か
)

本
組
織
が
実
質
的
に
活
動
を
開
始
し
た
の
は
平
成

七
年
度
か
ら
で
ず
の
で
、
平
成
七
年
度
の
実
質
に
つ

い
て
説
明
し
ま
す
。

平
成
七
年
度
、
い
わ
ゆ
る
A
R
M
S
元
年
は
次
の

七
種
類
の
実
務
用

(初
心
者
用
)
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作

成
し
ま
し
た
。

1

『道
路
巡
回
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

2

『管
理
瑕
疵
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

3

『道
路
損
傷
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

4

『道
路
法
第
二
四
条
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

5

『取
付
交
差
協
議
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

6

『道
路
占
用
許
可
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア
ル
』

7

『特
殊
車
両
通
行
許
可
事
務
処
理
マ
ニ
ュ
ア

ル
』

こ
れ
は
、
当
年
度
改
善
項
目
検
討
に
あ
た
り
、
管

理
担
当
職
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
た
と
こ
ろ
、

実
務
の
参
考
と
な
る
マ
ニ
ュ
ア
ル
が
あ
れ
ば
非
常
に

助
か
る
と
い
う
意
見
が
多
く
寄
せ
ら
れ
た
こ
と
に
よ

る
も
の
で
す
。
そ
れ
は
、
人
事
異
動
等
で
道
路
管
理

事
務
を
初
め
て
経
験
す
る
人
が
、
そ
の
事
務
の
幅
広

さ
、
量
の
多
さ
に
よ
っ
て
実
務
に
慣
れ
る
の
に
時
間

が
か
か
り
そ
の
間
、
一
時
的
に
事
務
が
停
滞
し
て
い

た
状
況
が
各
所
で
見
受
け
ら
れ
、
そ
う
い
っ
た
状
況

を
改
善
す
る
た
め
に
有
効
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と

が
理
由
で
し
た
。
こ
の
意
見
が
委
員
会
で
検
討
さ
れ
、

そ
の
結
果
の
検
証
と
し
て
各
職
場
に
感
想
を
求
め
た

『改
善
す
べ
き
項
目
』と
し
て
採
択
さ
れ
、
部
会
で
作

と
こ
ろ
、
｢実
務
に
役
立
っ
て
い
る
｣
、
｢申
請
者
へ
の

業
を
進
め
、
約
三

か
月
の
期
間
を
経
て
年
度
末
に

説
明
と
か
、
電
話
で
の
打
合
せ
時
に
も
利
用
で
き

完
成
し
ま
し
た
。
各
部
会
員
の
苦
労
は
多
々
あ
る
の

る
｣、
｢申
請
者
指
導
時
の
事
務
所
間
の
ア
ン
バ
ラ
ン

で
す
が
、
一
番
大
き
な
も
の
は

｢た
だ
で
さ
え
忙
し

ス
も
な
く
な
る
だ
ろ
う
｣、
｢職
場
内
研
修
に
も
利
用

い
申
で
更
に
労
力
を
必
要
と
し
た
｣
と
い
う
こ
と
で

で
き
る
｣
と
い
っ
た
こ
と
が
多
く
寄
せ
ら
れ
、
特
に
、

し
た
。
今
ま
で
の
通
常
業
務
の
ほ
か
に
新
た
に
本
作

道
路
管
理
事
務
初
心
者
の
人
達
か
ら
は
、｢お
か
げ
で

業
が
プ
ラ
ス
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
作
業
さ
れ
た

ど
う
に
か
実
務
が
こ
な
し
て
い
け
る
｣
と
い
う
言
葉

方
々
は
本
当
に
お
疲
れ
に
な
っ
た
こ
と
と
思
い
ま
す
。

が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

襄慰も壤
‐

　　　纒瀬

平成 7年度成果品 ( 種 類のマニュアル)

七

今
後
(こ
れ
か
ら
の
活
動
に
つ
い
て
)

現
在
は
、
平
成
八
年
度
の
改
善
項
目
に
つ
い
て
作

業
を
進
め
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
が
、
紙
面
の
都
合
で

項
目
だ
け
を
簡
単
に
説
明
し
ま
す
。

1

道
路
管
理
初
心
者
向
け
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

2

道
路
管
理
関
係
各
種
台
帳
の
電
算
化
の
検
討

3

広
報
誌
の
作
成

4

区
域
変
更
･
供
用
開
始
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

5

境
界
証
明
マ
ニ
ュ
ア
ル
の
作
成

6

道
路
占
用
許
可
シ
ス
テ
ム

(電
算
シ
ス
テ

ム
)
の
検
討

7

特
殊
車
両
関
係

(広
報
、
説
明
会
、
等
)
に

つ
い
て
の
検
討

今
後
は
、
よ
り
幅
広
く
改
善
を
進
め
て
い
く
た
め

に
A
R
M
S
の
組
織
を
拡
充
す
る
と
共
に
活
動
が
マ

ン
ネ
リ
化
し
事
務
改
善
が
停
滞
す
る
こ
と
の
な
い
よ
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う
に
努
め
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ
の

た
め
に
も
、
最
前
線
で
実
務
に
携
わ
っ
て
い
る
人
達

八

さ
い
ご
に

の
意
見
を
い
か
に
正
確
に
、
し
っ
か
り
と
集
約
し
て

道
路
の
管
理
に
関
す
る
事
務
は
複
雑
か
つ
多
岐
に

い
く
か
が
重
要
だ
と
認
識
し
て
い
ま
す
。

わ
た
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
改
善
が
一
朝
一
夕
に
進

む
と
は
思
わ
れ
ま
せ
ん
が
、
現
在
の
熱
意
を
絶
や
す

こ
と
な
く
継
続
し
て
改
善
を
進
め
て
い
き
、
結
果
と

し
て

『適
切
な
道
路
管
理
』
が
実
施
さ
れ
て
い
く
こ

饗だ

讓

と
を
祈
念
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
o

*
本
稿
に
対
す
る
ご
質
問
、
お
問
い
合
わ
せ
等
に
っ

′

き
ま
し
て
は
、
九
州
地
方
建
設
局
道
路
都
路
政
課

行
政
第
一
係
長
ま
で
お
願
い
し
ま
す
。

T
E
L

0
九
二
-
四
七
一
-
六
三
三
一

(内
線
四
一
六
六
)

会議風景



　
　　
　
　　
　　
　
　
　
　
　　
　
　
　

『人

は
ば
た
く

ゆ
と
り
郡

血
形
』

の
遵
づ
く
り

山
形
県
土
木
部
道
路
整
備
課

一
は
じ
め
に

山
形
県
は
日
本
で
も
珍
し
い
一
県
一
流
域
の
県
の

母
な
る
川

｢最
上
川
｣
を
中
心
に
、
美
し
く
自
然
豊

か
な
県
土
を
形
づ
く
っ
て
お
り
、
二
一
世
紀
を
目
前

に
し
て
、
人
ロ
動
態
、
産
業
構
造
及
び
国
際
環
境
の

変
化
等
、
本
県
を
め
ぐ
る
諸
情
勢
は
大
き
く
変
化
し
、

山
形
の
新
し
い
時
代
を
拓
く
重
要
な
時
期
を
迎
え
て

お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
平
成
七
年
二
月
に

概
ね
一
〇
ヶ
年
を
計
画
期
間
に

｢山
形
県
新
総
合
発

展
計
画
｣
を
策
定
し
て
お
り
、
こ
の
中
で

｢豊
か
さ

広
が
る
、
響
き
あ
う
人
と
生
活
｣
｢新
時
代
を
拓
く
産

業
改
革
｣
｢交
流
広
が
る
美
し
い
県
土
｣を
掲
げ
計
画

を
推
進
し
て
行
く
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

本
計
画
の
基
本
理
念
で
あ
る
参
加
、
交
流
、
創
造

の
も
と
に
、
｢人

は
ば
た
く

ゆ
と
り
都
(と
)
山
形
｣

を
こ
の
計
画
の
目
的
達
成
に
向
け
た
シ
ン
ボ
ル
ワ
ー

ド
と
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
中
で
、
平
成
八
年
度
か
ら
建
設
省
の

新
規
事
業
と
し
て

｢地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
｣

が
ス
タ
ー
ト
し
、
本
県
で
は
三
カ
所
を
重
点
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
に
選
定
し
、
効
果
的
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支

援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
地
域
全
体
の
活
性
化
が
図
ら

れ
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
る
こ
と
か
ら
関
連
す
る
道
路

整
備
を
促
進
す
る
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

二

重
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
選
定

山
形
県
新
総
合
発
展
計
画
の
中
で

｢ゆ
と
り
都

(と
)｣
を
目
指
す
社
会
資
本
な
ど
の
整
備
指
標
と
し

て
四
三
の
目
標
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

そ
の
う
ち
、
道
路
整
備
課
で
は
交
流
圏
の
拡
大
を

支
え
る
高
速
交
通
基
盤
の
整
備
、
魅
力
あ
る
高
次
都

市
機
能
の
整
備
、
交
通
安
全
の
推
進
、
未
来
に
伝
え

る
美
し
い
県
土
の
形
成
、
山
形
の
特
性
を
活
か
し
た

り
ソ
ー
ト
の
形
成
、
日
常
生
活
を
支
え
る
道
路
網
の

整
備
、
安
心
し
て
生
活
で
き
る
地
域
医
療
の
推
進
そ

れ
に
障
害
者
が
快
適
に
過
ご
せ
る
環
境
づ
く
り
の
八

項
目
を
掲
げ
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
こ
の
計
画
で
は
、
重
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と

,,

し
て
三
三
、
個
別
事
業
と
し
て
九
七
を
掲
げ
て
お
り
、
鋭

そ
の
内
か
ら
地
域
活
性
化
促
進
道
路
事
業
の
重
点
プ

セ行

ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
要
件
を
満
た
し
て
い
る
九
カ
所
を
選

道

定
、
そ
の
後
、
関
係
す
る
地
元
民
間
団
体
や
市
町
村

郭

か
ら
の
要
望
等
を
勘
案
し
、
各
機
関
な
ど
と
の
調
整



を
図
り
、
重
要
港
湾
酒
田
港
整
備
事
業
、
最
上
川
ふ

る
さ
と
総
合
公
園

(寒
河
江
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ

ス
)
整
備
事
業
、
健
康
の
杜
ゾ
ー
ン
整
備
事
業
の
三

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

(図
1
)
を
選
定
し
、
関
連
す
る
道

路
整
備
を
推
進
す
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

三

重
要
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
概
要
と
支
援

す
る
道
路
事
業

1

重
要
港
湾
酒
田
港
整
備
事
業

(図
2
)

①
目
的
･
内
容

本
事
業
は
、
本
県
唯
一
の
重
要
港
湾
で
あ
る
酒
田

港
の
物
流
機
能
の
高
度
化
、
産
業
基
盤
の
拡
充
を
図

り
、
広
域
的
な
交
流
拠
点
と
な
る
べ
く
整
備
す
る
事

業
で
あ
り
、
当
港
湾
の
整
備
に
よ
り
環
日
本
海
圏
経

済
交
流
を
促
進
し
本
県
及
び
南
東
北
の
経
済
活
動
の

活
性
化
に
大
き
く
寄
与
す
る
と
と
も
に
、
周
辺
地
域

の
住
民
が
港
や
海
に
親
し
め
る
賑
わ
い
空
間
の
創
出
、

海
洋
性
レ
ク
リ
エ
i
シ
ョ
ン
活
動
の
場
の
確
保
に
も

寄
与
し
ま
す
。

②
所
在
地
･
規
模

酒
田
市
約
九
〇
0
m

(陸
城
)

③
重
点
施
設
事
業
の
概
要

･
運
輸
省

多
目
的
大
型
岸
壁

(
マ
イ
ナ
ス
一
四
m
)
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I①重要港湾酒田港整備事町 ヒゾノ
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其
室
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町

町
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酒
田
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②最上川ふるさと総合繭 予てし総 きゞ
(寒河江川ウェィオ7教)整備事業 、君･＼.テゾ

　

　

　
　
　

　　
　

　　

　

　

　

.

戸
沢
村　　

　
　

　　
　
　

　
　
　
　　　　

鶴
岡

市
.
＼ ~

、
.

ノ
･

　

　ゾラ
鮒

　　
　
　　
　
　　

　

　

③健康の杜ゾーン整備事業

町

.

　
　

　　
　
　
　
　

を
侮辱
/

ト

＼
‘‘
癩

町/
‐

　

米沢市

　　　　　　
上山市

ニ
バ
ー
ス

図 1 3 プロジェクト位置図

･
県廃

棄
物
埋
立
護
岸

四
一
転

本
港
地
区
再
開
発
事
業

(民
活
事
業
含
む
)
四
･

五
m

④
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

(直
轄
)



一
般
国
道
七
号

酒
田
南
拡
幅

一
般
国
道
七
号

酒
田
バ
イ
パ
ス

一
般
国
道
七
号

宮
海
拡
幅

(補
助
)

一
般
国
道
一
三
一号

酒
田
南
拡
幅

(地
方
道
)

(主
)
酒
田
鶴
岡
線
(主
)
酒
田
八
幡
線

(
一
)
吹
浦
酒
田
線
(市
道
)
亀
ヶ
崎
小
牧
線

酒
田
み
な
と
l
･C

･l
1
l
1
ー
ー
･/

/

･

　
　
　
　
　

(市
道
)
若
浜
新
橋
線

(市
道
)
大
多
新
田
古
荒
新
田
線

(街
路
)

船
場
町
四
ツ
興
野
線

⑤
案
内

酒
田
市
が
あ
る
庄
内
地
方
は
、
山
形
県
で
唯
一
海

(日
本
海
)
に
面
し
て
い
る
地
方
で
、
新
潟
か
ら
青

森
に
至
る

｢
お
ば
こ
お
け
さ
ラ
イ
ン
｣
で
親
し
ま

れ
て
い
る
国
道
七
号
は
、
南
部
で
海
岸
線
を
通
り

夏
は
海
水
浴
場
と
し
て
盛
況
で
、
夕
焼
け
を
背
景

に
し
た
そ
の
眺
め
は
感
嘆
そ
の
も
の
で
す
。

ま
た
、
庄
内
平
野
は
米
ど
こ
ろ
で
、
県
の
奨
励
品

業図

蹠
セ

　
　

酒

の

脛雲港湾酒田港l



種
の
｢は
え
ぬ
き
｣
｢ど
ま
ん
な
か
｣
が
有
名
で
あ

り
、
名
物
料
理
と
し
て
、
冬
の
荒
海
で
育
ま
れ
た

寒
鱈
を
使
っ
た

｢鱈
汁
｣
は
一
度
味
わ
っ
て
い
た

だ
き
た
い
も
の
で
す
。

最
近
テ
レ
ビ
ジ
ョ
ン
な
ど
で
見
る
機
会
が
多
く
な

命増
田

　　

り
ま
し
た
が
バ
ン
ジ
ー
ジ
ャ
ン
プ
を
体
験
で
き
る

と
こ
ろ
が
国
道

-
一
二
号
沿
い
の
朝
日
村
に
あ
り

ま
す
が
、
我
こ
そ
は
と
思
わ
れ
る
方
は
ぜ
ひ
挑
戦

さ
れ
て
は
い
か
か
で
し
ょ
う
か
。

2

最
上
川
ふ
る
さ
と
総
合
公
園

(寒
河
江
ハ
イ
ウ

ェ
イ
オ
ア
シ
ス
)
整
備
事
業

(図
3
)

①
目
的
･
内
容

最
上
川
ふ
る
さ
と
総
合
公
園
は
、
東
北
横
断
自
動

車
道
酒
田
線
に
設
置
さ
れ
る
寒
河
江
サ
ー
ビ
ス
エ
リ

ア
を
核
と
し
て
、
フ
ラ
ワ
ー
ガ
ー
デ
ン
、
フ
ル
ー
ツ

ガ
ー
デ
ン
、
野
鳥
観
察
施
設
等
を
備
え
た
都
市
公
園

の
整
備
、
及
び
宿
泊
施
設
や
プ
ー
ル
、
温
泉
施
設
、

地
域
の
文
化
、
物
産
、
イ
ベ
ン
ト
情
報
等
を
提
供
す

る
施
設
を
民
活
事
業
に
よ
り
整
備
す
る
事
業
で
す
。

こ
れ
ら
施
設
の
利
用
は
、
高
速
自
動
車
道
を
利
用

道イテセ 97 ,1 6′

　　　　　
さ
、
ノ

至山形市

圓圃
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至

至酒田市
"

酒田港緑地でのイベント状況
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す
る
場
合
だ
け
で
な
く
、
一
般
道
路
か
ら
の
利
用
も

で
き
る
よ
う
整
備
計
画
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

従
っ
て
当
施
設
は
民
活
事
業
と
の
複
合
事
業
で
あ

る
こ
と
、
県
内
外
に
広
範
囲
に
利
用
さ
れ
る
こ
と
、

地
域
の
物
産
等
の
情
報
提
供
、
販
路
の
拡
大
と
な
る

こ
と
等
に
よ
り
地
域
の
活
性
化
に
寄
与
す
る
も
の
で

す
。

②
所
在
地
･
規
模

寒
河
江
市
約
四
二
m

③
重
点
施
設
事
業
の
概
要

･
都
市
公
園
施
設

一
期
計
画

フ
ラ
ワ
ー
ガ
ー
デ
ン
、
第
二
駐
車
場

イ
ベ
ン
ト
広
場
、
フ
ル
ー
ツ
ガ
ー
デ
ン
等

二
期
計
画

歴
史
の
丘
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ー
広
場
等

･
民
活
施
設

宿
泊
施
設
、
、ト
ー
テ
ー
マ
パ
ー
ク
等

④
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

(直
轄
)

一
般
国
道
一
三
一号

白
岩
バ
イ
パ
ス

(補
助
)

一
般
国
道
二
八
七
号

和
合
バ
イ
パ
ス

一
般
国
道
四
五
八
号

左
沢
バ
イ
パ
ス(最

上
橋
)

(主
)
天
童
寒
河
江
線

(市
道
)

山
西
線

(街
路
)

柴
橋
日
田
線

⑤
案
内

山
形
県
は
、
柑
橘
類
以
外
の
果
物
は
全
て
採
れ
る

と
い
わ
れ
て
お
り
、
特
に
こ
こ
西
村
山
地
方
は
、

一

年
中
切
れ
目
な
く
採
れ
る
所
で
、
こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク

ト
の
中
に
も
果
物
を
イ
メ
ー
ジ
し
た
施
設
を
計
画
し

て
お
り
ま
す
。

春
に
は
頂
上
に
雪
を
冠
っ
た
信
仰
の
山
月
山
、
朝

日
連
峰
、
飯
豊
連
峰
、
蔵
王
連
峰
等
を
遠
景
に
様
々

な
果
物
の
花
が
咲
き
、
六
月
に
は
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
実

が
熟
れ
、
サ
ク
ラ
ン
ボ
の
種
飛
ば
し
大
会
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
イ
ベ
ン
ト
が
行
わ
れ
、
高
速
道
路
を
利
用
し

て
遠
く
関
東
地
方
か
ら
も
来
て
お
り
ま
す
。

も
う
一
つ
有
名
な
の
が
、
春
四
月
に
オ
ー
プ
ン
す

る
月
山
の
春
ス
キ
ー
で
、
他
の
所
で
は
で
き
な
く
な

る
時
期
に
ス
キ
ー
を
楽
し
め
る
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら

れ
て
お
り
、
例
年
で
す
と
七
月
一
杯
楽
し
む
こ
と
が

で
き
ま
す
。

(地
方
道
)

さ

ユ

る

坊

と総合公園



3

健
康
の
杜
ゾ
ー
ン
整
備
事
業

(図
4
)

リ
テ
ー
シ
ョ
ン
等
に
至
る
ま
で
の
包
括
的
な
保
健
医

①
目
的
,
内
容

療
体
制
の
確
立
を
図
る
た
め
、
広
域
セ
ン
タ
ー
的
病

“

重仙台市

　
　

　

　

に
、
健
康
増
進
か
ら
疾
病
の
予
防
、
治
療
、
リ
ハ
ビ

も
に
、
県
立
保
健
医
療
短
期
大
学
を
新
た
に
設
置
し
、

本
事
業
は
、
保
健
･
医
療
･
福
祉
の
連
携
の
も
と

院
で
あ
る
県
立
中
央
病
院
の
移
転
改
築
を
行
う
と
と

、ギ

レ

緘
#
ン
/

/

%‐擬
ぎ鰯
考
え
/
ぶ

セ

　　
　
　
　
　
　
　

　

　

　

　

　

ノ

、

道

嚢
騨

　

　　

　

　

(

至

飜

C

(主)天童寒河江線　　　　　　　県立艇逡総犠難 !(園嬰燕登高糊風

!

ン

(国
)
!

｣健康の杜ゾーン整備事業

至
寒
河
江
市

ぜ
ひ

健

が.

図

,

健康の杜ゾーン
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県立保健医療短期大学

さ
ら
に
は
県
民
の
健
康
の
保
持
増
進
の
た
め
の
公
園

施
設
を
一
体
的
に
整
備
す
る
も
の
で
す
。

従
っ
て
、
当
事
者
に
よ
り
県
民
の
健
康
の
保
持
増

進
と
快
適
な
生
活
環
境
づ
く
り
に
寄
与
し
ま
す
。

②
所
在
地
･
規
模

山
形
市
約
二
七
m

③
重
点
施
設
事
業
の
概
要

県
立
中
央
病
院
移
転
改
築
事
業
約
一
一
如

平
成
一
二
年
度
開
院
予
定

県
立
保
健
医
療
短
期
大
学
整
備
事
業
約
六
m

平
成
九
年
度
開
校

健
康
の
森
公
園
整
備
事
業
約
一
○
蹴

平
成
三
一年
度
完
成
予
定

④
支
援
す
る
主
な
道
路
事
業

(直
轄
)

一
般
国
道
一
三
号

松
山
交
差
点
改
良

(補
助
)

一
般
国
道
二
八
六
号

鉄
砲
町
拡
幅

(地
方
道
)

(主
)
山
形
天
童
線

(主
)
天
童
寒
河
江
線

(市
道
)

二
口
線

(街
路
)

天
童
内
表
線

荒
谷
高
揃
線

⑤
案
内
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｢静
か
さ
や
岩
に
し
み
い
る
蝉
の
声
｣と
俳
人
松
尾

芭
蕉
が
詠
ん
で
有
名
な
山
寺
、
ス
キ
ー
場
と
樹
氷
で

全
国
的
に
知
れ
わ
た
っ
て
い
る
蔵
王
な
ど
の
観
光
地

が
た
く
さ
ん
あ
り
、
山
形
は
四
季
そ
れ
ぞ
れ
に
魅
力

あ
る
と
こ
ろ
で
す
。

秋
の
風
物
詩
と
し
て
最
近
特
に
有
名
に
な
っ
て
お

り
ま
す

｢日
本
一
の
芋
煮
会
｣
に
つ
い
て
案
内
い
た

し
ま
す
。

ま
ず
、
鍋
の
大
き
さ
で
す
が
さ
し
わ
た
し
が
六
m

あ
り
、
そ
こ
に
い
れ
る
材
料
は
山
形
牛

一
･
二
t
、

里
芋
三
t
、
ね
ぎ
三
、
五
〇
〇
本
、
コ
ン
ニ
ャ
ク
三
、

五
〇
〇
枚
、
醤
油
七
〇
○
の
、
酒
五
〇
升
、
水
六
t

を
バ
ッ
ク
ホ
ー
な
ど
の
重
機
械
を
使
い
二
〇
人
掛
り

で
六
t
の
薪
を
使
い
調
理
し
、
こ
れ
で
三
万
食
と
何

か
ら
何
ま
で
桁
外
れ
の
数
量
で
す
が
想
像
で
き
ま
す

1刀
夏
休
み
が
終
わ
っ
た
九
月
の
第
一
日
曜
日
に
山
形

市
の
馬
見
ヶ
崎
川
の
河
川
敷
で
行
わ
れ
ま
す
の
で
、

ぜ
ひ
参
加
し
て
見
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。

こ
れ
と
は
別
に
グ
ル
ー
プ
で
芋
煮
会
が
行
わ
れ
、

酒
な
ど
を
酌
み
交
わ
し
親
交
を
温
め
合
い
、
特
に

土
･
日
曜
日
は
、
河
川
敷
が
一
杯
に
な
る
ほ
ど
の
盛

況
で
す
。

四

今
後
の
課
題
と
展
望

新
し
い
交
流
圏
を
形
成
す
る
道
路
の
中
で
高
速
道

路
は
、
現
在
の
供
用
率
が
七
･
六
%
と
、
全
国
最
後

発
と
な
っ
て
い
る
中
で
、
県
内
ど
こ
か
ら
で
も
半
日

で
行
動
で
き
る
よ
う
な
、
ま
た
、
一
体
感
の
あ
る
県

土
を
形
成
し
、
開
か
れ
た
地
域
社
会
づ
く
り
を
支
え

る
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
形
成
を
図
る
た
め
、
高
速
交

通
施
設
に
三
〇
分
で
到
達
で
き
る
こ
と
と
、
各
地
方

生
活
圏
内
で
概
ね
三
〇
分
で
行
き
来
で
き
る
構
想
な

ど
、
利
用
者
の
多
様
な
ニ
ー
ズ
に
対
応
す
る
と
と
も

に
、
生
活
圏
域
を
超
え
る
生
活
空
間
の
広
が
り
に
対

応
で
き
る
道
路
網
の
確
立
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
た

め
高
規
格
道
路
を
は
じ
め
国
道
、
幹
線
と
な
る
県
道
、

市
町
村
道
の
整
備
を
推
進
す
る
と
と
も
に
、
各
種
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
支
援
す
る
道
路
に
つ
い
て
も
整
備
促

進
す
る
こ
と
が
均
衡
あ
る
県
土
発
展
に
寄
与
す
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。
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11
･
25

磁
"

月
･日

世

界

の
動

き

○
ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
協
力
会
議
(A
P
E
C
)
の
首
脳
会
議
は
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ス
ー
ビ
ッ
ク
で
開
催
さ
れ
、
貿
易
･
投
資
自
由
化

の
具
体
策
を
盛
り
込
ん
だ
マ
ニ
ラ
行
動
計
画
を
一
九
九
七
年
一
月

か
ら
実
施
す
る
と
の
首
脳
宣
言
(ス
ー
ビ
ッ
グ
宣
言
)を
採
決
し
、

閉
幕
し
た
。

○
世
界
貿
易
機
関

(W
T
O
)
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
閣
僚
会
議
は

｢貿

易
の
継
続
的
な
自
由
化
促
進
｣
を
掲
げ
た
閣
僚
宣
言
と
後
発
途
上

国
の
支
援
の
た
め
の
行
動
計
画
を
採
決
し
開
幕
し
た
。

○
米
航
空
機
メ
ー
カ
ー
の
大
手
、
ボ
ー
イ
ン
グ
社

(本
社
･
ワ
シ

ン
ト
ン
州
)
と
マ
ッ
ド
ネ
ル
･
ダ
グ
ラ
ス
社

(本
社
･
ミ
ズ
ー
リ

州
)
は
、
来
年
半
ば
を
メ
ド
に
合
併
す
る
こ
と
で
合
意
し
た
。
合

併
が
実
現
す
れ
ば
、
民
間
航
空
機
、
軍
用
機
両
部
門
で
世
界
最
大

の
メ
ー
カ
ー
と
な
る
。

○
ソ
ウ
ル
高
裁
刑
事
一
部
は
、
粛
軍
ク
ー
デ
タ
ー
と
光
州
事
件
に

関
す
る
控
訴
審
判
決
公
判
で
、
軍
反
乱
罪
、
内
乱
罪
な
ど
に
問
わ

れ
た
元
大
統
領
の
全
斗
燠
被
告

(六
五
)
に
、
無
期
懲
役
=
一
審

判
決
死
刑
=
、
前
大
統
領
の
盧
泰
愚
被
告

(六
四
)
に
懲
役
一
七

年
=
同
懲
役
二
二
年
六
月
=
実
刑
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

○
ペ
リ
ー
の
首
都
リ
マ
の
在
ペ
ル
ー
日
本
大
使
公
邸
が
、｢ト
ゥ
パ

ク
･
ア
マ
ル
革
命
運
動
｣
(M
R
T
A
)
の
武
装
ゲ
リ
ラ
に
よ
っ
て

占
拠
さ
れ
、
青
木
盛
久
大
使
を
は
じ
め
多
数
の
人
質
を
と
ら
れ

事

項

11
･
28

“

20

月
･日

国

内

の

動

き

○
首
相
の
直
属
審
議
機
関
で
あ
る
｢行
政
改
革
会
議
｣が
初
会
合
。

今
後
、
毎
月
二
回
の
ペ
ー
ス
で
議
論
し
、
一
年
以
内
に
具
体
案
を

作
成
、
九
八
年
の
通
常
国
会
に
関
連
法
案
を
提
出
す
る
方
針
。

○
沖
縄
の
米
軍
基
地
の
整
理
･
縮
小
策
を
検
討
し
て
き
た
日
米
の

特
別
行
動
委
員
会

(S
A
C
O
)
は
、
｢最
終
報
告
｣
を
ま
と
め
、

日
米
安
全
保
障
協
議
会
で
、
了
承
さ
れ
た
。
報
告
の
普
天
間
飛
行

場
の
返
還
に
つ
い
て
、
代
替
用
ヘ
リ
ポ
ー
ト
の
機
能
な
ど
を

｢海

上
施
設
｣
と
す
る
こ
と
が
、
最
善
の
選
択
で
あ
る
と
し
、
日
米
の

技
術
専
門
家
ら
に
よ
る
普
天
間
実
務
委
員
会
を
設
け
て
来
年
三
一

月
ま
で
に
実
施
計
画
を
作
る
よ
う
に
指
示
し
た
。

○
警
視
庁
捜
査
二
課
は
、
厚
生
省
の
岡
光
序
治
前
事
務
次
官

(五

七
)=
=
月
一
九
H
辞
職
=
を
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
へ
の
補

助
金
支
出
を
め
ぐ
る
収
賄
容
疑
で
逮
捕
し
た
。

○
長
野
県
小
谷
村
の
蒲
原
沢
砂
防
ダ
ム
災
害
関
連
緊
急
工
事
現
場

で
大
規
模
な
土
石
流
が
発
生
し
、
作
業
員
一
四
人
が
行
方
不
明
と

な
っ
た
。

○
政
府
は
臨
時
閣
議
で
、
一
九
九
七
年
度
予
算
一
般
会
計
の
大
蔵

原
案
を
了
承
、
各
省
庁
に
内
示
し
た
。
総
額
七
七
兆
三
、
九
〇
〇

億
円
で
、
本
年
度
当
初
予
算
に
比
べ
三
･
0
%
の
伸
び
と
な
っ

事

項

12
･
10

“
月
･日

道

路

行

政

の
動

き

○
国
土
審
議
会
の
計
画
部
会
が

｢新
た
な
全
国
総
合
開
発
計
画
｣

の
調
査
検
討
報
告

(中
間
報
告
)
を
ま
と
め
る
。

○
大
阪
か
ら
六
〇
キ
ロ
圏
で
V
I
C
s
情
報
提
供
の
開
始
。

○
国
道
三
号
太
子
竜
野
バ
イ
パ
ス
と
山
陽
自
動
車
道
の
姫
路
I
C

を
結
ぶ
姫
路
西
バ
イ
パ
ス

(延
長
二
･
九
m
)
が
開
通
。
ま
た
太

子
竜
野
バ
イ
パ
ス
の
太
子
大
田
I
C
が
併
せ
て
開
通
さ
れ
る
。

○
名
神
高
速
道
路

栗
東
-
瀬
田
東
間

(延
長
九
･
二
皿
)
が
六

車
線
化
さ
れ
、
供
用
さ
れ
る
。

○
国
土
開
発
幹
線
自
動
亘
遣
建
投
写
議
会
が
開
催
さ
れ
る
。

事

項
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謹
ん
で
新
年
を
お
祝
い
申
し
上
げ
ま
す
。
本
年
も

相
変
ら
ず
の
ご
購
読
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

司
馬
遼
太
郎
さ
ん
の
小
説
に
｢坂
の
上
の
雲
｣
と

い
う
の
が
あ
り
ま
す
。
作
品
ガ
イ
ド
に
よ
り
ま
す
と

｢明
治
の
勃
興
期
に
伊
予
出
身
の
三
青
年
が
坂
の
上

の
雲
を
目
指
し
て
切
磋
す
る
姿
を
描
く
長
編
｣
と
あ

り
ま
す
。
こ
の
小
説
が
昭
和
四
八
年
に
発
表
さ
れ
ま

す
と
、
忽
ち
ベ
ス
ト
セ
ラ
ー
に
な
り
ま
し
た
。
丁
度

そ
の
頃
日
本
は
オ
イ
ル
シ
ョ
ッ
ク
に
見
舞
わ
れ
、
そ

れ
ま
で
の
高
度
成
長
政
策
の
見
直
し
を
迫
ら
れ
て
お

り
ま
し
た
。
こ
の
小
説
の
題
名
と
内
容
は
温
故
知
新

を
求
め
る
人
々
に
ピ
ッ
タ
リ
だ
っ
た
の
で
す
。

私
は
今
、
｢坂
の
上
の
雲
｣と
い
う
題
名
に
興
味
を

も
っ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
題
名
を
風
景
と
し
て
キ
ャ

ン
バ
ス
に
描
き
ま
す
と
、
遠
く
の
山
の
稜
線
と
天
空

に
浮
か
ぶ
雲
は
あ
た
か
も

一
体
の
よ
う
に
見
え
、
相

互
の
距
離
感
を
全
く
感
じ
さ
せ
ま
せ
ん
。
立
体
の
風

景
を
平
面
に
置
き
換
え
る
の
で
す
か
ら
、
当
た
り
前

の
こ
と
で
す
。
と
こ
ろ
が
実
際
に
山
に
入
り
登
っ
て

行
き
ま
す
と
、
天
も
そ
れ
に
合
わ
せ
て
上
へ
上
へ
と

逃
げ
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
し
て
峠
に
立
て
ば
白
い
雲

は
、
手
の
と
ど
か
な
い
上
空
に
あ
り
ま
す
。
そ
ん
な

こ
と
は
承
知
の
上
で
人
々
は
理
想
の
象
徴
と
し
て

｢坂
の
上
の
雲
｣を
追
い
求
め
る
の
で
す
。
理
想
の
第

一
段
階
が
実
現
さ
れ
･
ば
、人
は
更
に
高
い
山
の
｢坂

の
上
の
雲
｣
を
追
う
努
力
を
し
ま
す
。

か

易
六
四
卦
の
中
に
｢坂
の
上
の
雲
｣
と
同
じ
風
景

か

てんざ
んと
ん

か

を
持
つ
卦
が
あ
り
ま
す
。
天
山
遜
と
い
う
卦
で
す
。

か

こ
の
卦
に
よ
れ
ば
天
と
山
と
の
間
に
は
距
離
が
あ
る

と
い
う
の
で
す
。
当
た
り
前
の
こ
と
の
よ
う
で
す
が
、

山
が
低
い
と
天
も
低
い
、
高
い
山
は
天
も
高
い
。
天

と
山
と
の
距
離
は
相
対
の
関
係
に
あ
る
と
い
う
の
で

す
。
そ
の
距
離
感
を
保
つ
た
め
に
、
天
は
時
に
応
じ

上
へ
上
へ
と
逃
げ
る
と
観
念
す
る
の
で
す
。
だ
か
ら

と
ん

と
ん

遜
と
い
う
の
で
す
。
遁
と
も
書
き
ま
す
。
逃
げ
る
こ

と
んそう

と
ん

お
ん

と
を
遁
走
と
い
･
ま
す
。
遁
の
字
で
な
く
同
じ
音
の

ぶた

あ
い色ょう

遜
を
使
っ
て
豚
が
あ
た
ふ
た
と
逃
げ
る
愛
敬
さ
を
感

じ
さ
せ
ま
す
。
何
だ
か
話
が
や
や
こ
し
く
な
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。
人
々
の
夢
と
行
動
に
つ
い
て
、
具
体

的
に
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
に
ハ
ー
レ
ム
街
が
あ
り
ま
す
。
現

在
は
黒
い
肌
の
人
々
が
沢
山
住
ん
で
お
り
ま
す
。
よ

そ
者
が
、
こ
の
街
に
入
る
と
危
険
だ
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
こ
･
は
昔
、オ
ラ
ン
ダ
人
の
高
級
住
宅
街
だ
っ

た
の
だ
そ
う
で
す
。
写
真
で
見
て
も
立
派
な
レ
ン
ガ

造
り
の
建
物
が
並
ん
で
い
ま
す
。
そ
こ
に
或
る
程
度

富
を
蓄
え
た
黒
い
肌
の
人
が
家
を
買
い
ま
し
た
。
そ

の
人
に
と
っ
て
夢
に
ま
で
見
た
西
洋
式
の
住
宅
で
し

た
。
そ
の
う
ち
、
そ
の
よ
う
な
人
が
沢
山
住
む
よ
う
に

な
る
と
街
の
空
気
も
変
わ
り
ま
す
。
す
る
と
肌
の
白

い
人
は
逃
げ
出
し
郊
外
に
新
し
い
街
を
作
り
ま
す
。

そ
こ
は
環
境
も
よ
く
作
ら
れ
て
い
ま
す
が
、
と
て
も

高
価
で
す
。
そ
れ
で
も
肌
の
黒
い
人
が
理
想
的
な
環

境
を
求
め
そ
こ
に
住
宅
を
買
い
は
じ
め
る
と
、
既
に

住
ん
で
い
る
肌
の
白
い
人
達
は
ま
た
逃
げ
出
し
、
新

し
い
街
を
作
り
ま
す
。逃
げ
る
と
い
う
の
は
、負
け
た

か
ら
と
言
う
の
で
は
な
く
、
こ
れ
ら
の
人
達
と
の
間

に
一
定
の
距
離
を
保
つ
た
め
な
の
で
す
。
そ
れ
と
同

じ
よ
う
に
理
想
と
現
実
の
間
に
は
距
離
が
あ
り
ま
す
。

理
想
を
追
っ
て
近
づ
け
ば
近
づ
く
ほ
ど
、
理
想
は
逃

げ
ま
す
。
逃
げ
な
い
と
理
想
で
は
な
く
な
る
の
で
す
。
易

2月号の特集テーマは｢平成9年度 道路関係予算｣の予定です。
本誌は、執筆者が個人の責任において自由に
書く建前をとっております。したがって意見
にわたる部分は個人の見解です。また肩書は
原稿執筆及び座談会実施時のものです。

てんざ
ん
とん

にく

の
天
山
遜
は
逃
げ
る
の
は
、
憎
む
た
め
な
の
で
な
く
お

きぴ

互
い
の
距
離
を
厳
し
く
ま
も
る
為
だ
と
い
う
の
で
す
。

しよう
に
いわく

て
んかやま
あ
る
は
と
ん
な
り
。
く
んしも
ってしよ
うじ
んを
とおざ
け

象

日
、

天
下
有
し山
遜
。

君
子
以
遠
二小
人
一、

に
〈ま
ず
し
て
き
び
し
く
す

不
し悪
而
嚴
。

明
治
の
勃
興
期
の
人
々
が

｢坂
の
上
の
雲
｣
に
託

し
て
夢
み
た
理
想
の
国
家
建
設
は
、
先
進
国
の
逃
げ

と
か
譲
歩
の
結
果
得
ら
れ
た
も
の
も
沢
山
あ
り
ま
し

た
。
だ
が
欧
米
側
に
逃
げ
場
が
な
く
な
っ
た
と
き
、

お
互
い
の
距
離
感
が
急
に
狭
ま
り
衝
突
即
ち
戦
争
に

な
る
。
と
易
は
言
う
の
で
す
。


